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第 2 編 基本計画 
 
第 1 章 「鳥取市創生総合戦略～郷土愛を育み 人がつながる まちむら創生～」 

の位置づけ 
 

 基本計画では、めざす将来像を「いつまでも暮らしたい、誰もが暮したくなる、自信と誇

り・夢と希望に満ちた鳥取市」とし、まちづくりの理念とまちづくりの目標を掲げ、その実

現に向けて展開する諸施策等を個別に掲げています。 

 

 また本市は、人口減少の克服に向け、若者を中心とした定住や雇用・就業環境の確保、ま

ちのにぎわいづくりといった課題の克服や「鳥取市の強み」を生かしたまちづくりを強力に

推進するため、平成 27 年 9 月に「鳥取市創生総合戦略」を策定しました。 

 

 この総合戦略の諸施策については、「郷土愛を育み 人がつながる まちむら創生」として基

本計画の「重点施策」に位置づけ、総合的、一体的な推進を図り、将来像の実現に向け取り

組みます。 

 

 

 

 

 

 

戦略期間：平成 27 年度から平成３１年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鳥取市創生総合戦略 

～郷土愛を育み 人がつながる まちむら創生～ 

１ 次世代の鳥取市を担う‘ひとづくり’ 

２ 誰もが活躍できる‘しごとづくり’ 

３ にぎわいにあふれ安心して暮らせる‘まちづくり’ 

めざす将来像 

いつまでも暮らしたい、誰もが暮らしたくなる、 

自信と誇り・夢と希望に満ちた鳥取市 
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  次世代の鳥取市を担う‘ひとづくり’ 

 

【施策に関する基本的方向】 

◇人間性豊かで思いやりがあり、郷土を大切にする子どもの育成を図ります。 

◇次世代の人材確保を見据えた特色ある教育を推進します。 

◇出会い・結婚・妊娠・出産・子育てに対する切れ目ない支援を行います。 

◇仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進を図ります。 

 

重点施策 具体的な施策と内容 

教育の充実・郷土

愛の醸成 

 

①郷土愛を育む教育の推進 

●まちづくり協議会等のコミュニティ活動を通した「協働」の取組による

人材の育成 

●結婚や家族をもつことの素晴らしさを学ぶ妊娠・出産・子育てに対する

教育の実践 

●鳥取市モデルの小中学校兼務教員の配置による「ふるさとを思い、志を

もつ子」の育成を目指した特色ある中学校区の創造に向けた取組 

●小中学校、地区公民館等における山陰海岸ジオパークを生かした出前講

座、学習会等の支援 

 

②次世代を見据えた特色ある教育の推進 

●次世代を見据えた地域創造学校や ICT の活用、英語教育の推進 

●グローバル人材の育成に向けた英語等に特化したモデル校の設置及び中

学生の海外派遣 

●市内の大学や企業と連携した学卒者の雇用創出と市内就職率の向上 

●看護学生を対象とした支援制度の創設等による看護師の市内医療機関等

への就職支援 

 

結婚・出産・子育

て支援 

 

①新たな出会いの創出と結婚支援 

 ●「すごい！鳥取市婚活サポートセンター」やまちづくり団体による出会

い創出から結婚に至るトータルサポートの実施 

 

②妊娠・出産への包括的支援 

●妊産婦等の支援ニーズに応じた全妊産婦の相談、妊産婦の支援(訪問含 

む)、乳児一時預かり、母子ショートステイ、産後デイサービスの開設 

 ●不妊治療及び不育症治療等の治療費一部助成(保険適用外分) 

 

③待機児童ゼロの継続と子育てサービスの充実 

 ●駅南庁舎への保健所設置を踏まえた保健医療、健康子育て機能と連携し

た総合支援拠点の整備 

 ●待機児童ゼロの継続を見据えた民間参入による地域型保育園の開園 

 ●放課後児童クラブ・放課後子ども教室による児童の健全な発達の促進 

 ●病児・病後児保育、保護者疾病時等の児童の生活支援及び保護者の勤務

  に対応した保育の実施 

 ●子育て世帯の保育料の軽減 

 ●小児特別医療の高校卒業時までの実施 

 

④仕事と生活の調和の推進 

●再就職支援のための職場復帰・キャリアアップ研修の開催 

 ●ワーク・ライフ・マネジメントセミナーの開催と広報啓発によるさらな

  る考え方の普及促進 

 

１ 
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 誰もが活躍できる‘しごとづくり’ 

 

【施策に関する基本的方向】 

◇市民の所得向上に向け、バランスのとれた産業の構築・拡大や就業率の向上をめざすととも

に、正規雇用の拡大・賃金引上げを進めます。 

◇地元企業の新事業への展開支援及び企業誘致等により雇用の創出を図る一方、企業が求め 

 る人材の確保に努めます。 

◇地域経済分析システム「RESAS」による産業・企業等の動向分析を生かすなど、戦略的 

 な企業誘致を推進します。 

◇６次産業化・農商工連携等による地域資源を活用した産業の底上げを図ります。 

◇成長産業の新たな事業展開や創業・就農等を促進・支援し、産業の活性化を進めます。 

 

重点施策 具体的な施策と内容 

地域経済の再生

と産業の底上げ 

 

①成長産業の振興 

●電力の開発支援及び小売を実践する市出資会社の設立等によるエネルギ

ーの地産地消の推進 

●特産品のブランド化・高付加価値化の推進と新たな加工食品の開発など

 食品加工産業の育成 

●環日本海諸国の友好都市と地元企業との貿易相談、海外企業とのマッチ

ング等の支援及び留学生の就職支援、高度外国人人材の定着化 

 

②工業の振興 

●産業構造の高度化及び雇用の拡大につながる企業誘致等の推進 

 ●誘致企業とのビジネスマッチングによる地元製造業の成長分野の新規参

入及び受注拡大の推進 

 

③商業・サービス業等の振興 

●商業者等による販売促進、新商品開発、ニーズ調査及び環境整備等の支

 援 

●中小企業等の製品の販路拡大及び技術競争力の向上に向けた各種展示会

 への参加促進 

●新たな道の駅整備と既存道の駅の拠点化、特産品開発・販売、観光周遊

の強化による雇用創出 

 

④農林水産業の振興 

 ●６次産業化の取組及び農商工連携による高付加価値加工品の開発・販売

  と海外輸出の推進 

 ●鳥取地どり、地域冠米など推進品目の生産拡大と品質向上及び販路拡大

・新商品開発 

 ●鳥取市国際経済発展協議会と連携した高値販売の輸出ルートの確保、輸

出専門の農業法人の設立支援、県外からの輸出企業の受入支援 

 ●農産物を活用し商品開発・確保を行う企業と大規模農家・JA 等とのマ

  ッチングの実現 

 ●有害鳥獣の適切な個体数管理やジビエ肉の利活用体制の強化 

 ●バイオマス燃料等に活用できる木材素材搬出量の増加と雇用の創出 

 

 

人材の確保と育

成強化 

 

 

 

 

 

①人材育成・確保の推進 

 ●鳥取商工会議所等と連携した起業者に対する基金制度の創設 

 ●進学者等の市内就職情報を配信するサポート制度の構築 

 ●市内企業への就職希望者に対する奨励金等の支給 

 ●伝統工芸技術の伝承を目的とした後継者の受入を行う事業者と研修者へ

の支援 

２ 
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人材の確保と育

成強化 

 ●大学生の地区公民館配置など、若い感性を取り入れた市民参画活動の積

  極的な推進 

 ●鳥取市シルバー人材センターの運営支援による高齢者の就業機会の確保

と雇用の拡大 

 ●IT 関連をはじめとする事業者向けセミナー、求職者向け人材育成研修の

実施による「鳥取みらい雇用創造ぷらん」の推進 

 

②新規創業・就農等の充実 

●クラウドファンディング、創業チャレンジサポートなど起業のまち「鳥

取」創造プロジェクトの推進 

 ●とっとりふるさと就農舎等を通じた新規就農者の育成確保と就農定住に

対する支援 

 ●生活支援や農地賃借料・家賃の助成 

 ●機械施設等の整備支援 
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 にぎわいにあふれ安心して暮らせる‘まちづくり’ 

 

【施策に関する基本的方向】 

◇個性を生かした中山間地域、中心市街地の活性化を進め、快適で安心して暮らせるまちづく

りを推進します。 

◇ふるさと・いなか回帰の促進に向け、情報発信、マッチング支援を戦略的に行うとともに、

受入体制の充実を図ります。 

◇地域経済分析システム「RESAS」による観光人口の分析に基づき、独自ブランドを生かし

た交流人口の拡大と戦略的なシティセールスを一体的に展開します。 

◇健康で住み良い暮らしの実現をめざします。 

◇広域連携及び自治体間連携の推進を図ります。 

 

重点施策 具体的な施策と内容 

ふるさと・いなか

回帰の促進 

 

①人材誘致・ふるさと回帰の充実 

●定住促進・U ターン相談窓口及び移住定住相談員による相談体制、情報

提供の充実など 

●半農半 X など里山における多様なライフスタイルの提案 

●とっとり若者インターンシップ等による求職者と事業者のマッチング支

 援 

●U ターン支援登録制度を活用したふるさと回帰希望者への定期的な情報

提供 

 ●ふるさと鳥取市・回帰戦略連絡会を通した官民の情報共有と協働による

ふるさと回帰体制の推進 

 ●県及び周辺自治体と連携した関西圏の大学への就業案内・田舎暮らしの

PR 

 ●移住定住相談員と連携した県外在住者への情報発信及び市内大学等への

  企業 PR 

 

②田舎暮らし環境の充実 

●空き家活用の広報・募集による登録件数の確保 

●空き家情報の収集、的確な管理による定住の促進 

●自然の中で田舎暮らしが体験できる施設の充実 

 ●移住希望者等の交流拠点となる移住・交流情報ガーデンの開設 

 ●就業・子育て・不動産情報や生きがいづくり等を支援する移住定住コン

  シェルジュの配置 

 

 

 

 

 

 

交流人口の拡大 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①滞在型観光の推進 

●鳥取砂丘砂の美術館における砂像の制作及び集客イベント、各種環境整

備の推進 

●山陰海岸ジオパークを生かしたジオツーリズムの推進及び各ジオサイト

の魅力発信、保護・保全活動の推進、観光拠点の整備 

●外国人観光客の受入体制の整備、広報・誘客活動による国際観光の推進

●教育旅行、各ツーリズムに対応した情報発信、環境整備と新たな観光商

品開発、販路開拓支援 

●官民で組織する鳥取版 DMO の育成強化による観光振興 

 

②文化芸術を生かした個性あるまちづくりの推進 

 ●文化施設等と連携した文化芸術環境の創出及びことるり舎、鳥の劇場な

  ど民間団体の活動支援 

 ●手仕事の作家の移住促進による工芸村の開設 

 

 

３ 
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交流人口の拡大 

③「すごい!鳥取市」による知名度アップ大作戦の積極展開 

 ●Web・TV 等を活用した移住定住、観光など鳥取市の魅力の情報発信及

び Wi-Fi など環境整備 

住み良い環境づ

くり 

 

①健康寿命の延伸につながる住み良い暮らしの実現 

●介護・医療分野の企業と連携したサービス付きのバリアフリー構造住宅

の新設促進 

 ●地域包括ケアシステム構築に向けた、生涯にわたり住み慣れた地域で生

活が送れるための、医療・介護・生活支援サービスが提供できる体制づ

くりの推進 

 ●駅南庁舎への保健所設置を踏まえた保健医療、健康子育て機能と連携し

た総合支援拠点の整備（再掲） 

 

②魅力ある中山間地域の振興 

 ●買い物支援の取組を開始する者の起業・運営等の支援 

 ●空き店舗・校舎・倉庫等を活用した地域振興への取組の支援 

 ●とっとりふるさと元気塾による地域課題の解決や商品開発及びリーダー

の養成など 

 ●豊かな自然や農山漁村の魅力を生かしたグリーンツーリズム、エコツー

リズムの推進 

 

③多極型・コンパクトな都市環境を生かした安全なまちづくりの推進 

 ●自治会による地域力向上に向けた活動の支援とコミュニティの充実強化

 ●地域生活拠点における地域の利便性向上に向けた施策の推進 

 ●市街地の都市機能・居住誘導施策の構築 

●拠点間をつなぐ幹線道路ネットワークの整備推進 

 ●自主防災会の活動支援及び防災体制の整備 

●消防団活動の充実強化 

 ●公園や園庭、校庭等の芝生化や緑化の推進 

 

④中心市街地の活性化 

 ●住まいの総合相談窓口の設置や各種支援制度による街なか居住の推進 

 ●にぎわいの創出等を目的とした民間イベント等の開催支援 

●鳥取駅周辺の回遊性の向上とにぎわい空間の創出 

●リノベーション手法を用いた遊休不動産の再生・活用によるまちの魅力

向上 

 

⑤利便性の高い公共交通の確保 

 ●バス路線の再編及び鉄道・タクシー・自転車など他の交通手段との連携

の構築 

 ●鳥取砂丘コナン空港の利用促進に向けた官民連携組織によるプロモーシ

ョン活動等の実施 

 

⑥広域連携及び自治体間連携の推進 

 ●鳥取・因幡定住自立圏域での交通、観光、医療等の連携及び連携中枢都

  市圏の形成 

 ●鳥取県東部圏域をはじめとする近隣自治体等との連携による広域観光及

び移住定住等の推進 
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第２章 施策等の展開 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まちづくりの目標１ 安心して出産・子育てができ、すべてのひとが住みやすいまち 

 政策１ 豊かな心をもった、たくましいひとづくり 

   —施策１ 生涯学習の推進 

   —施策２ 教育の充実・郷土愛の醸成 

   —施策３ スポーツ・レクリエーションの振興 

 

 政策２ 安心して子どもを産み育てられるまちづくり 

   —施策１ 結婚・出産・子育て支援 

 

 政策３ 住み慣れた地域でいきいきと暮らせるまちづくり 

   —施策１ 健康づくり、疾病予防の推進 

   —施策２ 地域包括ケアの推進 

   —施策３ 障がいのある人の自立支援 

   —施策４ 安心できる社会保障制度の運営 

 

 政策４ 互いの人権を尊重する心豊かな社会づくり 

   —施策１ 人権意識の醸成 

   —施策２ 男女共同参画社会の形成 

 

まちづくりの目標２ 新しいにぎわいのあるまち 

 政策１ 地域経済の再生と産業の底上げ 

   —施策１ 雇用の創造・人材の確保 

   —施策２ 工業の振興 

   —施策３ 商業・サービス業の振興 

   —施策４ 農林水産業の振興 

＜施策等の展開の見方＞ 

まちづくりの目標１～４ 

（１）現状と課題 

    社会経済情勢、市民ニーズなどから現状と課題を明らかにします。また、現状などを

表す図表などを示します。 

 （２）施策の基本的方向 

    課題の解決に向けて展開する施策の方向性を明らかにします。 

（３）施策の主な内容 

    展開する施策の主な内容を明らかにします。鳥取市創生総合戦略に掲げる施策に該当

するものは  を明示するとともに、該当箇所に二重下線を引いています。 

（４）評価指標 

    施策の評価を客観的に測るために設定しています。この評価指標は、毎年度（市民満

足度など一部の指標は除く）実績を把握し、公表します。 

    ※市民満足度は平成 31 年度実施予定の市民アンケート調査の結果を指標とします。

 

まちづくりの目標５ 

（１）基本的な考え方 

    まちづくりを支える自立した自治体経営の進め方や目的を明らかにします。 

（２）具体的な取組 

    まちづくりを支える自立した自治体経営を推進する具体的な取組を明らかにします。

（３）管理指標 

    まちづくりを支える自立した自治体経営の取組状況を客観的に測るために設定してい

ます。（適切な指標が設定できないものを除く。）この数値は、毎年度実績を把握し、

公表します。 
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 政策２ 地域資源を生かしたまちづくり 

   —施策１ 滞在型観光の推進 

   —施策２ シティセールスの推進 

 

まちづくりの目標３ 地域に活気があるまち 

 政策１ 協働のまちづくり 

   —施策１ 協働のまちづくりの推進 

 

 政策２ 交流の拠点となるまちづくり 

   —施策１ ふるさと・いなか回帰の促進 

—施策２ 魅力ある中山間地域の振興 

   —施策３ 中心市街地の活性化 

   —施策４ 世界に開かれたまちづくり 

   —施策５ 公共交通の確保 

 

 政策３ 魅力ある鳥取文化づくり 

   —施策１ 文化芸術の振興 

   —施策２ 文化財の整備・保存・活用 

 

まちづくりの目標４ 安全・安心なまち 

 政策１ 暮らしの安全を守るまちづくり 

   —施策１ 地域防災力の向上 

   —施策２ 防犯・交通安全対策の充実 

   —施策３ 安全な消費生活の確保 

 

 政策２ 快適でゆとりある生活環境づくり 

   —施策１ 生活基盤の充実 

   —施策２ 循環型社会の形成 

   —施策３ 環境保全活動の推進 

 

まちづくりの目標５ まちづくりを支える自立した自治体経営 

—方針１ 中核市移行による地方分権の推進と開かれた市政の運営 

—方針２ 自治体間の広域的な連携の推進 

—方針３ 財政基盤の強化 

—方針４ 情報通信技術・ビッグデータの活用 

—方針５ ファシリティマネジメントの推進 
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○ 読
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① 生

・ 

・ 

 

② 学

・ 

・ 

 

 

施策

（１

（３

まちづ

安心

 —

（２

社会の成熟

でも 誰で

います。 

社会の複雑

す。 

学習により

に対応でき

学習で得た

ある充実し

「尚徳大学

立図書館等

読書環境の

り市内全域

書館とも連

市民が自発的

すことで、自

生涯にわたっ

高度化・多

きる学習機

実します。

市民の自主

充実を図り

学習成果を生

現代的・社

学習により

り組みます

学習活動で

取り組みま

１ 生涯

）現状と

）施策の

づくりの目

心して出産

—政策１ 豊

）施策の

熟化により、

も 誰とで

雑化や情報通

習得した知

るコミュニ

知識・技能

した暮らしに

学」や「鳥取

等において生

の充実を図る

域への図書館

連携していま

的に、生涯に

自己実現ので

って学ぶこ

多様化する個

機会を充実す

 

主的な生涯学

ります。 

生かす仕組

会的課題に

り身につけた

す。 

で培った成果

ます。 

涯学習の推

課題 

主な内容

目標１ 

産・子育てが

豊かな心を

基本的方

「心の豊かさ

でも 何でも

通信技術の発

知識・技術等

ニティづくり

能等の成果を

につながりま

取市民大学」、

生涯学習活動

るため、市立

館サービスを

ます。 

にわたって

できる社会を

とのできる

個人の学習ニ

するとともに

学習活動を推

みづくりと

に対応できる

た知識・技能

果を地域に還

推進 

容 

ができ、す

もった、た

方向 
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さやゆとりあ

も いつまで

発達等により

等を地域に還

りが求められ

を生かした活

ます。 

、「子育て親

動が積極的に

立図書館 3 館

を行うととも

自由に学習

をめざしま

る機会の充実

ニーズに対応

に、誰もが取

推進するため

と人材育成

る自立した個

能・経験を発

還元できるよ

すべてのひと

たくましいひ

ある生活」

でも」学習で

り、学習ニー

還元し、「絆

れています。

活動や交流は

親育ち講座」

に行われてい

館や中央公民

もに、鳥取県

習機会を選択

す。 

実     

応するため、

取り組める多

め、各地区公

     

個人とコミュ

発表・実践・

よう、指導者

とが住みや

ひとづくり

が重視され

できる環境づ

ーズは高度化

絆」をつなぎ

 

は、地域への

をはじめ、

います。 

民館図書室、

県立図書館を

択して学び、

     

生涯にわた

多様な学習形

公民館、市立

     

ュニティの形

・活用できる

者やボランテ

やすいまち 

れ、「いつでも

づくりが求め

化・多様化し

ぎ、さまざま

の愛着や生き

各地区公民

、移動図書館

をはじめ県内

学習の成果

     

たって学ぶこ

形態や情報提

立図書館等の

     

形成が求めら

る仕組みづく

ティアの人材

も どこ

められて

していま

まな課題

きがいの

民館や市

館車によ

内の各図

果を生か

     

ことので

提供を充

の施設の

     

られる中、

くりに取

材育成に
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③ 家庭・学校・地域等の連携による教育力の向上                        

・ 学習成果を地域に還元する仕組みを構築することで、地域の「絆」を再構築し、家庭・

学校・地域等の連携強化に取り組み、社会教育力の向上に努めます。 

 

④ 読書活動の推進                               

・ 各市立図書館、地区公民館、学校等の連携や移動図書館車の運行により、きめ細やか

な図書館サービスを展開し、読書活動を促進します。 

 
 
                 

指標名 現状 目標 指標の説明 

尚徳大学、鳥取市民大学の

延べ参加者数 

７,５２９人 

（Ｈ26 年度） 

９,０００人 

（Ｈ32 年度）

毎年度、前年比３％の増加をめざ

す。 

市民１人あたりの年間図

書貸出冊数 

4.62 冊/年 

（Ｈ26 年度） 

5.1 冊/年 

（Ｈ32 年度）

１年間の人口に対する総図書の

貸出数の割合。 
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1鳥取市若者定住戦略方針：次代の鳥取市を担い、鳥取力を高めるために大きな役割を果たす若者の定住を促進するため、喫緊

の課題のみならず長期的な視野に立っためざすべき姿の共通認識を図り、市の取組方針を明らかにしたもの。（平成２２年８

月策定） 

関連する個別計画等：第２次鳥取市生涯学習推進基本方針（仮称）、鳥取市若者定住戦略方

針 23 

（４）評価指標 
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2学校不適応

施策

（１

（３

（２）

少子化によ

で以上に学

全国学力

や上回って

なっていま

不登校児童

行動等を含

特別な支援

いきいきと

っています

本市の重要

体験活動に

小中学校施

暖化の影響

児童・生徒

となってい

次代を見据

さらなる充

「ふるさとを

ます。 

ふるさと愛を

本市のもつ

に対する理

地域の協力

し、達成感

します。 

さまざまな

善悪の判断

                  
応：児童・生徒

２ 教育

）現状と

）施策の

）施策の

よる児童・生

学校・家庭

・学習状況調

ていますが、

ます。 

童・生徒数は

含む学校不適

援を必要とす

と暮らしてい

す。 

要な教育活動

に取り組んで

施設の耐震化

響による猛暑

徒の安全確保

います。 

据えた優秀な

充実が必要と

を思い 志を

を育む教育

つ豊かな自然

理解を深め、

力を得て、子

感を味わわせ

な学びや体験

断など豊かな

                   
徒が学校環境に適

育の充実・

課題 

主な内容

基本的方

生徒数の減

・地域が連携

調査等の結

、主体的に

は小中学校

適応2対策の

する子ども

いくため、

動として児

でいます。

化は着実に

暑対策など、

保のため、

な人材の育

となっていま

をもつ子」

の推進  

然、産業、歴

「ふるさと

子どもに地域

せ、未来に向

験を通して、

な心を育むと

適応できないこと

郷土愛の

容 

方向 
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減少は、地域

携した学校

結果から、本

学習に向か

校とも増加傾

の充実が求め

がその能力

一人ひとり

児童・生徒が

進んでいま

、教室の環

事故や災害

育成・確保の

ます。 

を育て、「

     

歴史、芸術、

を思い 志

域資源を生か

向けてたくま

自分を取り

とともに、人

と、または学校

の醸成 

1

域・家庭の教

運営の取組

本市の児童・

かう授業づく

傾向となって

められていま

力や可能性を

りのニーズに

がふるさと鳥

ますが、施設

環境改善も必

害の発生に備

のため、高等

「夢と希望に

     

文化財等の

志をもつ子」

かした多様な

ましく生き抜

り巻く人々へ

人を大切にす

環境が児童・生

教育力に大き

組が必要とな

生徒の学力

くりと学習意

ています。不

ます。 

を最大限に伸

に応じた教育

鳥取の自然や

設・設備の老

必要となって

備えた対策の

等教育機関に

に満ちた次代

     

の地域資源を

を育てます

な体験・交流

抜く力を育て

への感謝や敬

する人権教育

生徒に合わないこ

きく影響し、

なっています

力は、全国水

意欲の向上が

不登校、その

伸ばし、社会

育の充実が必

や文化に直接

老朽化への対

ています。 

の充実・強化

における教育

代」の実現を

     

を活用し、ふ

す。 

流活動への参

てる社会教育

敬愛、命の大

育の充実を図

こと。 

これま

す。 

水準をや

が必要と

の他問題

会の中で

必要とな

接ふれる

対応や温

化が必要

育機会の

をめざし

     

ふるさと

参画を促

育をめざ

大切さや

図ります。
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・ 「まちづくり協議会3」をはじめ、子どもから大人まで多くの市民が参加、参画でき

る「協働」の取組を促進し、地域のリーダーとなる人材を育成します。 

・ 小中学校、地区公民館等における山陰海岸ジオパークを生かした出前講座、学習会等

の支援に取り組みます。 

 

② 社会を生き抜く力を育む特色ある教育の推進                      
・ 鳥取市だからこそできるきめ細やかな教育を推進し、将来に対する夢や希望をもつ次

代を担う人材の育成に取り組みます。 

・ ＩＣＴの活用、グローバル化に対応した英語教育、アクティブ・ラーニング4等を取

り入れた授業改革を通して、教師の指導力向上、キャリア教育の充実を図り、子ども

一人ひとりの主体的な学びの実現をめざします。 

・ 子どもたちが自己の能力と可能性を最大限に高め、さまざまな人々と協調・協働しな

がら自己実現を図り、社会の一員としての役割と責任を果たすために必要な力を育み

ます。 

・ 結婚や家族をもつことの素晴らしさを学校で教育し、妊娠・出産・子育てに対する正

しい理解が得られる教育の実践を図ります。 

・ 健康と命の大切さについて学び、自らの健康を保持・増進するための教育を推進しま

す。 

・ 公立鳥取環境大学に対する施設整備等を進め、教育環境の充実を図ります。また、公

立鳥取環境大学や鳥取大学など、市内高等教育機関の特色を生かした教育や地域連携

活動等を支援・活用することにより地域人材の育成を図るとともに、産業界と連携し

て雇用創出を進め、市内への就職を促進します。 

・ 鳥取市医療看護専門学校生など、地域医療を支える医療従事者の育成・確保を進めま

す。また、看護学生を対象とした支援制度を創設します。 

 

③ 学校・家庭・地域の連携による教育支援                       

・ 学級や学校の自治力を高めるとともに、各中学校区の特色を生かした一貫教育5を推

進し、地域に開かれた教育の実現をめざします。 

・ 幼児期から学齢期の切れ目ない指導・支援の充実を図り、放課後児童対策等さまざま

な機会を通して、子どもの健全な育成を図る地域との連携・協働体制の確立をめざし

ます。 

・ 特別な支援を必要とする子どもがその能力や可能性を最大限に伸ばし、社会の中でい

きいきと暮らしていくため、一人ひとりのニーズに応じた教育の充実をめざします。 

・ 不登校など学校不適応児童・生徒の減少に向けた取組を充実します。 

 

④ 信頼される教育環境の充実                                

・ 老朽化した学校施設・設備の機能改善を図りつつ、快適な学習環境を確保するため、

教育環境の充実を図ります。 

・ 学校と地域が一体となって校区のあり方を検討することで、地域の実情に応じた活力

ある学校づくりをめざします。 

・ 教職員の多忙化を解消し教育の質の向上をめざすとともに、学校運営システムを充実

させ、学校事務の効率化と学校間の事務の共同化を図ります。 

・ さまざまな災害や事故等の発生に備え、児童・生徒の安全を確保する施策の充実に取

り組みます。 

 

⑤ 安全な学校給食の推進                              

・ 食物アレルギー対策の実施など、安全な学校給食の供給を図ります。 

                                                  
3まちづくり協議会：平成 20 年度の「協働のまちづくり元年」を契機として発足し、地域固有のまちづくりに主体的に取り組

んでいる地区公民館を単位とするコミュニティ組織（61 の全地区に設置されている）。  
4アクティブ・ラーニング：一方向的な講義形式の教育とは異なり、グループ・ディスカッション、グループ・ワークなど児

童・生徒が能動的に学ぶための教授・学習法。 
5一貫教育：小中学校が共通の目標に向けて、９年間を見通した連続（とぎれない）・一貫（ぶれない）指導を行うことで、教

育効果を高める取組。 

1

1
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指標名 現状 目標 指標の説明 

「魅力ある学校づく

り」を肯定的に思う

児童・生徒の割合 

・小学校 5～６年：90％

・中学校 1～3 年：85％

（Ｈ26 年度） 

・小学校 5～6 年：95％ 

・中学校 1～3 年：90％ 

（Ｈ32 年度） 

全市共通の４項目

アンケート調査の

肯定的な評価を回

答した児童・生徒

の割合。 

不登校児童・生徒の

出現率 

・小学校：0.54％ 

・中学校：3.73％ 

（Ｈ26 年度） 

・小学校：0.3％ 

・中学校：2.0％ 

（Ｈ32 年度） 

３０日以上欠席し

た児童・生徒の割

合。 

放課後児童クラブ数 

・受入人数 

・クラブ数：47 クラブ

・受入人数：1,947 人 

（Ｈ26 年度） 

・クラブ数：59 クラブ 

・受入人数：3,303 人 

（Ｈ32 年度） 

市内放課後児童ク

ラブとその受入人

数。増加する入級

希望者の受入を図

る。 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関連する個別計画等：鳥取市教育振興計画、鳥取市若者定住戦略方針 

（４）評価指標 
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6市民体育祭

参加でき
7スポーツ

ながら健

施策

（１

（３

（２

子どもの体

い子どもの

とが重要に

体力の向上

の増加等か

ションへの

本市独自の

いて市民が

 

市民の主体

生涯にわた

 

「2020 年

運が高まっ

られていま

誰もがいつで

え、スポーツ

るまちづくり

スポーツ運動

幼児への運

充実を図り

鳥取市体育

の関心を高

市民体育祭

催を推進し

スポーツや

地域活力の創

各地域の体

育成し、市

                  
祭：「市民の体

きる小学校区対抗

レクリエーショ

健康づくりと交流

３ スポ

）現状と

）施策の

）施策の

体力の低下が

の二極化傾向

なっていま

上、ストレス

から、誰もが

の関心が高ま

の「市民体育

が主体となっ

体的な活動を

りスポーツ

年東京オリン

ており、交

す。 

でもスポーツ

ツやレクリエ

りを進めます

動の推進  

運動やスポー

ります。 

育協会を中心

高め、健全育

祭やスポーツ

します。 

やレクリエー

創出に向け

体育会やスポ

市民のスポー

                   
体育の向上と体力

抗形式の大会。 

ン祭：子どもか

流を深めること

ポーツ・レ

課題 

主な内容

基本的方

が顕著である

向が見られる

ます。 

ス発散など市

がいつでもど

まっています

祭6」や、各

た活動が展

を支援し、子

ツやレクリエ

ンピック・パ

交流人口の拡

ツを楽しむ

エーション

す。 

    

ーツを行う機

心とした各種

育成や競技人

ツレクリエー

ーション活動

たスポーツ

ポーツ推進委

ーツ活動を支

力の増進、健康で

から高齢者まで生

を目的に、平成

レクリエー

容 

方向 
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ることや積極

ることから、

市民の健康づ

どこでも気軽

す。 

各小学校区単

展開されてい

子どもから高

エーションに

パラリンピッ

拡大などスポ

機会やレク

活動を通じ

     

機会の提供

種スポーツ団

人口の増加を

ーション祭7

動を行う環境

ツ振興   

委員など、

支える体制を

で明るい生活づ

生涯を通じて市

成２年度から開催

ーションの

極的にスポ

幼児期から

づくりに対す

軽に参加でき

単位で運動会

います。 

高齢者まで、

に参加できる

ック」の開催

ポーツを通し

クリエーショ

じて、健康で

     

供や、児童期

団体との連携

を図ります。
7など、市民

境の充実を図

     

地域スポー

を強化しま

づくり」を目的に

民が気軽にニュ

催してきたスポー

の振興 

ポーツをする

ら運動やスポ

するニーズの

きる生涯スポ

会が実施され

、世代や興

る環境づくり

催に向けて、

した地方の活

ョン活動を実

で豊かな人生

     

期以降の学校

携により、青

。 

民が気軽に参

図ります。 

     

ーツを支える

す。 

に、昭和 33 年か

ュースポーツやレ

ーツイベント。

る子どもとそ

ポーツ活動を

の高まりや自

ポーツやレク

れるなど、地

味、関心に

りが必要です

、スポーツ振

活性化に期待

実践できる環

生を送ること

     

校体育・社会

青少年のスポ

参加できる行

     

る各種団体や

から開催。すべて

レクリエーショ

 

そうでな

を行うこ

自由時間

クリエー

地域にお

に応じて、

す。 

振興の機

待が寄せ

環境を整

とができ

    

会体育の

ポーツへ

行事の開

    

や人材を

ての市民が

ンを楽しみ
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・ 「2020 年東京オリンピック・パラリンピック」に向けたキャンプ地誘致活動、Ｊ

リーグ等のプロスポーツの試合開催、鳥取マラソンの開催、姉妹都市との交流大会

等により、交流人口の拡大、地域スポーツのレベルアップを図ります。 

 
 
 

指標名 現状 目標 指標の説明 

市民体育祭 
２３,７１３人

（Ｈ2７年度）

２5,000 人 

（Ｈ32 年度）
市民体育祭の延べ参加者総数。 

スポーツレクリエーショ

ン祭 

９２６人 

（Ｈ2７年度）

１,２00 人 

（Ｈ32 年度）

スポーツレクリエーション祭の参

加者総数。 

鳥取マラソン大会 
3,394 人 

（Ｈ26 年度）

5,000 人 

（Ｈ32 年度）
鳥取マラソンへのエントリー者数。

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関連する個別計画等：鳥取市スポーツ推進計画（仮称）、鳥取市若者定住戦略方針 

（４）評価指標 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 本

未

充

 

○ 核

不

 

○ 基

 

○ 病

育

れ

 

○ 仕

 

○ 子

応
 
 
 

  結

ま

制
 
 
 
 

① 新

・ 

・ 

・ 

 
 

             
8NPO：N
9すごい！鳥

内で初め
10コリドー

政・文化

施策

（１

（３

まちづ

安心

 —

（２

本市の出生

未婚者の増

充実を図っ

核家族化の

不足、育児

しています

基本的な生

どもが増加

病気や障が

育園・幼稚

れています

仕事等によ

の入級児童

子育ては家

応援してい

結婚・妊娠

また、保健、

制の構築を図

新たな出会い

「すごい！

支援を行い

まちづくり

くりを応援

因但県境自

りを支援し

                  
on-Profit Org

鳥取市婚活サポ

めて行政と地元企

ー21：因幡と但

化・経済等の連絡

１ 結婚

）現状と

）施策の

づくりの目

心して出産

—政策２ 安

）施策の

生数は減少傾

増加を抑制す

ていくこと

の進展、ひと

における孤

す。 

生活習慣が身

する傾向に

がいのある子

園、小学校

す。 

り、保護者

童数が増加し

家庭や親だけ

くことが重

・出産・子育

医療、福祉

図り、すべて

いの場づく

鳥取市婚活

います。 

り協議会や各

援する取組を

自治体会議（

します。 

                   
ganization の略

ポートセンター：

企業が連携し、

但馬の県境に接す

絡調整を行い、

婚・出産・

課題 

主な内容

標１ 

産・子育てが

安心して子ど

基本的方

傾向にあり少

するとともに

とが大切です

とり親家庭や

孤立感や不安

身についてい

にあります。

子ども、発達

校と生活の場

者が放課後に

しています。

けが担うので

重要です。

育てへの切れ

祉、教育が連

ての人が健康

りと結婚支

活サポートセ

各種団体が実

を推進します

（コリドー２

略で、利益の再配

結婚を望む独身

婚活支援を目的

する自治体６市町

各市町の発展と

子育て支

容 

ができ、す

どもを産み

方向 
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少子化が進展

に、安心して

す。 

や共働き世帯

安感等から、

いない子ども

 

達に困難感を

場が変化して

に保育できな

 

ではなく、家

れ目ない支

連携した健

康に暮らせ、

支援    

センター9」

実施する婚活

す。 

２１10）など

配分を行わない組

身男女の出会い

的に平成 26 年 1

町（鳥取市、岩

と県境地域の振興

支援 

すべてのひと

育てられる

1

展しています

て妊娠、出産

帯の増加、親

子育てを取

も、戸外での

を抱える子ど

ても途切れる

ない児童を対

家庭、地域、

援を行いま

康・子育て

子育てしや

     

による出会

活イベントを

ど、近隣自治

組織・団体一般

の創出から成婚

11 月に設立され

美町、八頭町、

興を図ることを目

とが住みや

るまちづくり

す。少子化の

産、子育てが

親同士のコミ

取り巻くさま

の遊びなど運

どもへの発達

ることなく継

対象とした放

企業、NP

す。 

て等の総合支

やすいまちづ

     

会いから結婚

を支援し、結

治体と連携し

般（非営利団体）

婚までのトータル

れた組織。 

若桜町と兵庫県

目的に平成８年

やすいまち 

り 

の一因と考え

ができる支援

ミュニケーシ

まざまな問題

運動経験の少

達支援は、家

継続すること

放課後児童ク

PO8など社会

支援拠点の整

づくりを進め

     

婚まで切れ目

結婚へのきっ

した出会いの

のこと。 

ルサポートを行う

県新温泉町・香美

年 5 月に設立した

えられる

援体制の

ションの

題が発生

少ない子

家庭、保

とが望ま

クラブへ

会全体で

整備や体

めます。 

    

目のない

っかけづ

の場づく

うため、県

美町）が行

た組織。 
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② 妊娠・出産・子育ての包括的支援の充実                        

・ 妊産婦等の支援ニーズに応じ、母子保健相談や産前・産後サポート、産後ケアなど、

妊娠から出産・子育て期まで切れ目のない包括的な支援を充実します。 

・ 乳児一時預かり、母子ショートステイ11など妊娠、出産の支援を充実します。 

・ 乳幼児健診の実施や保健師等による家庭訪問など、子育て相談体制を充実します。 

・ 子どもを望みながらも妊娠が困難な方や不育症12のため、子どもをもつことが困難な

方に対し、検査費や治療費の支援を行います。 

・ 産後デイサービス13の開設に取り組みます。 

 

③ 待機児童ゼロの継続と子育てサービスの充実                   

・ 一時預かり保育、休日保育、病児・病後児保育、延長保育など特別保育の充実や放課

後児童対策を推進します。 

・ 小児特別医療費助成制度により子どもの医療費の軽減を図ります。 

・ 子育て世帯の保育料の軽減を図ります。 

・ 中核市移行に伴い、本市は保健所を設置します。保健所の業務を通して、地域保健医

療や環境衛生対策に万全を期し、市民の健康の保持・増進と環境衛生の向上に取り組

みます。保健所は、駅南庁舎を活用して整備することとし、これまで保健センター等

が担ってきた疾病予防・健康づくり・子育て支援等の関連業務を集約し、保健、医療、

福祉、教育が連携した「健康・子育て等の総合支援拠点」を整備します。 

・ 保育園等の耐震化や老朽化による改修等を計画的に行うとともに、定員増や地域型保

育事業14所の設置に取り組みます。 

・ 小学生が放課後等を安全に過ごす放課後児童クラブや、多様な体験・活動を行う放課

後子ども教室を併せて実施するなど、児童の安全で安心な居場所を確保する環境づく

りを進めます。 

 

④ 家庭、地域の子育て力の向上                          

・ 家庭で育児をしている保護者が集える場所や保護者同士のネットワーク、相談体制の

充実を図ります。 

・ ひとり親家庭など、特別な支援を必要とする家庭への支援の充実を図ります。 

・ 親子に直接ふれあう機会が多い地域の人々との関わりや、親子で参加できるコミュニ

ティ活動の実施など、地域の中で交流でき、地域ぐるみで子育てできる環境づくりを

推進します。 

 

⑤ 児童虐待防止の取組強化                            

・ 妊娠期からの相談支援体制の充実を図り、児童虐待の予防、早期発見・早期対応に取

り組みます。 

・ 子どもを守る地域ネットワークの充実を図ります。 

 

⑥ 発達障がい等の相談支援・療育体制の充実                         
・ 発達に困難感を抱える子どもに対する発達支援員や心理相談員、相談支援専門員によ

る相談支援を充実します。また、幼児から児童・生徒まで継続した相談支援を行いま

す。 

・ 発達支援が必要とされる子どもに対する療育の充実を図ります。 

・ 小中学校で、発達障がい等のある児童・生徒が、適切に教育を受けられるよう相談支

援に取り組みます。 

 

                                                  
11母子ショートステイ：出産後のホルモンの変化や育児に関する不安など、心や体が不安定になりやすい時期に一定期間、産婦

人科医療機関に母子が一緒に宿泊し、安心して過ごしながら母乳や育児の方法について、助産師等の専門職による具体的な助

言・指導を受け、家庭での子育てが不安なく行えるよう支援するサービス。 
12不育症：妊娠はするが流産、死産や新生児死亡等を繰り返し、結果的に子どもをもてないこと。 
13産後デイサービス：出産後の母子を対象に、心身のケアや育児のサポートなど専門職による相談支援等を行うサービス。 
14地域型保育事業：施設（原則２０人以上）より少人数の単位で０歳児から２歳児までの子どもを預かる事業。子ども・子育て

支援新制度において新たに市町村の認可事業とされたもので、小規模保育、事業所内保育、家庭的保育、居宅訪問型保育の４

つのタイプがある。 

1

1 3
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・ 保健、医療、福祉、教育の連携による切れ目のない新たな発達支援体制を構築します。 

 

⑦ 仕事と生活の調和の推進                             

・ 結婚・出産・子育て等により一度休職（離職）し、職場復帰（再就職）を希望してい

る求職者を支援し、地域の企業で働く機会を提供します。 

・ 市内企業など関係機関と連携し、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス15）

に配慮した働きやすい環境づくりを推進します。 
 
 
 

指標名 現状 目標 指標の説明 

「子育てを楽しい」と思う

市民の割合 

父親 87.3% 

母親 84.8％ 

（Ｈ26 年度）

父親 90% 

母親 88％ 

（Ｈ31 年度）

市民アンケート調査で中程度の評

価より高い回答をした市民の割合。

待機児童の数 
0 人 

（Ｈ26 年度）

0 人 

（Ｈ32 年度）

保育園に入園できない状態にある

児童の数。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
15ワーク・ライフ・バランス：「仕事と生活の調和」と訳され、一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責

任を果たすとともに、家庭や地域生活等においても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・

実現できること。 

関連する個別計画等：鳥取市子ども・子育て支援事業計画、鳥取市民元気プラン、鳥取市 

保健所設置基本構想、第３次鳥取市経済再生・雇用創造戦略、鳥取 

市若者定住戦略方針 

（４）評価指標 

1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 心

な

 

○ が

で

 

○ 市

 

○ 今

症

へ

 

 

 

   健

整

す

 

 
 
 

① 健

・ 

・ 

・ 

 

② 疾

・ 

・ 

・ 

・ 

 

 

 

             
16COPD：
17特定保健

多く期待

施策

（１

（３

まちづ

安心

 —

（２）

心と身体の

な生活を送

がんや糖尿

です。その

するととも

市民が身近

り、健康へ

今後も、市

症と重症化

への個別支

健康寿命の延

整え、自らが

す。 

健康づくりの

がんや糖尿

進します。

特定保健指

の生活習慣

生涯にわた

めに、あら

疾病予防の推

生活習慣病

各種予防接

がんや糖尿

感染病対策

                  
：慢性閉塞性肺疾

健指導：特定健康

待できる人に対し

１ 健康

）現状と

）施策の

づくりの目

心して出産

—政策３ 住

）施策の

の健康は、豊

送ることがで

尿病・COPD

ためには、

に、健診を

近な地域で、

への関心を高

民の主体的

予防を目的

支援体制の充

延伸に向けて

が健康を守

の推進   

尿病など生活

 

指導17や生活

慣を見直し、

たって健全な

らゆる世代に

推進    

病の発症と重

接種を実施し

尿病・COP

策を推進しま

                   
疾患と呼ばれ、

康診査の結果か

して、生活習慣

康づくり、

課題 

主な内容

標１ 

産・子育てが

住み慣れた地

基本的方

豊かな人生を

できる「健康

D16など生活

市民一人ひ

を受診すると

気軽に健康

高め、疾病予

的な健康維持

的とした、脳

充実が必要で

て、市民が

り、いつま

    

活習慣病予

活習慣病ハイ

自らの健康

な食生活を実

において食育

    

重症化予防の

し、病気を予

D など生活

ます。 

細い気管支に始

ら、生活習慣病

を見直す支援を

疾病予防

容 

ができ、す

地域でいき

方向 

- 40 - 

を支える基本

康寿命の延伸

活習慣病対策

ひとりが健康

という行動に

康づくりに参

予防等の保健

持・増進の取

脳血管疾患・

です。 

が健康づくり

でもいきい

     

防対策（運

イリスク者へ

康づくりを考

実践し、健

育を推進しま

     

のため、継

予防する対策

活習慣病予防

始まる炎症が原因

病の発症の危険が

を行うもの。 

防の推進

すべてのひと

いきと暮ら

本であり、健

伸」が求めら

策には、予防

康づくりや生

につなげる取

参加できる仕

健事業を推進

取組を支援す

・心臓病・腎

りや疾病予防

いきと元気に

     

運動、食習慣

への保健指導

考える場を

健全な心身と

ます。 

     

継続した保健

策を推進し

防に関する正

因といわれ、肺気

が高く、生活習慣

とが住みや

らせるまちづ

健康で生きが

られています

防と早期発見

生活習慣病予

取組が必要で

仕組みづくり

進する必要が

するとともに

腎臓病等の発

防に自発的に

に暮らせるま

     

慣、歯の健康

導など、健診

提供します

と豊かな人間

     

健指導を推進

ます。 

正しい知識を

気腫や慢性気管

慣の改善による

やすいまち 

づくり 

がいをもった

す。 

見・早期治療

予防の必要性

です。 

りを進めるこ

があります。

に、生活習慣

発症リスクが

に取り組める

まちづくりを

     

康、禁煙対策

診結果をもと

す。 

間性を育んで

     

進します。 

を普及啓発し

管支炎等をいう。

生活習慣病の予

た心豊か

療が重要

性を認識

ことによ

。 

慣病の発

がある人

る環境を

を進めま

     

策）を推

とに自分

でいくた

    

します。 

 
予防効果が

  



- 41 - 
 

③ 特定健康診査18、がん検診の推進                          

・ 特定健康診査、がん検診等の未受診者対策を推進するなど、受診者の増加に努め、

疾病の早期発見を図ります。 

・ 特定健診、がん検診、特定保健指導等について、無料クーポン券の配布や休日健診

など、市民が健診・指導を受けやすい体制を整備します。 

・ がん検診の精密検査受診率を向上させ、がんの早期発見を推進します。 

 

④ 心の健康づくりの推進                              

・ 家庭や学校、地域、職域における心の健康づくりを支援します。 

・ うつ病など心の病気に対する対策を推進し、自死予防を推進します。 

・ 地域の人々がお互いに心をかよわせ助け合う、ふれあいのある地域づくりを推進し

ます。 

 

⑤ 健康・子育て等の総合支援の拠点整備                      

・ 中核市移行に伴い、本市は保健所を設置します。保健所の業務を通して、地域保健

医療や環境衛生対策に万全を期し、市民の健康の保持・増進と環境衛生の向上に取

り組みます。保健所は、駅南庁舎を活用して整備することとし、これまで保健セン

ター等が担ってきた疾病予防・健康づくり・子育て支援等の関連業務を集約し、保

健、医療、福祉、教育が連携した「健康・子育て等の総合支援拠点」を整備します。

（再掲） 

 

 
 

指標名 現状 目標 指標の説明 

胃・肺・大腸がん検診  
37.8％ 

（Ｈ26 年度） 

５０％ 

（Ｈ3２年度）

各検診等の受診率（国の基準：69

歳以下受診率。子宮・乳がん検診

は２年に１回の受診率）。 

特定保健指導は利用率。 

現状は平成２６年度の推計値。

（「がん検診の精密検査」は平成

２５年度実績値） 

子宮・乳がん検診 
49.7％ 

（Ｈ26 年度） 

５０％ 

（Ｈ3２年度）

特定健康診査（国保） 
29.8％ 

（Ｈ26 年度） 

6０％ 

（Ｈ3２年度）

特定保健指導（国保） 
41.9％ 

（Ｈ26 年度） 

6０％ 

（Ｈ3２年度）

がん検診の精密検査 
８9.1％ 

（Ｈ2５年度） 

９２％ 

（Ｈ3２年度）

「疾病予防対策・医療サー

ビス」に対する市民満足度 

57.7％ 

（Ｈ26 年度） 

70％ 

（Ｈ31 年度）

市民アンケート調査で中程度の

評価より高い回答をした市民の

割合。 

生活習慣病ハイリスク者

への保健指導率 

96％ 

（H26 年度） 

100％ 

（H32 年度）

特定健康診査の結果がハイリス

ク値であった方への保健指導の

実施率。 

 

 

 

 

                                                  
18特定健康診査：平成 20 年 4 月より始まった 40 歳から 70 歳までの公的医療保険加入者全員を対象とした健診制度。 

関連する個別計画等：とっとり市民元気プラン、鳥取市食育推進計画・食育事業実施計画、

鳥取市保健所設置基本構想 

（４）評価指標 

1 3



 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 単

心

療

 

○ 市

 

○ 地

市
 
 
 
 
   医

や
暮
て

 
 
 
 

① 在

・ 

・ 

・ 
 

② 認

・ 

・ 

・ 

 
③ 生

・ 

 

             
19認知症カ

いの場。
20地域・福

の人の動

育成支援
21となり組

握・福祉

施策

（１

（３

（２）

単身世帯や

心して自立

療、介護、

システム」

市民一人ひ

医療、福祉

る必要があ

地域での医

関同士の相

市民自らの

医療・介護
や医療・介護
暮らす人々が
て暮らし続け

在宅医療と介

介護を必要

実を図りま

医療機関と

かな介護サ

鳥取県東部

認知症施策の

認知症に関

認知症の方

知症カフェ

認知症の人

期診断・早

生活支援・介

地域・福祉

                  
カフェ：認知症の

 

福祉活動コーディ

動きを地図に図示

援等にボランティ

組福祉員：となり

祉施策の普及啓発

２ 地域

）現状と

）施策の

）施策の

や介護・支援

立した生活を

介護予防、

を各地域の

ひとりの命と

祉機関が個別

あります。 

医師不足は日

互連携と、

の力で地域医

・住まい・生
護関係者が連
が互いに支え
けることので

介護の連携

要とする状態

ます。 

と介護サービ

サービスと医

部１市４町で

の推進   

関する知識の

方やその家族

ェ19の設置を

人やその家族

早期対応に向

介護予防サ

祉活動コーデ

                   
の方やその家族、

ィネーター：各地

示し、課題の発見

ィアであたる人

り近所に目を配

発等を行う者。

域包括ケア

課題 

主な内容

3

基本的方

援を必要とす

を送るために

住まい、日

の実情に応じ

と暮らしを支

別にもつ情報

日本全体の大

かかりつけ

医療を守る必

生活支援サ
連携し、そ
え合える体
できるまちづ

の推進  

態になって

ビス事業者等

医療サービス

で、在宅医療

    

の普及啓発を

族、地域住民

を支援します

族に早期に

向けた支援体

ービスの基

ディネーター

介護・医療の専

地区公民館等に

見、解決方法を

。 

りながら地域の

町内の小グルー

アの推進

容 

3 

方向 
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する高齢者が

には、地域全

日常生活の支

じて構築して

支えるために

報を共有する

大きな課題と

けの診療所の

必要がありま

サービス等の
れぞれの役
制づくりを
づくりを進

     

も在宅で生

等との相互

スの提供がで

療・介護連携

     

を推進します

民、専門職

す。 

関わる「認

体制を構築

基盤整備の推

ー20、となり

専門家、地域住

に拠点を置き、地

を探したりするた

の福祉問題を早期

ープ（班単位）に

3

が増加してい

全体で高齢者

支援が包括的

ていく必要が

には、市民の

るなど、効果

となっていま

の利用や適切

ます。 

の「地域包括
役割を果たし
を進め、住み

めます。 

     

生活ができる

互の情報共有

できるよう

携に関する

     

す。 

職など、誰も

認知症初期集

します。 

推進    

組福祉員21

住民が集い、お茶

地域住民の相談窓

ためのもの）や介

期に発見し解決に

に１人選出される

3

います。住み

者や障がいの

的に確保され

があります。

の主体的な取

果的な連携・

ます。医師の

切な救急医療

括ケア」を提
していきます
み慣れた地域

     

るよう、在宅

有の仕組みを

取組を進め

取組を連携

     

もが気軽に集

集中支援チー

     

等との連携

茶を楽しみながら

窓口、支え合いマ

介護予防のため各

につなげるほか

る。 

み慣れた地域

のある人を支

れる「地域包

 

取組とともに

・協力体制を

の確保対策や

療へのかかり

提供するため
す。併せて、
域で最後まで

     

宅福祉サービ

を検討し、き

めます。 

携し進めます

     

集うことがで

ーム」を配置

     

携強化を推進

ら交流や情報交

マップの作成（

各地域で行われ

か、地域の福祉ニ

域で、安

支え、医

包括ケア

に、保健、

を充実す

や医療機

り方など、

め、行政
地域に

で安心し

    

ビスの充

きめ細や

す。 

    

できる認

置し、早

    

進します。 

交換を行う集

（地域で日常

れるサロンの

ニーズの把
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・ 高齢者が地域の中で社会的な役割をもつことにより、生きがいづくりや介護予防に

つなげる取組を進めます。 

・ 高齢者のバス利用料負担の軽減、福祉有償運送22の安定的な供給等により、高齢者の

閉じこもり予防と積極的な社会参加などを促進します。 

 

④ 高齢者の生活を支える住まいとサービスの確保                   

・ 高齢者の自宅での生活継続を支援する介護・医療・生活支援サービスなどの基盤整

備を推進します。 

・ 高齢者が自宅での生活継続が困難となった場合に、必要に応じて住み替えが可能と

なるよう、おおむね日常生活圏域ごとに、介護・医療と連携し高齢者の生活を支援

するサービス付き高齢者向け住宅23、有料老人ホーム、認知症高齢者グループホーム
24等の施設・居住系サービスを整備します。 

 

⑤ 地域医療体制の充実                               

・ 地域がん診療連携拠点病院25を中心とした、がん対策やがん治療体制の充実に努めま

す。 

・ 手術や入院治療を中心とする医療機関（二次医療）とかかりつけの診療所や開業医

（一次医療）との連携（病診連携）や二次医療機関同士の連携（病病連携）を強化

し、地域内の各医療機関がその機能を最大限に発揮しつつ、相互の連携により地域

全体で継続的かつ効果的、効率的な医療を提供できる体制を推進します。 

・ 佐治町国民健康保険診療所への県からの医師派遣の継続など、地域の身近な医療機

関の安定運営に努めます。 

・ 公立病院として医療体制の充実を図るため、鳥取市立病院の医師確保に努めます。 
 
 
 

指標名 現状 目標 指標の説明 

地域包括ケアシステムの

構築 
─ 

地域包括ケアシステムの

構築による切れ目ない支

援を推進します。 

（Ｈ32 年度） 

左記のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
22福祉有償運送：ＮＰＯ法人等が道路運送法上の登録を行い、要介護者や高齢者、身体障がい者など、一人では一般の公共交通

機関の利用が困難な人を、自家用自動車（主に福祉車両）を使用して個別に輸送するサービス。 
23サービス付き高齢者向け住宅：高齢者の安心を支えるサービスを提供するバリアフリー構造の住宅。ケアの専門家が常駐し、

高齢者の安否確認や生活相談サービス等を提供する。 
24認知症高齢者グループホーム：認知症の高齢者が定員９人以下の少人数で共同生活をしながら、家庭的な環境と地域との交流

の中で、入浴・排泄・食事の介護など日常生活上の世話と機能訓練等のサービスを受ける介護保険の指定施設。原則として、

施設所在地の市町村に住んでいる要支援２以上の認知症の高齢者が利用対象となる。 
25地域がん診療連携拠点病院：全国どこにいても質の高いがん医療を受けることができるよう、がん医療の均てん化をめざし整

備された病院のことで、各地域の医療機関の中からがん診療の基準を満たしている病院を県が推薦し、国が認可する形で指

定するもの。 

（４）評価指標 

3

3 

関連する個別計画等：第６期鳥取市介護保険事業計画・高齢者福祉計画、第 3 次鳥取市経

済再生・雇用創造戦略 
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施策

（１

（３

関連す

（４

（２

老年人口の

る人が住み

障がいのあ

りの心身の

障がいのある

ことができる

地域における

地域におけ

談支援機能

指定相談支

談員、民生

障がい児支援

地域療育の

助、障害福

地域におい

医療・福祉

壮年期等の

経済的自立へ

障がいのあ

働く意欲の

県やハロー

障がいのあ

する障害者

業面と生活

指

相談支援体制

３ 障が

）現状と

）施策の

する個別計画

）評価指

）施策の

の増加に伴い

み慣れた地域

ある人やその

の状態や生活

る人が、個々

るよう、相談

る相談支援体

ける相談支援

能の強化を図

支援事業所等

生・児童委員

援の充実  

の拠点とな

福祉サービス

いて、障が

祉・教育・就

のライフステ

への支援  

ある人が地域

のある方が、

ーワークなど

ある人が継続

者就業・生活

活面での支援

指標名 

制の充実 

がいのある

課題 

主な内容

画等：鳥取市

標 

基本的方

い、障がいの

域で自立して

の家族が自立

活実態を踏ま

々の能力や

談支援体制の

体制の充実

援の中核的

図ります。

等の関係機

員等と連携

    

る施設にお

スの情報提供

い児とその

就労支援等

テージに応

    

域で安定し

、その適性

ど雇用関係機

続的に職場

活支援セン

援や相談体制

現

10 ヶ所

（Ｈ26

る人の自立

容 

市障がい者計

方向 
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のある人やそ

て生活してい

立した生活を

まえた適切な

個性に応じ

の強化や障

実     

的な役割を担

機関や地域で

を図り、支

     

おいて、障が

供を行うな

の家族を支え

等の関係機関

じた支援に

     

した生活を送

性に応じて能

機関と連携

場定着するた

ンターや労働

制の充実を

現状 

所 19 人 

6 年度） 

立支援 

計画、第４期

その家族の高

いくための支

を送るために

な生活支援を

じ、生きがい

がい福祉サ

     

担う「基幹相

で活動する身

支援の充実に

     

がい児に対す

など、療育支

えていく体制

関が連携し、

に努めます。

     

送るためには

能力を十分に

携した就労支

ために、事業

働、福祉、教

を図ります。

目標

12 ヶ所 21

（Ｈ32 年度

期鳥取市障

高齢化も進む

支援の充実が

には、障がい

を行ってい

いをもって自

サービスの充

     

相談支援事業

身体障がい者

に努めます。

     

する在宅療育

支援体制の充

制を整備する

乳幼児期、

 

     

は、就労の機

に発揮するこ

支援を進めま

業主の理解の

教育等の関係

 

人 

度） 

相談支

員数。

がい福祉計

むため、障が

が必要です。

いのある人一

く必要があ

自立した生活

充実を図りま

     

業所」を設置

者・知的障が

 

     

育に関する相

充実に努めま

るとともに、

学齢期、青

     

機会が重要で

ことができる

ます。 

のもと、就労

係機関と連携

指標の説明

支援事業所数

。 

計画 

がいのあ

。 

一人ひと

あります。 

活を送る

ます。 

    

置し、相

がい者相

    
相談や援

ます。 

保健・

青年期、

    

であり、

るよう、

労を支援

携し、就

 

数と相談
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③ 介

・ 

・ 

             
26ジェネリ

た医薬品

施策

（１

（３

（２）

景気の低迷

い、各世帯

全国的な国

保の財政責

ます。 

要介護や要

まれ、保険

率化・重点

国民健康保険

実施に努め、

し、市民生活

生活保護制度

民生児童委

体制を整え

健康相談、

向けた支援

生活保護受

ジェネリッ

国民健康保険

生活習慣病

療費の適正

各種健診事

国の国保料

化に努めま

国保の財政

を進めます

介護保険事業

介護給付適

検」、「住宅

の主要 5 事

県と連携し

向上と保険

                  
リック医薬品：成

品製造会社がその

４ 安心

）現状と

）施策の

）施策の

迷による生活

の実情に応

保財政の悪

責任主体の都

要支援認定者

険料や財政負

点化を行うこ

険事業及び介

、誰もが健康

活を守ります

度の適正運

委員や医療福

え、真に生活

就労相談な

援を行います

受給者の実態

ック医薬品2

険事業の健全

病の重症化予

正化に努め、

事業など保健

料軽減制度の

ます。 

政責任主体の

す。 

業の健全な運

適正化事業の

宅改修などの

事業を中心に

した介護サー

険給付の適正

                   
成分そのものやそ

の特許の内容を

心できる社

課題 

主な内容

基本的方

活困窮者の急

応じた自立支

悪化を背景に

都道府県化な

者の増加に伴

負担の増大が

ことで、制度

介護保険事

康で安心し

す。 

営と自立支

福祉機関な

活保護を必

など適切で

す。 

態に応じた適
26の利用促進

全な運営

予防対策の

、被保険者の

健事業の充実

の適用、国

の都道府県へ

運営   

のうち、国が

の点検」、「

に、保険給

ービス事業

正化を図りま

その製造方法を

利用して製造し

社会保障制

容 

方向 

- 45 - 

急増により、

支援強化策を

に、医療保険

など、持続可

伴い、介護保

が課題となっ

度の持続可能

事業の健全運

して生活を営

支援の推進

ど関係機関

要とする市

きめ細やか

適切な就労

進等による医

     

実施、ジェ

の負担軽減

実により、

保料収納率

への移行（

     

が推奨する

医療情報と

付の適正化

者に対する

ます。 

を対象とする特許

した同じ主成分を

制度の運営

生活保護申

を引き続き講

険制度改革に

可能な医療保

保険給付が今

っています。

能性を高める

運営と生活保

営むことがで

     

関との連携を

市民の把握に

かな実施体制

支援を通し

医療扶助費

     

ネリック医

を図ります

被保険者の

率の向上対策

平成 30 年

     

る「要介護認

との突合・縦

化に取り組み

る指導監督の

許権が消滅した先

を含んだ医薬品。

営 

申請者数、受

講じることが

による国の財

保険制度の構

今後さらに増

その中で、

る改革を進め

保護制度の適

できるセーフ

     

をさらに深め

に努めるとと

制により、安

して、経済的

の適正化を

     

医薬品の利用

。 

健康増進を

策等により、

年度）に向け

     

認定の適正化

縦覧点検」、

みます。 

の強化により

先発医薬品につい

。 

受給者数の増

が求められて

財政負担の拡

構築が進めら

増大すること

国は保険給

めています。

適正かつきめ

フティネッ

     

め、生活保護

ともに、生活

安定した自立

的自立を支援

を図ります。

     

用促進等によ

を図ります。

保険料負担

け、円滑な事

     

化」、「ケアプ

「介護給付費

り、サービス

いて、特許権者

増加に伴

ています。

拡充、国

られてい

とが見込

給付の効

。 

め細かい

トを確立

    

護行政の

活相談や

立生活に

援します。 

 

    

より、医

 

担の公平

事務移管

    

プラン点

費通知」

スの質の

者ではなかっ
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・ 高齢者の介護予防事業を強化し、健康寿命の延伸と保険給付の増大抑制に努めます。 

・ 国の公費による低所得者の保険料負担の軽減制度の適用、介護保険料収納率の向上

対策等により、保険料負担の公平化に努めます。 

 

 
 

指標名 現状 目標 指標の説明 

医療扶助費における調剤

のうちジェネリック〈後発

薬品）におきかえ可能な薬

の数量の割合 

65.1％ 

（Ｈ26 年度） 

75.0％ 

（Ｈ32 年度）

本市の現状からみて中期目標と

して達成すべきと考える水準。

鳥取市国民健康保険にお

ける調剤に占めるジェネ

リック医薬品〈数量ベー

ス）の割合 

57.26％ 

（Ｈ26 年度） 

70.0％ 

（H32 年度） 

本市の現状からみて中期目標と

して達成すべきと考える水準。

※ジェネリック医薬品のない先発医薬品分を除く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関連する個別計画等：第６期鳥取市介護保険事業計画・高齢者福祉計画、鳥取市保健事業 

実施計画（データヘルス計画） 

（４）評価指標   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

 

○ 

 

 

 

   市

お

重

 

 
 
 

① 人

・ 

 

② 市

・ 

 

③ 人

・ 

 

④ 人

・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
27ヘイトス
 

施策

（１

（３

まちづ

安心

 —

（２）

本市では、

ました。平

のない明る

と協働しな

進していま

依然として

病気に関わ

書き込みの

しています

市民一人ひと

お互いの異な

重都市の実現

人権意識の啓

「鳥取市人

あらゆる人

市民の人権啓

鳥取市人権

人権福祉セン

人権啓発や

人権教育の推

さまざまな

善悪の判断

（再掲） 

                  
スピーチ：人種や

１ 人権

）現状と

）施策の

づくりの目

心して出産

—政策４ 互

）施策の

平成 23

平成 25 年４

るい人権尊重

ながら、市民

ます。 

て、同和問題

わる人等の人

の発生やヘイ

す。 

とりが、人権

なる考え方や

現をめざしま

啓発と人権施

人権施策基本

人権課題解決

啓発活動の

権教育協議会

ンター事業

や多様で複雑

推進    

な学びや体験

断など豊かな

                   
や民族、宗教な

権意識の醸

課題 

主な内容

標１ 

産・子育てが

互いの人権を

基本的方

年に「鳥取

４月には「鳥

重都市鳥取

民の人権意

題をはじめ

人権問題が

イトスピーチ

権の尊重さ

や生き方を

ます。 

施策の推進

本方針｣に基

決への取組を

支援   

会など各種団

の推進  

雑化する市民

    

験を通して、

な心を育むと

ど特定の属性を

醸成 

容 

ができ、す

を尊重する

方向 
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取市差別のな

鳥取市人権施

市の実現を

識の高揚を

女性、障が

存在してお

チ27、東日本

れる社会を

認め合い、

進     

基づき、市民

を総合的に進

     

団体と協働し

     

民からの相談

     

自分を取り

とともに、人

を有する集団をお

すべてのひと

心豊かな社

ない人権尊重

施策基本方

をめざして、

を図るための

がいのある人

おり、また、

本大震災の避

を築き上げる

人権侵害の

     

民の人権意識

進めます。

     

し、人権啓発

     

談業務等に取

     

り巻く人々へ

人を大切にす

おとしめたり、差

とが住みや

社会づくり

重の社会づく

針｣の第１次

市民、企業

の施策を総合

人、子ども、

インターネ

避難者に対す

る担い手であ

のない心豊か

     

識の高揚と人

     

発活動の促進

     

取り組みます

     

への感謝や敬

する人権教育

差別や暴力行為

やすいまち 

くり条例」を

次改訂を行い

業、市民啓発

合的かつ計画

高齢者、外

ネットによる

する人権侵害

あることを認

かな、明るい

     

人権施策を推

     

進・支援を図

     

す。 

     

敬愛、命の大

育の充実を図

をあおったりす

を施行し

い、差別

発団体等

画的に推

外国人、

る悪質な

害も発生

認識し、

い人権尊

    

推進し、

    

図ります。 

    

    

大切さや

図ります。

する言動。 
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指標名 現状 目標 指標の説明 

「人権が尊重されている」

と思う市民の割合 

36.7％ 

（Ｈ26 年度） 

50％ 

（Ｈ31 年度）

市民アンケート調査で中程度の

評価より高い回答をした市民の

割合。 

企業研修派遣件数 
210 件 

（Ｈ2６年度） 

220 件 

（Ｈ3２年度）

企業等からの講師派遣依頼によ

り、人権教育推進員が実施する

企業内人権研修の派遣件数。 

小地域懇談会参加者数 
8,158 人 

（Ｈ26 年度） 

9,000 人 

（Ｈ3２年度）

各地区同和教育推進協議会等が

開催する地域住民を対象とした

小地域懇談会の参加者数。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関連する個別計画等：鳥取市人権施策基本方針 

（４）評価指標 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 本

参

ち

 

○ 従

職

 

○ 社

参

 

 

 

性

庭

十

 

 
 
 

① 男

・ 

・ 

 

② あ

・ 

・ 

 

③ 生

・ 

・ 

・ 

 
 
 
 
 
 
 
             
28「性と生

つかもた

施策

（１

（３

（２）

本市は、平

参画推進条

にとらわれ

ち合う男女

従来から女

職場や家庭

社会のあら

参画社会形

性別に関わ

庭、地域、

十分に発揮

男女共同参画

鳥取市男女

子どもの頃

市民意識の

あらゆる分野

女性が地域

で活躍する

企業との連

改革を進め

生涯を通じた

「性と生殖

努めます。

緊急時にお

らの防災体

女性に対す

                  
生殖に関する健康

たないか、いつ、

２ 男女

）現状と

）施策の

）施策の

平成１４年に

条例」を制定

れることなく

女共同参画社

女性の就業率

庭、地域では

ゆる活動に

形成の促進に

わりなく、一

職場等あら

揮できる、男

画社会の実現

女共同参画セ

頃から各世代

の向上を図り

野での女性

域で活躍でき

る地域のＮＰ

連携により職

めます。 

た女性の安全

殖に関する健

 

おける男女の

体制の整備に

するあらゆる

                   
康と権利」の考え

、何人もつかを

女共同参画

課題 

主な内容

基本的方

に「男女共同

定し、家庭、

、対等な立

社会の形成に

率が高く、さ

は男女の固定

において、性

に積極的に取

一人ひとりが

らゆる分野に

男女共同参画

現に向けた

センター「輝

代にわたり、

ります。 

の活躍促進

きるよう女性

ＰＯ団体を支

職業生活と家

全・安心の

健康と権利」

のニーズの違

に努めます。

る暴力を根絶

え方：人々が安全

決める自由をも

画社会の形

容 

方向 
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同参画都市宣

地域、職場

立場に立って

に取り組んで

まざまな分

定的な性別役

性別にとらわ

取り組むこと

が個人として

に参画する機

画社会の形成

た意識改革

輝なんせ鳥取

男女共同参

進     

性リーダーを

支援します。

家庭生活の両

の確保   

の考え方2

違いなど、男

 

絶するため、

全で満ち足りた

もつこと。 

形成 

宣言」を行う

場等における

て、女性と男

でいます。

分野への女性

役割分担意識

われず、個性

とが必要です

て尊重され、

機会があり、

成をめざしま

    

取」を拠点

参画意識の啓

     

を育成すると

 

両立を支援す

     
8について、

男女共同参画

啓発活動を

た性生活を営むこ

うとともに、

るあらゆる活

男性がともに

性の参加が進

識が残ってい

性と能力を発

す。 

自らの意志

すべての人

ます。 

     

とした啓発

啓発活動を充

     

とともに、男

するため、男

     

情報提供や

画の視点を取

を充実します

ことができ、生殖

、「鳥取市男

活動において

に喜びと責任

進んでいます

います。 

発揮できる男

志によって学

人々が個性と

     

講座を実施

充実させると

     

男女共同参画

男性を含めた

     

や学習機会の

取り入れた平

す。 

殖能力をもち、

男女共同

て、性別

任を分か

す。一方、

男女共同

学校、家

と能力を

     

施します。 

とともに

     

画の視点

た働き方

     

の充実に

平常時か

子どもをも
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指標名 現状 目標 指標の説明 

「社会全体で男女の地位が

平等になっている」と思う

割合 

18.7％ 

（Ｈ26 年度）

30％以上 

（Ｈ32 年度）

「男女共同参画に関する意識調査」

の結果。 

 

女性の審議会委員登用率 31.3％ 

（Ｈ26 年度）

40％以上 

（Ｈ32 年度）

女性の政策・方針決定過程への参画

状況を見る指標として、審議会委員

への登用率 40％以上をめざす。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関連する個別計画等：第 3 次鳥取市男女共同参画かがやきプラン 

（４）評価指標 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 鳥

れ

○ 世

で

 

○ 地

設

 

○ 仕

 

○ 

強

 

 

 

   地

誘

ま

る

 
 
 
 

① 経

・ 

 

 

 

             
29UJI ター

市に移住
30第 3 次鳥

に進める

施策

（１

（３

まちづ

新し

 —

（２）

鳥取県東部

る中、本市

れるため、

 

世界経済が

を生かしな

です。 

地域産業を

設け、就職

ことが重要

仕事と生活

上げ等によ

「第３次鳥

強力に進め

地元企業・事

誘致や成長産

また、若者の

る雇用環境を

経済再生のた

成長分野を

とにより、

企業立地推

新産業創造

                  
ーン：大都市圏の

住する形態、Ｉタ

鳥取市経済再生

るために取り組む

１ 雇用

）現状と

）施策の

づくりの目

しいにぎわ

—政策１ 地

）施策の

部地域の有効

への企業誘

企業が求め

が環境・エネ

ながら、今後

を支える優秀

職に結びつけ

要です。 

活の調和（ワ

り、雇用環

鳥取市経済再

める産業施策

事業者の育

産業の振興

の雇用の場の

をめざします

ための成長産

を中心とした

成長産業の

プロジ

推進プロジェク

造プロジェク

                   
の居住者が地方に

ターンは出身地

・雇用創造戦略

む経済・産業政

の創造・

課題 

主な内容

標２ 

わいのあるま

地域経済の再

基本的方

効求人倍率は

誘致は着実に

める人材の確

ネルギー等の

後成長が見込

秀な人材の育

けるとともに

ワーク・ライ

環境を改善し

再生・雇用創

策・雇用施策

成・発展に

・支援によ

の確保に重

す。 

産業の創出

た企業誘致、

の創出と産業

ェクト名 

クト 

ト 

に移住する動きの

以外の地方へ移

略：市民、企業、

策をまとめたも

人材の確

容 

まち 

再生と産業

方向 
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は、平成 27

に進んでおり

確保が喫緊の

の成長産業へ

込まれる産業

育成や求人側

に、ＵＪＩタ

イフ・バラン

していくこと

創造戦略30」

策に取り組ん

に取り組むと

り雇用の拡

点的に取り

出     

新技術の開

業の再構築を

の総称。Ｕター

移住する形態をい

経済団体・産業

もの。 

確保 

の底上げ 

年 8 月末時

り、今後、正

の課題です。

へ移行してい

業において、

側と求職側

ターン29の促

ンス）の充実

とが必要です

を策定し、

んでいます。

とともに、地

拡大をめざし

り組むととも

     

開発、新分野

を図ります。

成長産業

新技術の
産業の創

ーンは出身地に戻

いう。 

業支援機関等と連

時点で 1.07

正規雇用の求

 

いることを踏

雇用創造へ

のマッチン

促進も含めた

実や正規雇用

す。 

本市の経済

 

地元産業の発

します。 

もに、労働者

     

野への進出促

。 

内  

業の企業誘致と

の開発、新分
創出 

戻る形態、Ｊター

連携し、本市の経

7 倍と回復傾

求人の増加が

踏まえ、地域

へ向けた取組

ング機会をよ

た若者の定着

用の拡大、賃

済再生・雇用

発展につなが

者がいきいき

     

促進等を支援

容 

と基盤整備 

分野への進出な

ーンは出身地近

経済再生・雇用

傾向にあ

が見込ま

域の特性

組が必要

より多く

着を図る

賃金引き

用創造を

がる企業

きと働け

    

援するこ

など新

近くの地方都

創造を強力
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② 地域資源活用による産業創出                           

・ 農林水産業、観光産業など地域資源の活用を加速させ、産業の活性化を図ります。 
プロジェクト名 内  容 

農林水産業振興プロジェクト ６次産業化など農林水産資源の活用 

ビジットとっとり推進プロジェクト 観光資源の活用による観光客の誘致 

観光関連産業振興プロジェクト 観光関連産業の振興 

地域資源販路拡大推進プロジェクト 新商品の開発とブランド化の推進 

 

③ 地域課題解決による産業創出                          

・ 産業人材の育成、雇用のマッチング、地域の活性化など地域課題を解決し、経済の好

循環化を進めることにより、産業の活性化を図ります。 

プロジェクト名 内  容 

人材育成・マッチング推進プロジェクト 人材育成、雇用のマッチング 

環境対策推進プロジェクト 資源循環による産業の活性化 

地域福祉・健康プロジェクト 福祉増進による産業の活性化 

まちづくり・地域コミュニティ活性化プロジェクト にぎわい創出、課題解決 

 

④ 人材育成・確保の推進                             

・ 進学者等に対して、市内就職情報を配信するサポート制度の構築を図ります。 

・ 移住定住相談員と連携し、県外在住者へ市内企業の情報発信や交流機会を提供すると

ともに、市内学生への市内企業ＰＲを行い、地元就職の促進を図ります。 

・ 県主催の人材育成研修を受講し、本市の無料職業紹介所のあっせんによる市内企業へ

の就職希望者に対し奨励金を支給し、企業が求める人材の確保を図ります。 

・ 伝統産業の技術の伝承を目的に、後継者の受入を行う事業者と研修従事者を支援しま

す。 

・ とっとり若者インターンシップ31等により、就労経験の少ない求職者と事業者の橋渡

しを行い、若者の職場定着を支援します。 

・ 地区公民館をはじめとする市の関係施設等で大学生インターンシップを受け入れ、若

い感性を取り入れた活動を推進し、まちづくりに積極的に参画する人材を育成します。 

・ 高齢者の豊富な経験や資格・技能を生かした鳥取市シルバー人材センターの運営を支

援し、元気シニアの活躍の場づくりを進めます。 

・ 「鳥取みらい雇用創造ぷらん32」に基づき、新たな求人にマッチする求職者向け人材

育成研修等により人材育成を行うとともに、雇用創出実践メニュー（地域資源活用、

植物工場）により雇用拡大を図ります。 

・ 障がいのある人の就業・生活面における一体的な支援を行う障害者就業・生活支援セ

ンターしらはまをはじめ、国・県など関係機関と連携を図りながら、障がいのある人

の就業支援を推進します。 

・ 鳥取県東部１市４町で情報共有など連携を図り、人材確保に取り組みます。 

 

⑤ 仕事と生活の調和の推進                              

・ 結婚・出産・子育て等により一度休職（離職）し、職場復帰（再就職）を希望してい

る求職者を支援し、地域の企業で働く機会を提供します。（再掲） 

・ 市内企業など関係機関と連携し、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）に

配慮した働きやすい環境づくりを推進します。（再掲） 

 

 

                                                  
31インターンシップ：学生等に一定期間、企業等の中で就業体験の機会を提供する制度。 
32鳥取みらい雇用創造ぷらん：ＩＴ関連分野の人材育成や農産物、観光等の地域資源を活用した地場産業の振興等により、雇

用創造をめざす事業構想。 

2 

1
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指標名 現状 目標 指標の説明 

正規雇用の創造数 
1,203 人 

（H26 年度） 

5,000 人以上 

（Ｈ28～Ｈ32 年度） 

5年間での正規雇用目標

数。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関連する個別計画等：第３次鳥取市経済再生・雇用創造戦略、鳥取市若者定住戦略方針 

（４）評価指標 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 近

成

 

○ 鳥

業

が

○ 成

発

○ 鳥

鳥

戦
 
 
 

今

進

連
 
 
 
 

① 企

・ 

・ 

・ 

・ 

 

② 新

・ 

 
 
 

             
33産学金官

設試験研
34鳥取市企

究所また
35鳥取市企

増設若し

施策

（１

（３

（２

近年、鳥取

成長産業を

鳥取自動車

業誘致を積

が必要です

 

成長分野に

発など、地

の再生・活

 

鳥取自動車

鳥取市経済

戦略的な地

今後、成長

を中心に積

進めます。

連携等によ

企業誘致活動

産業構造の

れる分野の

貸工場、貸

を行います

市内に工場

取市企業立

誘致企業と

を推進しま

新たな工業団

「河原イン

対象に企業

                  
官連携：企業（産

研究機関等（官）

企業立地促進補助

たは研修所を新設

企業立地促進資金

しくは移転を行う

２ 工業

）現状と

）施策の

）施策の

自動車道等

を主とする企

車道の全線開

積極的に進め

す。 

における産業

元中小企業

活性化を図る

車道の全線開

済再生・雇用

地域経済の再

が見込まれ

積極的な企業

また、地元

り促進し、

動の推進  

の高度化や雇

の企業誘致を

貸用地、空き

す。 

場の新規立地

立地促進資金

とのビジネス

ます。 

団地の検討 

ンター山手工

業立地の受け

                   
産）が、技術やノ

）と連携して、

助金：企業の立地

設、増設する企

金融資制度：企業

う企業等に対し

業の振興 

課題 

主な内容

基本的方

等の高速交通

企業の本市へ

開通に伴い、

めていく中で

業創造や農商

業等の新たな

ることが重要

開通など、本

用創造戦略」

再生に取り組

れる食品加工

業誘致に取り

元企業の新技

力強い工業

    

雇用の拡大、

を重点的に推

き工場の活用

地、増設を行

金融資制度35

スマッチング

    

工業団地」と

け皿となる新

ノウハウ、アイ

新製品開発や新

地を促進し、産業

業に対し交付す

業立地の促進や雇

て、その必要資

容 

2 

方向 
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通網の整備進

への進出が進

関西圏・山

で、企業立地

商工連携・産

な展開・チャ

要となってい

本市の地域経

を策定し、

組んでいます

工産業・医薬

り組むととも

技術、新製品

業の振興をめ

     

地元企業の

推進します。

用など、企業

行う企業に対
5等による支

グにより、地

     

と「布袋工業

新たな工業団

イデア、人材、高

新事業創出を図る

業構造の高度化

する補助金。 

雇用機会の拡大

資金の一部を融資

進捗や企業に

進んでいます

山陽圏・中京

地を促進する

産学金官連携

ャレンジを促

います。 

経済を取り巻

市民・企業

す。 

薬品製造産業

もに、その受

品・商品の開

めざします。

     

の発展につな

 

業ニーズに合

対して、鳥取

支援を行いま

地元製造業の

     

業団地」への

団地の整備を

高度な専門知識を

ること。 
化と雇用機会の拡

大を図ることを目

資すること。 

におけるリス

す。 

京圏とのつな

る新たな工業

携33による新

促進・支援し

巻く環境が

業・経済団体

業、自動車・

受け皿となる

開発等を農商

 

     

ながる企業誘

合わせた戦略

取市企業立地

ます。 

の成長分野へ

     

の企業誘致と

を検討します

をもつ大学等（学

拡大を図るため、

目的に、市内の工

スク分散等を

ながりを生か

業団地の整備

新技術・新製

しながら、本

変わる中、

体等と連携

・航空機関連

る工業団地の

商工連携や産

     

誘致、成長が

略的な企業誘

地促進補助金

への参入と受

     

と併せ、西部

す。 

学）や金融機関

、本市に工場、

工業団地等に工場

を理由に、

かした企

備・検討

製品の開

本市経済

「第３次

携を図り、

連産業等

の整備を

産学官金

    

が見込ま

誘致活動

金34や鳥

受注拡大

    

部地域を

関（金）、公

事業所、研

場等の新設、
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③ 成長産業の振興                                
・ 「鳥取市スマートエネルギータウン構想36」に基づき、再生可能エネルギーを活用し

た電力の開発支援や小売を実践する市出資会社の設立等により、エネルギーの地産地

消を推進します。 

・ 地元企業の競争力強化となる新たな技術や新製品開発の取組について、産学金官連携

等により促進を図るとともに、販路拡大を支援します。 

・ 食品加工産業における付加価値の高い新商品開発を、農商工連携など異業種の交流を

図りながら促進します。 

 
④ 中小企業・事業者の支援                             

・ 中小企業者が自社の製品や技術等を売り込むための展示会・商談会への出展を支援し

ます。 

・ 因州和紙や陶磁器等の伝統産業の振興を図るため、後継者の育成や事業拡大に伴う設

備導入等への支援とともに、ブランド化・情報発信・販路拡大の取組を促進します。 
 

⑤ 経済団体、金融機関、大学、産業支援機構等との連携                

・ 成長産業の振興に向けた新産業の創造や企業誘致等を強力に進めるため、鳥取商工会

議所、各商工会、中小企業団体中央会等の経済団体や金融機関、鳥取大学、公立鳥取

環境大学等の高等教育機関、産業支援機関との連携を強化します。 
 

⑥ 国際経済交流の推進                               

・ ロシア、中国、韓国など環日本海諸国の交流都市をはじめとする海外への市場開拓や

販路拡大の取組を支援・促進し、本市の経済発展をめざします。 

・ ロシア、中国、韓国のコーディネーターを配置する鳥取市環日本海経済交流センター
37や産学金官で構成する鳥取市国際経済発展協議会38を中心に、国際経済観光交流を

推進します。 
 
 
 

指標名 現状 目標 指標の説明 

企業立地促進補助金等の

補助事業指定企業件数 

20 件 

（Ｈ26 年度）

75 件 

（Ｈ28～32 年度）

本市が５年間で補助事業

指定する企業の件数。 

企業誘致の数 
4 件 

（Ｈ26 年度）

20 件 

（Ｈ28～32 年度）

本市が 5 年間で誘致する

企業の件数。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                  
36鳥取市スマートエネルギータウン構想：エネルギーを地域で生み出し、地域で活用する「エネルギーの地産地消」を推進する 

ことにより、地域エネルギー産業の活性化、地域経済の好循環、雇用の創出を図るために平成 27 年 8 月に策定した構想。 
37鳥取市環日本海経済交流センター：具体的な貿易振興、観光客誘致の施策の検討・実施に向け、情報発信、外国貿 

易の相談・サポート等の業務を行うために鳥取市国際経済発展協議会が開設。 
38鳥取市国際経済発展協議会：環日本海地域など海外との経済・観光交流の一層の活性化を図り、本市の経済発展を推進するた

めに、市が主体となり市内企業、経済・観光団体、金融機関、大学、貿易支援機関、県等を構成員として平成 25 年４月に

設立した組織。 

関連する個別計画等：第３次鳥取市経済再生・雇用創造戦略、鳥取スマートエネルギータ 

ウン構想、鳥取市若者定住戦略方針 

（４）評価指標 

2 

2
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○ 

舗

環

 

○ 鳥

待

○ 

○ 創

融

 

 

   本

力

り

関

つ

 

 
 
 

① 中

・ 

・ 

・ 

 

② 物

・ 

・ 

 

             
39起業のま

策の充実
40遊休不動

施策

（１

（３

（２

中心市街地

る販売額の

舗の増加等

環境として

鳥取自動車

ることが重

待されてい

 

インターネ

ける機能の

 

創業や起業

の認定を受

融機関、産

 

本市の商業振

力の創出に努

りながら多様

関連産業の充

ついて、地場

中心市街地等

商店街の良

魅力の向上

商業者によ

業の振興を

空き店舗等

化を図りま

物産の振興 

関西圏や山

を積極的に

促進します

鳥取市公式

大を図りま

                  
まち「鳥取」創造

実やプロモーショ

動産：空き家、空

３ 商業

）現状と

）施策の

）施策の

地と新市域の

の減少や後継

等が進んでい

の魅力を高

車道の全線開

重要であると

ます。 

ネット販売な

の充実や経営

業の取組を促

受けるととも

産業支援機関

振興を図るた

努めます。特

様な商業機能

充実を図ると

場産業の進展

等の商業の振

良好な景観や

上を図ります

よる販売促進

を図ります。

等の遊休不動

ます。 

     

山陽圏を中心

に行うととも

す。 

式インターネ

ます。 

                   
造プロジェクト

ョンを一体的に

空き店舗など、十

業・サービ

課題 

主な内容

基本的方

の商店街は、

継者不在によ

います。商店

高める取組が

開通を踏まえ

とともに、観

など流通シス

営基盤の強化

促進するため

もに、“起業の

関等と連携し

ため、中心市

特に中心市街

能の再生・創

とともに、成

展につながる

振興   

や快適な歩行

す。 

進、新商品開

 

動産40を活用

    

心に、県外で

もに、大都市

ネットショッ

：「起業を応援

行い、地元住民

十分に活用され

ビス業の振

容 

方向 
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郊外型商業

よる廃業、商

店街のにぎわ

が必要です。

え、関西圏・

観光等の交流

ステムが変化

化が求められ

め、産業競争

のまち「鳥取

し取り組んで

市街地及び

街地におい

創出に努め

成長が期待

る誘致を含

     

行空間等を再

開発、ニーズ

用した新規開

     

での物産展や

市のスーパー

ップ「とっと

援する鳥取市」の

民も含めた地域全

れていない不動産

振興 

2

業施設の出店

商業環境とし

わい創出や商

 

・山陽圏等を

流人口の増加

化する中、公

れています。

争力強化法に

取」創造プロ

でいます。

び周辺商業地

ては、まち

ます。また

できる観光

めた振興を

     

再整備するこ

ズ調査等の取

開業を促進す

     

や展示会等に

ーへのマッチ

とり市」を通

のイメージを県内

全体における起業

産。 

店や消費者ニ

しての魅力の

商業振興を図

を中心に、販

加による幅広

公設卸売市場

 

に基づく「創

ロジェクト3

地に求められ

の魅力とに

た、生活・福

光、情報関連

を図ります。

     

ことにより、

取組を支援す

することによ

     

に参加し、特

チングなど、

通じた物産情

内外に定着させる

業の促進を図る

ニーズの多様

の低下による

図るためには

販路開拓・拡

広い産業の振

場や卸売業全

創業支援事
39“を経済団

れる機能の充

にぎわいの創

福祉・健康等

連等のサービ

 

     

、商業環境と

することによ

より、商店街

     

特産品のＰＲ

、販路拡大

情報の発信や

るために、各種

るプロジェクト。

様化によ

る空き店

は、商業

拡大を図

振興が期

全般にお

事業計画」

団体や金

充実と魅

創出を図

等の生活

ビス業に

     

としての

より、商

街の活性

    

Ｒや販売

・開拓を

や販路拡

種起業支援施 
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③ 創業・事業継承の支援                              

・ 新規創業や小規模事業者の新分野への進出、事業承継を促進することにより、商業・

サービス業の活性化を図ります。 

・ 起業化、イベント等の資金調達手法の一つである「クラウドファンディング41」の取

組を推進するとともに、鳥取商工会議所等と連携した起業者に対する基金制度を創設

します。 

・ 社会的・地域的課題をビジネス手法で解決する「ソーシャル・コミュニティビジネス」
42など起業化の取組を積極的に支援します。 

 

④ 卸売業の振興                                 

・ 安全・安心な生鮮食料品を適正価格で安定的に供給するため、公設卸売市場機能の維

持・向上を図るとともに、事業者等と連携し、卸売業の機能強化や新事業の展開等に

向けて取り組みます。 

 

⑤ 観光関連産業の振興                                 

・ 観光関連産業は、宿泊、交通、飲食店、土産物店など幅広い分野に波及する産業であ

ることを踏まえ、観光客等による交流人口の増加を図りながら、観光関連産業の振興

を図ります。 

・ 地元食材を生かした料理・加工品等に積極的に取り組む事業者を支援するとともに、

ジビエ43、塩鯖、とうふちくわなど本市の特色ある食を生かした地域の活性化に取り

組む団体の活動を支援します。 

 
 
 

指標名 現状 目標 指標の説明 

創業件数（市関与分） 
65 件 

（Ｈ26 年度） 

500 件 

（Ｈ28～32 年度）

創業支援事業計画にお

ける５年間の創業実現

件数。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
41クラウドファンディング：「群衆（crowd）」と「資金調達（funding）」を組み合わせた造語。インターネット上のサイト

を通じ、アイデアを実現するために必要な費用を、そのアイデアに共感した不特定多数の人々から集める資金調達手法。 
42ソーシャル・コミュニティビジネス：地域課題を解決するために、住民、ＮＰＯ、企業等さまざまな主体が協力しながらビジ

ネスの手法を活用して取り組む事業活動。 
43ジビエ：狩猟等により捕獲された野生鳥獣。 

関連する個別計画等：第３次鳥取市経済再生・雇用創造戦略、第２期鳥取市中心市街地活

性化基本計画、鳥取市若者定住戦略方針 

（４）評価指標   

2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 農

増

境

 

○ 農

集

業

 

○ 林

進

源

 

○ 水

経

組

 

○ 本

産

○ 環

講

 

 

 

   農

担

を

し

 

 
 
 

① 農

・ 

・ 

・ 

 

             
44TPP：Tr

施策

（１

（３

（２

農林水産業

増加による

境の改善が

農業は、中

集積や地域

のため、農

業、農産物

林業は、国

進むととも

源かん養や

間伐材の有

水産業は、

経営状況と

組が進んで

本市の一次

の高い特産

産・出荷拡

 

環太平洋戦

いて、農林

講じること

農林漁業団体

担い手の育成

を進め、生産

します。 

農林水産物の

福部砂丘ら

作物に集中

鳥取地どり

推進します

鳥取県産米

                  
rans-Pacific P

４ 農林

）現状と

）施策の

）施策の

業は、就業者

競争力低下

が求められて

山間地域を

域が一体とな

産物の高付

への認識と

産材の価格

に、放置竹

や環境保全等

有効活用が求

魚価の低迷

なっていま

います。 

次産業は経営

産品は限られ

拡大の支援を

戦略的経済連

水産業に甚

が求められ

体と連携し、

成・確保を図

産拡大と全国

の産地化、地

らっきょう、

中して生産施

りの生産から

す。 

米きぬむすめ

                   
Partnership の

林水産業の

課題 

主な内容

基本的方

者の高齢化等

下といった問

ています。

を中心に耕作

なった保全・

付加価値化、

と理解を深め

格低下に伴う

竹林が拡大し

等の公益的機

求められてい

迷、水産資源

ますが、漁業

営規模が小さ

れています。

を行い、産地

連携協定（TP

甚大な影響を

れています。

、経営環境

図ります。

国への販路

地域ブラン

アスパラガ

施設整備への

ら食肉処理、

めをはじめと

略。環太平洋地域

の振興 

容 

方向 
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等による担い

問題に直面し

作放棄地が拡

活用等が求

特産品化が

める一層の取

う生産意欲の

しています。

機能をもつこ

います。 

源の減少や漁

業振興に向け

さく、梨、福

このため、

地化を進める

PP44）交渉

を及ぼすこと

 

の改善や生

また、農林

拡大を展開

ンド化の推進

ガス、いなば

の支援等を行

加工まで一

とする地域冠

域の 12 ヶ国に

い手不足や農

しており、担

拡大しており

求められてい

が求められて

取組が必要と

の減退等によ

森林は、木

ことから、間

漁場環境の悪

け、獲る漁業

福部砂丘らっ

地域の特性

ることが必要

渉（平成 27

とが懸念され

生産基盤の維

林水産物の６

開し、持続可

進と販路拡大

ばの白ねぎな

行い、生産量

一貫した生産

冠米の作付や

による経済の自由

農産物・水産

担い手の育成

り、意欲ある

います。また

ており、併せ

とされていま

より、スギ等

木材等の生産

間伐を中心と

悪化等の悪条

業からつくり

っきょう、松

性を生かした

要です。 

年 10 月 5

れ、緊急的か

維持・整備を

６次産業化、

可能な農林水

大     

など地域の特

量・出荷額

産体制を構築

や販売拡大を

由化を目的とした

2

産物・木材等

成や不安定な

る担い手への

た、農業経営

せて消費者に

ます。 

等の人工林の

産機能に限ら

とした森林の

条件が重なり

り育てる漁業

松葉がになど

た品目に集中

5 日大筋合意

かつ抜本的な

を進めるとと

産地化・特

水産業の実現

     

特性を生かし

額の増大を図

築し、ブラン

を支援しま

た多角的な経済

等の輸入

な経営環

の農地の

営の安定

に地元農

の荒廃が

らず、水

の保育や

り厳しい

業への取

ど知名度

中した生

意）につ

な対策を

ともに、

特産品化

現をめざ

    

した振興

図ります。 

ンド化を

す。 

済連携協定。 
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・ 日本海で漁獲される松葉がに、モサエビ、ハタハタ、湖山池のシジミ等の特産品化を

支援するとともに、漁港内での養殖事業や千代川における天然アユの遡上拡大、ヤマ

メなど渓流魚の放流、湖山池におけるウナギ、ワカサギの稚魚の放流等の取組を支援

します。 

・ 関西圏でのプチ・マルシェ45や直販市等に取り組み、「産地直送」、「今どれ」農産物

の販売による新たな販路拡大を図ります。 

・ 農産物を活用し、商品開発・確保を行う企業と大規模農家・JA 等とのマッチングの

実現を図ります。 

・ 梨など果樹産地の維持に向けた取組を支援します。 

・ 和牛生産に係る施設整備・繁殖雌導入等を支援します。 

・ 畜産クラスター計画46に基づく酪農基幹牧場整備等を支援します。 

・ 原木しいたけをはじめとする林産物の生産を支援します。 

 

② 水田の有効活用と地域独自の産品づくり                       

・ 水田では、適地適作を基本として、水稲・麦・大豆・新規需要米等の生産の維持・拡

大を図るとともに、地域独自の産品づくりに向け、野菜生産を推進します。 

・ 各地域における特産品の位置づけを見直し、地域の特色を生かした品目への集中した

生産拡大を支援します。 

 

③ 農林水産業の担い手の育成、新規就農者の確保                  

・ 認定農業者47の育成、集落営農の組織化・法人化の促進・支援を行います。 

・ 「とっとりふるさと就農舎48」を中心に、栽培技術や経営能力を備えた新規就農者の

育成を推進します。 

・ 新規就農者への農地の賃借料・家賃助成、生活支援など、就農に対する定着支援を充

実するとともに、就農時に必要な機械施設等の整備を支援し、負担軽減と経営安定化

を図ります。 

・ 効率的な農業経営に資するため、農地中間管理事業49の活用による意欲ある担い手へ

の農地の集積を進めます。 

・ 森林組合等に雇用される林業従事者の雇用条件の改善等を進め、林業の担い手を確保

します。 

・ 漁業研修等への支援を行い、漁業の担い手・後継者を育成します。 

 

④ 農林水産業の生産基盤の整備、維持保全                      

・ 農地、農業用施設、ため池等の計画的な維持、改修整備を行います。 

・ 地域が一体となった農地、農業施設の保全管理と農地の遊休化、耕作放棄地化の防止

を図るため、国、県等と連携した対策を進めます。 

・ 食料供給力を強化するため、耕作放棄地を再生し、農地として有効利用していく地域

等の取組を支援します。 

・ 林道や作業道等の生産基盤の整備による間伐の実施と木材の搬出を推進し、放置竹林

の抜き切りや広葉樹林への転換など森林整備を促進します。 

・ 航路確保のための浚 渫
しゅんせつ

など漁港の維持管理を行うとともに、漁業経営の安定を図る

ための支援を行います。 

・ 木質バイオマス燃料50など木材の活用を見据え、素材搬出量の増加を図ります。 

                                                  
45プチ・マルシェ：既存の店舗の一角を使って行う少量の野菜販売。 
46畜産クラスター計画：畜産クラスター（畜産農家をはじめ、地域の関係事業者が連携・結集し、地域ぐるみで高収益型の畜産

を実現するための体制の意）協議会が定める地域の畜産の収益性向上を図るための計画。 
47認定農業者：農業経営基盤強化促進法に基づく農業経営改善計画の市町村の認定を受けた農業経営者のこと。認定を受ける

と、金融措置や税制措置等の支援を受けることができる。 
48とっとりふるさと就農舎：本市の明日の農業を担う優れた農業者を養成するため、農業を志す若者に対し、栽培から経営ま

での実践研修を 2 年間行い、就農定住の支援や短期間の農業体験を受け入れる施設。 
49農地中間管理事業：農地の所有者から農地の中間的受け皿である農地中間管理機構【（公財）鳥取県農業農村担い手育成機構】

が農地を借り受け、効率的で安定的な経営により、担い手にまとまりのある形で利用できるよう配慮して貸し付けることで、

農地集積や耕作放棄地の解消を推進する制度。 
50バイオマス燃料：再生可能な植物資源等のバイオマスを加工して作る燃料。 

2

2
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⑤ むらづくりによる農村の活性化                          

・ まちづくり協議会と連携した地域特産品の開発や生産を促進します。 

・ 女性農業者のやりがいを育む農産物・加工品の生産やふるさと宅配便の活動を促進し

ます。 

・ イノシシ、シカ等による農作物被害等の増加に対応するため、狩猟者の育成・確保な

ど捕獲対策の充実や侵入防止柵の設置等を支援するとともに、ジビエ肉の利活用体制

の強化を図ります。 

・ 地域の特色を生かした特産物の育成等を進め、魅力あふれる中山間地域農業を推進し

ます。 

 

⑥ 環境にやさしい農業と地産地消の推進                       

・ 消費者の信頼に応える安全・安心な農林水産物の生産の促進を図ります。 

・ 畜産農家と稲作農家の連携により、堆肥利用や飼料生産を一貫して行う循環型農業の

促進を図ります。 

・ 生産者のグループ化による中山間地域等での有機農業や特別栽培農産物の生産拡大

を図ります。 

・ 湖山池周辺における環境にやさしい米づくり等を推進します。 

・ 直売所を活用した生産者と消費者の交流や学校給食への地元農林水産物の供給によ

り、地産地消の拡大を進めます。 

・ 「鳥取市地産地消行動指針51」に基づく地産地消の推進を、農林業、商工業、消費者

の各団体等で構成する鳥取市地産地消推進協議会52により取り組みます。 

 

⑦ 優良農地の確保・農地の利用集積                          

・ 農業の効率化・大規模化に向けた基盤整備を進めます。 

・ 人・農地プラン53による話し合いや農地中間管理機構等により、農業の担い手への利

用集積と規模拡大を推進します。 

 

⑧ ６次産業化の推進                                

・ 生産から加工・販売を一体化させる地域ぐるみの取組や経営の多角化・複合化を総合

的に支援し、６次産業化を推進します。 

・ 農商工連携により、付加価値の高い加工品等を開発し、国内外への販路拡大を図りま

す。 

・ 鳥取市国際経済発展協議会と連携し、農産物の高値販売の輸出ルートの確保や輸出専

門の農業生産法人の設立支援、県外からの輸出企業の受入支援に取り組みます。 

 

⑨ TPP 対策の推進                                 

・ 畜産農家等の経営安定、経営体質強化のため、和牛肥育・繁殖経営への転換、畜産ク

ラスター計画の実施等を支援します。 

・ 水稲生産農家等の収益向上を図るため、生活基盤の強化や園芸作物等への転換に要す

る施設・基盤整備等を支援します。 
 
 
 
 
 
 

                                                  
51鳥取市地産地消行動指針：本市の豊かな自然の中で育まれた農産物・畜産物・水産物や、優れた技術により開発された地元製

品の良さについて市民が誇りをもち、地元で生産されたものを地元で消費する「地産地消」に取り組むことを定める指針。 
52鳥取市地産地消推進協議会：地産地消の取組を展開するため、鳥取いなば農業協同組合等の農林漁業団体や鳥取商工会議所等

の商工団体、消費者団体等の関係者が連携して啓発活動や地元農林水産物、地元製品の生産振興と消費拡大等について協議・

活動を行う組織。 
53人・農地プラン：高齢化や後継者不足、耕作放棄地の増加など、人と農地の問題を解決するため、「地域の農地を守る中心経

営体はどこか」、「どのように農地を集めるのか」、「今後の地域農業のあり方はどうか」等を集落で話し合い、実行するた

めの計画。 

2 

2
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指標名 現状 目標 指標の説明 

新規就農者数 
９人 

（Ｈ26 年度） 

１５人 

（Ｈ32 年度） 

県の認定を受けた就農者の

人数。 

新規林業従事者数 

木材素材搬出量 

－ 

38,000㎥/年 

（Ｈ26 年度） 

6 人 

58,000㎥/年 

（Ｈ32 年度） 

林業事業体の経営計画に基

づく林業素材搬出量の増加

に伴う、雇用創出人数。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関連する個別計画等：鳥取市農業振興プラン、鳥取市森林整備計画、第 5 期鳥取市地産地

消行動指針、第３次鳥取市経済再生・雇用創造戦略、鳥取市若者定 

住戦略方針 

（４）評価指標 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

が

 

○ 

制

が

○ 

○ 高

○ 観

観

○ 近

光

○ 

へ

 

 

 

多

進

光

 

 

 

 

 

 

 

             
54教育旅行
55グリーン
56スポーツ
57ヘルスツ
58ビジット

組むキャ

施策

（１

（２）

まちづ

新し

 —

国内外の観

げや自然、

が必要です

「鳥取砂丘

制作・展示

が重要です

 

「世界ジオ

民が一体と

していく持

 

高速交通ネ

よる観光客

 

観光産業は

観光産業を

 

近年、旅行

光地への転

ツーリズム

 

ビジットジ

へ向けた本

とが必要で

多様化する旅

進めることで

光都市鳥取」

                  
行：学校行事の旅

ンツーリズム：農

ツツーリズム：ウ

ツーリズム：温泉

トジャパン：外国

ャンペーンの総称

１ 滞在

）現状と

）施策の

づくりの目

しいにぎわ

—政策２ 地

観光地に負け

歴史・文化

す。 

丘砂の美術館

する美術館

す。 

オパーク」に

なって、自

持続的な取組

ネットワーク

客の受入体制

は裾野が広く

を基幹産業と

行形態や旅の

転換や教育旅

ム57など新た

ャパン58の

本市の知名度

す。 

旅行者のニー

で、本市や周

」をめざしま

                   
旅行・集団宿泊的

農山漁村地域での

ウォーキング、ト

泉療法や森林療法

国人旅行者の訪

称。 

在型観光の

課題 

基本的方

標２ 

わいのあるま

地域資源を生

けない競争力

化、イベント

館」は、鳥取

館であり、美

に再認定され

自然環境の保

組が必要です

クの整備進展

制の整備が必

く、地域経済

として振興す

の目的、観光

旅行54、グリ

な観光ニー

取組により

度の向上や多

ーズに対応

周辺エリアの

ます。 

的な行事である

の自然、文化、

レッキング、サ

法など、医学的

日を拡大させる

の推進 

方向 

まち 

生かしたま
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力の高い観光

ト等の掘り起

取砂丘を舞台

美術館のブラ

れた鳥取砂丘

保護・保全を

す。 

展による日帰

必要です。

済への波及効

するためには

光のあり方が

リーンツーリ

ーズへの対応

増加する訪

多言語に対応

した観光ル

の周遊、滞在

る修学旅行、遠足

人々との交流を

イクリングなど

的根拠に基づく健

ることを目的に、

ちづくり 

光地づくりを

起こしにより

台に世界でも

ランドと安定

丘を含む山陰

を行うととも

帰り圏の拡大

効果が高い産

は、官民が一

が多様化して

リズム55、ス

応が必要です

訪日外国人観

応した観光案

ート・観光
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足、移動教室、合

を楽しむ滞在型の

ど地域の自然環境

健康回復、健康維

国や地方公共団

を行うため、
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も類を見ない

定的な管理運

陰海岸ジオパ

もに、観光な

大に対応する

産業として注

一体となった

ています。滞

スポーツツー

す。 

観光客の誘客

案内・環境整

光商品の開発

、国内外から

合宿、野外活動

の余暇活動のこ

境を生かしたスポ

維持につながる

団体、民間等が

観光資源の

る観光地とな

い精巧な「砂

運営を確立す

パークは、今

など地域産業

るため、広域

注目されて

た取組が必

滞在型・通年

ーリズム56、

客対応として

整備を確立さ

発や広域観光

ら観光客が集

等を含めた旅行

と。 

ポーツを楽しむ

観光形態。 

が連携を図り、共

の磨き上

なること

砂像」を

すること

今後も官

業に活用

域連携に

ています。

必要です。 

年型の観

ヘルス

て、海外

させるこ

光連携を

集う「観

行形態。 

む観光形態。 

共同で取り 
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① 山陰海岸ジオパークを生かした取組の推進                    

・ ユネスコが支援する「世界ジオパーク」に再認定された山陰海岸ジオパークの世界

的な価値を国内外に発信するとともに、山陰海岸ジオパーク推進協議会59等を通じ、

官民が一体となって、鳥取砂丘や白兎海岸、西地域等のジオパークエリアの自然保

護・保全に取り組むとともに、教育、観光、地域産業の各分野での積極的な活用を

図ります。 

 

② 砂の美術館の充実                               

・ 本市の観光拠点として確立した世界初の「鳥取砂丘砂の美術館」に、世界最高レベ

ルの砂像を制作・展示することにより、多くの観光客を誘致し、交流人口の拡大を

図ります。 

 

③ 鳥取砂丘の景観保全                               

・ 官民協働による砂丘一斉清掃やボランティア除草等を進め、美しい鳥取砂丘の景観

を保全します。 

・ 鳥取砂丘再生会議など官民連携による取組を継続し、鳥取砂丘の保護・活用を進め

ます。 

 

④ 地域の観光資源の磨き上げ                           

・ 「鳥取しゃんしゃん祭」を官民で連携し、日本を代表する祭りに育てます。 

・ 歴史・文化に根ざした流しびな等の伝統行事や魅力ある食、因州和紙等の物産品の

磨き上げや掘り起しを進めます。 

・ 各地域で開催されるイベントや地域の特色ある観光拠点を生かした誘客を進めます。 

・ 史跡、文化財、自然等の観光素材の磨き上げと市内の観光地や体験施設、イベント

等をつなぐテーマ性をもった観光ルートの開発を進めます。 

・ 鳥取、吉岡、鹿野、浜村の各温泉地の特性を生かした観光地づくりを促進します。   

・ 鳥取県東部地域のグリーンツーリズムや農家漁家民泊の促進に向け、「とっとり因幡

グリーンツーリズム推進協議会60」による一元的な情報発信と相互連携を進めます。 

・ 鳥取市観光大学61等を中心に、「おもてなしの心」をもって観光客と接する人材の育

成に取り組みます。 

・ 「日本パラ陸上競技選手権大会」や「2020 年東京オリンピック・パラリンピック」

に向けたキャンプ地誘致等を踏まえ、障がいのある人にとっても周遊しやすい観光

地づくりを進めます。 

・ 滞在型・着地型観光の推進に向け、温泉の活用をはじめ、教育旅行やスポーツツー

リズム（フットパス62・ロングトレイル63・登山・自転車・ビーチスポーツ等）、ヘ

ルスツーリズム等に対応した環境整備や情報発信に取り組みながら、観光商品の開

発・充実を図ります。 

・ 鳥取駅や鳥取砂丘コナン空港をはじめとする主要な交通拠点と観光地をつなぐバス

路線など二次交通の整備を、鳥取市観光コンベンション協会など関係機関や関連企

業と連携し推進します。 

 

                                                  
59山陰海岸ジオパーク推進協議会：地質・生態学的環境の資源価値を高めていくほか、教育的活用やジオツーリズムの場として

利用できる環境整備を行うなど、地域の活性化に向けた活動を行うために行政、民間団体等で構成された組織。 
60とっとり因幡グリーンツーリズム推進協議会：グリーンツーリズムの推進により、地域の活性化を図ることを目的に、鳥取県

東部の民間団体や個人、行政機関で構成する協議会。 
61鳥取市観光大学：観光産業従事者をはじめ、まち全体で観光客をもてなすことができるよう、鳥取商工会議所、鳥取市観光コ 

ンベンション協会等で構成する観光戦略グランドデザイン推進会議が平成 17 年度から実施している講座。修了者を観光マ 

イスターとして認定している。 
62フットパス：森林や田園地帯、古いまち並みなど、地域に昔からあるありのままの風景を楽しみながら歩くことができる小径。 

日本国内では、2009 年に日本フットパス協会が設立され、さまざまな地域でコース整備が進んでいる。 
63ロングトレイル：登山道や遊歩道、古道等をつないだ歩く旅を楽しむための比較的距離の長い自然歩道。日本では、2011 年

に日本ロングトレイル協議会が設立され、コース整備と普及促進が行われている。 

（３）施策の主な内容 

3 

3

3
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⑤ 魅力ある観光拠点の再整備                              

・ 鳥取砂丘ビジターセンター64の整備をはじめ、多鯰ヶ池
た ね が い け

、砂丘西側エリアの再整備

など鳥取砂丘全体の魅力づくりを進めます。 

・ 山陰自動車道（鳥取西道路）の整備に伴う吉岡温泉インターチェンジ（仮称）の設

置を見据え、吉岡温泉の拠点施設を含めた再整備や湖山池観光の充実を図ります。 

・ 鳥取自動車道や山陰自動車道（鳥取西道路）など、高速道路利用者の利便性向上に

向けて、新たな道の駅整備と既存道の駅の拠点化を進め、特産品開発・販売や観光

周遊を強化し、地域に雇用を生み出す施設としてさらなる振興を図ります。 

・ 観光振興や地域の活性化等を見据え、地域や関係者とともに今後の観光施設のより

良いあり方を検討します。 

 
⑥ 観光関連産業の育成                               

・ 観光産業の確立に向け、意欲ある観光産業事業者を積極的に育成・支援します。 

・ 本市の観光推進役となる鳥取市観光コンベンション協会など観光関連団体と連携し

た取組を行うとともに、観光関連団体の活動に対し必要な支援を行います。 
・ 観光地づくりの核となるＤＭＯ65を設置し、関係者との連携により着地型観光や観

光誘客を進めます。 

 
⑦ 広域観光連携の推進                               

・ 「鳥取・因幡観光ネットワーク協議会66」を中心とした鳥取県東部１市４町の連携

による広域観光の取組を進めます。 

・ 「姫路・岡山・鳥取城下町物語推進協議会67（ＨＯＴ連携）」における観光連携の取

組を推進します。 

・ 山陰海岸ジオパークを核とした但馬・丹後圏との観光連携を推進します。 

・ とっとりコンベンションビューローと連携し、コンベンション誘致に向けた取組を

強化します。 

 

⑧ 国際観光の推進                                 

・ 官民で組織する鳥取市国際観光推進連絡会68により国際観光を推進するとともに、鳥

取市国際観光客サポートセンター69による外国人観光客の支援体制を強化します。 

・ 日本政府観光局（ＪＮＴＯ）70と連携し、鳥取砂丘コナン空港の国際チャーター便の

就航促進や観光商品の開発など、官民が一体となった取組を進めます。 

・ 多言語表示による案内標識の設置や外国語版観光サイトの充実など、受入体制の整

備を図ります。 

・ 鳥取県に発着している航空便や貨客船の活用はもとより、関西圏や山陽圏の港湾、

空港と連携した観光ルートの開発を検討します。 

 

 

 

 

                                                  
64鳥取砂丘ビジターセンター：山陰海岸国立公園の鳥取県地域でのさまざまな体験活動と情報発信の拠点として、鳥取砂丘に新

たに整備する施設。 
65ＤＭＯ：Destination Manegement／Marketing Organization の略。米国・欧州で見られる組織で主に地域全体の観光マ 

ネジメント等を行う。 
66鳥取･因幡観光ネットワーク協議会：鳥取県東部圏域（鳥取市、岩美町、八頭町、若桜町、智頭町）の行政、観光協会、商工 

団体で構成する協議会で、圏域が一体となった周遊促進、情報発信、商品造成を行っている。 
67姫路・岡山・鳥取城下町物語推進協議会:江戸時代の池田家の国替えなど、歴史的な結びつきの深い三都市が、歴史や文化な 

どを踏まえ、一体となって市民交流を進めながら、各都市がもつさまざまな資源を結びつけ、相互に情報発信を行うなど地

域の発展をめざして平成 19 年 2 月に設立。 
68鳥取市国際観光推進連絡会：市と市内の観光事業者等が一体となり、市あるいは因幡圏域への外国人観光客の誘客を図ると 

ともに、受入体制の整備を推進する組織。 
69鳥取市国際観光客サポートセンター：本市を訪れる外国人観光客のサポートを目的にＪＲ鳥取駅構内に設置された施設。窓 

口対応や観光パンフレット提供、周遊タクシー運行支援等行う。 
70日本政府観光局（JNTO）：独立行政法人国際観光振興機構の通称。海外における観光宣伝、外国人観光客に対する観光案 

内、その他外国人観光客の来訪促進に必要な業務を効率的に行い、国際観光の振興を図る国土交通省所管の独立行政法人。 

3 

3 

3 

2 3
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指標名 現状 目標 指標の説明 

観光入込客数（年間） 
289 万人 

（Ｈ26 年） 

320 万人 

（Ｈ32 年） 

県が発表する「鳥取砂丘・いな

ば温泉郷周辺」の観光入込客数。

国際観光客サポートセン

ター案内件数（年間） 

5,221 人 

（Ｈ2６年） 

１万人 

（Ｈ32 年） 

鳥取駅に設置する「鳥取市国際

観光客サポートセンター」での

外国人案内件数。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関連する個別計画等：第 3 次鳥取市経済再生・雇用創造戦略、鳥取市若者定住戦略方針 

（４）評価指標 
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、マーケテ

ップ大作戦の

種キャンペ

素材の積極的

ります。 

指

メディアに掲

告購入した場

掲載）された場

取市若者定

から「鳥取市ら

し」、「行事」

ます。 

地域全体の価

ります。 

向上をめざし

き、「2020

でのプロモー

 

     

いＳＮＳ等を

用し、生鮮食

ィングを行

の積極展開 

ーンを展開

的なＰＲや既

指標の説明 

掲載された記事

場合に換算した

場合の媒体露出効

定住戦略方針

らしさ」

」の６つ

価値の向

したまち

0 年東京

ーション

    

を活用し

食品の販

行います。 

     

開します。 

既存の魅

事を広

た金額。

効果を、各 

針 

3      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 少

 

○ 各

や

 

○ 

み

 

○ 

 

○ そ

館

 

○ 市

て

 

 

 

   多

域

を

 

 
 
 

① 参

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

 

② 地

・ 

             
72地域コミ

目標を立
73鳥取市自

方など、

施策

（１

（３

まちづ

地域

 —

（２

少子高齢化

り、「ふれあ

各自治会（

や伝統行事

６１地区公

み良い地域

まちづくり

それぞれの

館のあり方

市民や市が

ていくため

の向上を図

多様化する市

域課題の解決

を推進します

参画と協働の

「まちづく

動を支援し

各自治会（

市民と直接

「鳥取市自

ます。 

伝統文化の

地域の魅力

自然、伝統

交流を促進

                  
ミュニティ計画

立て、その目標

自治基本条例：市

、本市のまちづ

１ 協働

）現状と

）施策の

づくりの目

域に活気が

—政策１ 協

）施策の

、過疎化、

あい」や「助

町内会）の

事の継承が困

公民館単位の

域にしよう」

の拠点施設

の地域の特性

方について見

が、それぞれ

め、今後もさ

る必要があ

市民ニーズに

決に向けて知

す。 

のまちづく

くり協議会」

します。 

（町内会）へ

接意見交換を

自治基本条例

の継承や環境

・活力づく

統文化、農林

進し、自信と

                   
：まちづくり協議

を実現するため

市民、議会、行政

づくりの基本ルー

働のまちづ

課題 

主な内容

標３ 

があるまち 

協働のまちづ

基本的方

生活様式の

助け合いの心

の担い手の高

困難になるな

の「まちづく

とするコミ

設である地区

性を生かした

見直す必要が

れの役割と責

さらなる協働

あります。

に対応する

知恵を出し

りの展開

が主体的に

への加入を促

を行う機会の

例73」の市民

境保全等の地

り    

林漁業、風土

と誇りに満ち

議会が、地域の

めの取組等をまと

政の役割や責務

ールを明らかにし

づくりの推

容 

づくり 

方向 

- 67 - 

の多様化等に

心」が薄れて

高齢化、加入

など、地域力

くり協議会」

ミュニティ活

区公民館の耐

た活動をより

があります。

責任をもち、

働意識や事業

ため、市民

し合いながら

     

に取り組む

促進し、コミ

の充実を図り

民への浸透を

地域活動を支

     

土に根ざした

ちた活力のあ

の現状や課題を把

とめた計画。 

務、参画と協働の

した条例。 

推進 

3

により、隣近

ています。

入率の低下等

力の低下が懸

では、自分

活動を展開し

耐震化を進め

り自主的・効

 

鳥取市らし

業の定着に向

民が主体の協

ら、市民が愛

     

「地域コミュ

ミュニティ活

ります。 

を図り、参画

支援します。

     

た人々の営み

ある地域づく

把握し、自分たち

のまちづくりを推

近所同士のつ

等により、地

懸念されてい

分たちの暮ら

しています。

めています。

効率的に行え

しい活力ある

向け、市民の

協働のまちづ

愛着と誇りを

     

ュニティ計画

活動を支援

画と協働のま

。 

     

みなど、地域

くりを推進

ちの地域をどの

推進するための

つきあいが少

地域で支え合

います。 

らす「地域」

 

 

えるよう、地

るまちづくり

の連帯感と自

づくりを展開

をもてるまち

     

画72」に基づ

します。 

まちづくりを

     

域の魅力を活

します。 

のようにしたいの

の仕組み、市政運

少なくな

合う活動

」を「住

地区公民

りを進め

自治意識

開し、地

ちづくり

    

づいた活

を推進し

    

活用した

のかという 

運営のあり 
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・ 「殿ダム水源地域ビジョン74」に基づき、豊かな自然環境の保全とダムを地域資源と

する魅力的な地域づくりを推進します。 

 

③ 地域で活躍する人材の育成・支援                         

・ 「まちづくり協議会」をはじめ、子どもから大人まで多くの市民が参加、参画できる

「協働」の取組を促進し、地域のリーダーとなる人材を育成します。（再掲） 

・ 市民活動拠点アクティブとっとり75等を通して、ＮＰＯやボランティア団体の活動支

援や交流を促進します。 

・ 中山間地域が元気になる人材養成塾「とっとりふるさと元気塾76」を開催し、集落等

の課題解決や活性化、商品開発、むらまち交流等の実践者やリーダーとなる元気あふ

れる人材を育成します。 

 

④ コミュニティ活動の支援                            

・ 「協働のまちづくりガイドライン」を策定し、市民ニーズに則した支援を行います。 

・ 地区公民館の活用の基本方針を策定し、コミュニティ活動のさらなる活性化を促進し

ます。 

・ 地域、町内会活動への参加の働きかけを行います。 

・ 町内会の活動拠点となる集会所の新築、増改築、修繕、賃借への支援を行います。 

・ 地区公民館の耐震改修を進めます。 

・ 協働のまちづくりの推進に向けた支援の充実を図ります。 

 

 
 

指標名 現状 目標 指標の説明 

市民活動に参加したこ

とがある市民の割合 

70.7％ 

（Ｈ26 年度）

７５％ 

（Ｈ31 年度）

市民アンケート調査において、「過

去１年間に地域活動に参加したこ

とがある」と回答した市民の割合。

アクティブとっとりの

市民活動団体登録数 

180 団体 

（Ｈ26 年度）

210 団体 

（Ｈ32 年度）

市民活動拠点アクティブとっとり

の登録団体数。 

地区公民館の耐震化率 
75.8％ 

（H26 年度）

100％ 

（H32 年度）

62 地区公民館（分館含む）のうち

耐震基準を満たしている地区公民

館の割合。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
74殿ダム水源地域ビジョン：殿ダムを生かした水源地域の自立的、持続的な活性化のために、国と市、地域住民等が共同で策 

策定した水源地域活性化のための行動計画。 
75市民活動拠点アクティブとっとり：本市で活動する市民活動団体や個人の情報発信や交流の拠点となる場所で、市民活動団 

体等が登録することにより、会議室等の施設や設備を利用することができる。 
76とっとりふるさと元気塾：中山間地域を元気にするため、集落等の課題解決や活性化、商品開発、むらまち交流等の実践者 

やリーダーを養成する学びの場。 

（４）評価指標     

1



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

○ 人

 

○ 平

 

○ 

進

○ 

や

 

 

 

   住

住

実

 

 
 
 

① 人

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

 

             
77半農半 X

地場産業
78ふるさと

まちづ

地域

 —

施策

（１

（３

（２）

人口減少の

に、移住定

平成１８年

るとともに

する助成や

「スローラ

中、地域の

進めること

 

県外からの

や田舎暮ら

住み続けたい

住みたいと思

実し、移住定

人材誘致・ふ

「鳥取市定

東京や大阪

住定住を促

半農半Ｘ77

とっとり若

を行い、若

Ｕターン支

い」、「暮ら

ふるさと鳥

帰を推進し

県等の関係

住を促進し

県や鳥取県

者の増加を

                  
X：専業農家では

業等に従事をす

と鳥取市・回帰戦

づくりの目

域に活気が

—政策２ 交

１ ふる

）現状と

）施策の

）施策の

の抑制に向け

定住の促進を

年に「鳥取市

、ホームペ

や空き家の紹

イフ」や「

空き家や農

が必要です

のＵＪＩター

しが体験で

いと思える

思えるまちづ

定住の促進や

ふるさと回

定住促進・Ｕ

阪に駐在の移

促進します。
7など里山に

若者インター

若者の職場定

支援登録制度

らし」等の情

鳥取市・回帰

します。 

係機関と連携

します。 

県東部１市４

を図ります。

                   
はなく、農業を主

ること（いわゆ

戦略連絡会：移住

標３ 

があるまち 

交流の拠点と

さと・い

課題 

主な内容

基本的方

け、「鳥取ら

を図っていま

市定住促進・

ページや東京

紹介等の支援

「田舎暮らし

農地等を生か

す。 

ーン等の移住

できる環境の

「鳥取らし

づくりを進

や自然・歴史

帰の促進

Ｕターン相談

移住定住相談

 

における多様

ーンシップ等

定着を支援し

度により、Ｕ

情報提供を行

帰戦略連絡会

携し、関西圏

４町の連携に

 

主または従とし

ゆる兼業就農）。

住定住の促進に

となるまち

いなか回帰

容 

方向 
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しさ」を生

ます。 

Ｕターン相

京・大阪での

援策を発信し

し」などライ

かし、本市に

住希望者に対

の充実が必要

しさ」を生か

めるととも

史など地域

     

談支援窓口」

談員による相

様なライフス

等により、就

します。（再

Ｕターン希望

行います。

会78を通した

圏の大学への

により、圏域

して、就農形態の

 

に向けた官民協働

づくり 

帰の促進

3

生かしたまち

相談支援窓口

の相談会等を

しています。

イフスタイル

に移り住んで

対し、多様な

要です。 

かしたまちづ

もに、情報発

資源を生か

     

」を充実し、

相談体制や情

スタイルを提

就労経験の少

再掲） 

望者が必要と

た官民の情報

の就業案内

域の魅力を都

の余裕時間または

働の連携組織。

ちづくりを推

口」を開設し

を通じて、住

 

ルに対するニ

でみたいと思

なニーズに応

づくりや、移

発信・相談体

かした体験・

     

、移住定住を

情報提供を充

提案します。

少ない求職者

とする本市の

報共有と協働

・田舎暮らし

都市部に情報

は期間に合わせ

推進すること

し、相談体制

住宅取得・改

ニーズが多様

思える地域づ

応えられる相

移住希望者が

体制・受入体

交流を進め

     

を促進しま

充実し、本市

。 

者と事業者の

の「しごと」

働によるふる

しを PR し、

報発信し、移

せて、看護、介護

とを目的

制を整え

改修に対

様化する

づくりを

相談体制

がここに

体制を充

めます。 

     

す。 

市への移

の橋渡し

」、「住ま

るさと回

、移住定

移住定住

護、保育、 
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・ シティセールスによる田舎暮らしの紹介など、移住定住の促進に向けた情報発信を行

います。 

・ 国内外のアーティスト等が地域と関わりながら行う滞在制作・展示活動を促進すると

ともに、工芸村を開設し、アーティスト等の移住定住につなげ、地域の活性化を図り

ます。 

 

② 田舎暮らし環境の充実                             

・ 自然に恵まれた地域の住宅で田舎暮らしをお試し体験できる施設の整備を進めます。 

・ ３大都市圏から若者等が移住し、特産品開発や地域づくり活動に従事する「地域おこ

し協力隊」を地域ぐるみで支援する体制づくりを進めます。 

・ 鳥取市空き家情報バンク79による空き家の賃貸や売却希望者から利用希望者に紹介

する仕組みづくりを進め、受入体制の充実を図り、移住定住を促進します。 

・ 移住者ネットワーク「鳥取ふるさとＵＩ（友愛）会80」と連携し、移住定住者の情報

交換を行うとともに相互の親睦を図ります。 

・ 移住希望者の交流拠点として、鳥取市版移住・交流情報ガーデン81を開設します。 

・ 就業・子育て・不動産情報の提供など、鳥取暮らしを支援する移住定住コンシェルジ

ュを配置します。 

 

③ グリーンツーリズムの促進                             

・ 豊かな自然や魅力ある歴史・文化など地域資源の活用や農業体験、イベント、物産販

売等を通じた市街地と中山間地域の住民との交流促進を図ります。 

・ 鳥取県東部地域のグリーンツーリズムや農家漁家民泊の促進に向け、「とっとり因幡

グリーンツーリズム推進協議会」による一元的な情報発信と相互連携を進めます。（再

掲） 
 
 
 

指標名 現状 目標 指標の説明 

住んでいる地域に今後も

住み続けたいと思う市民

の割合 

82.1% 

（Ｈ26 年度） 

89.0% 

（Ｈ31 年度） 

市民アンケート調査で、住

んでいる地域に今後も住み

続けたいと回答をした市民

の割合。 

移住定住者数 
200 世帯 351 人

（Ｈ26 年度） 

1,320世帯2,400人

（Ｈ27～32 年度）

平成 32 年度末までに鳥取

市定住促進・Ｕターン相談

支援窓口を通じて本市に移

住した世帯の数。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
79鳥取市空き家情報バンク：空き家の賃貸・売却を希望する人から申込みを受けた空き家を利用希望者に紹介する仕組み。 
80鳥取ふるさとＵＩ（友愛）会：「鳥取市定住促進・Ｕターン相談支援窓口」を通じて本市に移住した方々が中心となって設 

立。市、県へ移住定住した方が快適で楽しく有意義に暮らせるよう、定住者の交流やネットワークづくりに取り組む団体。 
81移住・交流情報ガーデン：移住定住者と移住定住希望者の情報発信や交流拠点として、平成 28 年に開設を予定。移住定住 

者の交流や移住定住希望者への各種支援情報の提供等を行う。 

関連する個別計画等：鳥取市新市域振興ビジョン、第 3 次鳥取市経済再生・雇用創造戦略、

鳥取市若者定住戦略方針 

（４）評価指標 

3

3



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

○ 本

養

 

○ 

 

○ 平

組

 

○ 本

ち

 

 

 

   中

産

維

 
 
 
 

① 安

・ 

・ 

・ 

 

② 地

・ 

・ 

 

 

 

施策

（１

（３

（２）

本市域のほ

おり、地域

養、地球温

し、物質的

ります。 

中山間地域

日常生活に

ます。 

平成２２年

中山間地域

りをめざす

おいても、

組んでいま

本市の安定

ちづくりの

図りながら

中山間地域に

産業の振興、

維持・活性化

安全・安心な

地域の人々

ます。（再

民間企業と

行い、生活

高齢者など

地場産業の活

中山間地域

の産品づく

産業人材の

好循環化を

２ 魅力

）現状と

）施策の

）施策の

ほとんどを占

住民の生活

温暖化の防止

な豊かさよ

域では、居住人

における利便

年に「暮らし

域対策強化方

す「鳥取市新

市民の安全

す。 

定的な発展に

の推進が大切

、しなやか

に暮らす人

、自然の恵

化に努め、魅

な暮らしの確

々がお互いに

再掲） 

と連携した移

活サービスの

ど、災害時の

活性化と雇用

域の主要産業

くりを進める

の育成、雇用

を進めること

力ある中山

課題 

主な内容

基本的方

占める中山間

活の場として

止など多面的

よりも心の豊

人口の減少や

便性の低下や

したい、暮ら

方針」を、平

新市域振興ビ

全・安心な暮

には、中山間

切であり、こ

かさと力強さ

々の安全・

みや伝統文

魅力あふれ

確保   

に心をかよわ

移動販売や拠

の維持を図

の避難体制の

用の確保

業である農林

るとともに、

用のマッチ

とにより、産

山間地域の

容 

方向 

3
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間地域は、豊

てのみならず

的・公益的な

豊かさを大切

や高齢化・過

や緊急時に

らしてみたい

平成２６年に

ビジョン」を

暮らしや快適

間地域の恵み

これまで以上

さを併せもつ

安心な暮ら

文化の保護・

る中山間地

     

わせ助け合

拠点施設へ

ります。 

の構築や平

     

林水産業に

、研修支援に

ング、地域

産業の活性

の振興 

豊かな自然や

ず、土地の保

な機能を有し

切にする価値

過疎化、空き

おける対応

いふるさと

には新市域の

を策定し、少

適な生活が維

みを十分享受

上に市民と行

つ地域づくり

らしを確保し

伝承、地域

地域の振興を

     

合う、ふれあ

の店舗機能

平時からの見

     

ついては、

による担い

の活性化な

化を図りま

や景観、歴史

保全、食料の

しており、自

値観や生活様

き家の増加等

応への不安感

鳥取」を目

の「個性」を

少子高齢化の

維持できるよ

受し、資源や

行政が知恵を

りが必要です

し、農林水産

域間交流の促

を図ります。

     

あいのある地

能の追加等に

見守り体制づ

     

各地域の特

手や後継者

など地域課題

ます。（再掲）

史・文化に育

の供給、水源

自然や食等を

様式を育む場

等が進行して

感が課題とな

目標とする

を生かしたま

の進む中山間

よう各種事業

や特性を生か

を出し合い、

す。 

産業をはじめ

促進等による

 

     

地域づくりを

による買い物

づくりを進め

     

特色を生かし

者の育成を図

題を解決し、

） 

育まれて

源のかん

を大切に

場でもあ

ており、

なってい

「鳥取市

まちづく

間地域に

業に取り

かせるま

、協働を

めとする

る地域の

    

を推進し

物支援を

めます。 

     

した独自

図ります。 

経済の
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③ 魅力ある地域づくり・人づくりの推進                           

・ 地域住民や団体が若者を巻き込みながら自ら創意工夫を凝らし、中山間地域等の活

性化をめざした計画の策定や計画に基づいて展開する地域づくり事業を積極的に支

援します。 

・ 若者たちが３大都市圏等から移住し、地域資源の利活用等に取り組む「地域おこし

協力隊」や、集落での状況把握や話し合い等を推進する「地域振興推進員（集落支

援員）」の活動により地域の維持・活性化を促進します。 

・ 地域の遊休施設等を活用し、健康づくりや買い物など暮らしを支えるさまざまなサ

ービスの提供や世代間交流ができるコミュニティの拠点づくりを進めます。 

・ 「まちづくり協議会」をはじめ、子どもから大人まで多くの市民が参加、参画できる

「協働」の取組を促進し、地域のリーダーとなる人材を育成します。（再掲） 

・ 中山間地域が元気になる人材養成塾「とっとりふるさと元気塾」を開催し、集落等

の課題解決や活性化、商品開発、むらまち交流等の実践者やリーダーとなる元気あ

ふれる人材を育成します。（再掲） 

・ 伝統芸能、伝統行事の保存、継承と活用を進めます。 

 

④ 交流による活性化と移住定住の促進                           

・ 豊かな自然や魅力ある歴史・文化など地域資源の活用や農業体験、イベント、物産

販売等を通じた市街地と中山間地域の住民との交流促進を図ります。（再掲） 

・ 鳥取市空き家情報バンクによる空き家の賃貸や売却希望者から利用希望者に紹介す

る仕組みづくりを進め、受入体制の充実を図り、移住定住を促進します。（再掲） 

・ 半農半Ｘなど里山における多様なライフスタイルを提案します。（再掲） 

 

 
 

指標名 現状 目標 指標の説明 

買い物に不便を感じて

いる無店舗地区82の数 

5 地区 

（Ｈ26 年度） 

0 地区 

（Ｈ32 年度） 

H23 年度末現在、11

地区あった無店舗地区

が事業効果により H26

年度末現在、５地区まで

解消。新規事業者の参入

や既存事業者のルート

拡充の支援により無店

舗地区の解消をめざす。

まちとむらの住民によ

る交流の件数 

6 件 13 団体 

（Ｈ26 年度） 

30 件 60 団体 

（Ｈ28～Ｈ32 年度）

都市部と農山漁村部の

住民による中山間地域

の資源等を活用した交

流の目標数。 

（５ヶ年累計） 

地域課題の解決に取り

組むリーダーの認定者

数 

141 人 

（Ｈ2６年度） 

270 人以上 

（Ｈ32 年度） 

地域課題の解決に向け

とっとりふるさと元気

塾で養成されるリーダ

ーの目標数。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
82無店舗地区：生鮮食料品や日用品など取扱店舗・移動販売が無い地区。 

関連する個別計画等：鳥取市新市域振興ビジョン、鳥取市中山間地域対策強化方針、第 3 

次鳥取市経済再生・雇用創造戦略、鳥取市若者定住戦略方針 

（４）評価指標 

3

3



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

○ 本

歴

住

 

○ 平

議

 

 

 

   中

ト

る

 
 
 
 

① 街

・ 

・ 

 

② 商

・ 

 

③ 鳥

・ 

・ 

 

④ 鳥

・ 

 

 

 

             
83第２期鳥

するため

平成 25

施策

（１

（３

（２）

本市の中心

歴史・文化

住人口や歩

ぎわいの創

平成２５年

を受け、「

議会や関係

中心市街地と

トな都市づく

る中心市街地

街なか居住の

住まいに関

するととも

空き家等の

り、中心市

商店街のにぎ

商店街の環

した新規開

鳥取駅周辺地

鳥取駅周辺

人の流れを

備を行いま

市道駅前太

来街者の増

鳥取城跡周辺

鳥取城跡大

取城跡周辺

                  
鳥取市中心市街地

め、中心市街地

5 年 3 月に第２

３ 中心

）現状と

）施策の

）施策の

心市街地は、

資源を有し

歩行者通行量

出が課題と

年３月に「第

街なか居住

係商店街等と

と周辺地域

くりを進め

地の形成を図

の推進   

関する総合相

もに、街なか

の既存スト

市街地への転

ぎわい形成 

環境整備、販

開業の促進等

地区のにぎわ

辺の交通結節

を創り出す

ます。 

太平線（バ

増加によるに

辺地区の観光

大手登城路復

辺地区の地域

                   
地活性化基本計画

の活性化に関す

２期計画を策定し

心市街地の

課題 

主な内容

基本的方

鳥取県東部

し、多様な機

量の減少、空

となっていま

第２期鳥取市

住の推進」と

と連携しなが

の生活拠点

る中で、都

図ります。

    

相談窓口を

か居住に関す

ックの利活

転入促進を図

    

販売促進や

等により、商

わいの創出

節点として

とともに、

ード・ハッ

にぎわい創出

光交流の促

復元整備や

域資源を生か

画：中心市街地

する法律に基づき

し、内閣総理大臣

の活性化

容 

3 

方向 
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部地域最大の

機能が集積し

空き家・空き

ます。 

市中心市街地

と「にぎわい

がら各種事業

点が連携した

都市機能と居

 

     

を設置し、建

する情報発

活用を促進す

図ります。

     

や新商品開発

商店街のに

出     

の機能を強

人が集まり

ト）を活用

出を図りま

促進    

お堀端道路

かした観光

地における都市機

き、平成 19 年

臣の認定を受け

3

の交通の要衝

した経済・交

き店舗の増加

地活性化基本

いの創出」を

業に取り組ん

た魅力ある多

居住の集積を

     

建築、金融関

信を行いま

する空き家改

 

     

発等の取組に

ぎわい形成

     

強化し、鳥取

り交流できる

用したイベン

す。 

     

路の再整備、

光交流の促進

機能の増進や経済

11 月に「鳥取

けている。 

衝である鳥取

交流の中心で

加等が進展し

本計画83」の

を目標に、中

んでいます。

多極ネットワ

を生かした魅

     

関係等とのネ

ます。 

改修補助など

     

に対する支援

成を図ります

     

取駅と既存商

る空間を創出

ント等を支援

     

情報発信の

進を図ります

済活力の向上を

取市中心市街地活

取駅や鳥取城

ですが、一方

しており、魅

の内閣総理大

中心市街地活

 

ワーク型のコ

魅力とにぎわ

     

ネットワーク

ど各種支援制

     

援、空き店舗

す。 

     

商業施設等と

出するための

援し、鳥取駅

     

の充実等によ

す。 

を総合的かつ一体

活性化基本計画」

城跡等の

方では居

魅力とに

大臣認定

活性化協

コンパク

わいのあ

    

クを構築

制度によ

    

舗を活用

    

との間に

の基盤整

駅周辺の

    

より、鳥

体的に推進 

」を策定。
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⑤ 遊休不動産を活用したまちづくりの推進                     

・ 空き家、空き店舗等の遊休不動産をリノベーション84手法により再生し、活用する

ことで、まちの魅力向上を図る民間主導のまちづくりを推進します。 

 

 
 

指標名 現状 目標 指標の説明 

中心市街地の居住人口 

（社会増減数） 

４１人 

（Ｈ22～26 年度

の平均） 

5 年間の平均をプラス

にします。 

（Ｈ28～32 年度） 

中心市街地の居住人口

の社会増減数（転入者数

－転出者数）。 

中心市街地における歩

行者・自転車通行量 

平日：17,338 人 

休日：17,407 人 

（Ｈ26 年度） 

平日・休日：18,400 人

（Ｈ32 年度） 

中心市街地の主要10地

点における歩行者・自転

車通行量の合計。 

中心市街地新規開業数 
27 店舗 

（Ｈ26 年度） 

100 店舗 

（Ｈ28～32 年度） 

商店街振興組合区域等

における新規開業数。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
84リノベーション：既存の建物に改修工事を行い、用途や機能を変更して性能を向上させたり付加価値を与えたりすること。 

関連する個別計画等：第２期鳥取市中心市街地活性化基本計画、鳥取駅周辺再生基本構想、

鳥取城跡周辺にぎわい交流ビジョン、第 3 次鳥取市経済再生・雇用

創造戦略、鳥取市若者定住戦略方針 

（４）評価指標 

3



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

○ 

や

 

 

   

民

し

を

 
 
 
 

① 市

・ 

・ 

 

② 外

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

 

③ 国

・ 

・ 

・ 

・ 

 

 

施策

（１

（３

（２

グローバル

す。文化や

やすい都市

 

「鳥取市国際

民の国際意識

しみやすい、

をめざします

市民との連携

韓国清 州
ちょんじゅ

市

る文化、伝

中国太倉
たいそう

市

を含む環日

外国人が暮ら

外国人が安

援、相談体

外国人住民

の交流を促

国際交流員

解の向上を

多文化共生

しながら、

留学生の就

促進します

国際経済・観

ロシア、中

販路拡大の

ロシア、中

や産学金官

します。（再

官民で組織

市国際観光

多言語表示

を図ります

４ 世界

）現状と

）施策の

）施策の

ル化の進展に

生活環境の

市環境をつく

際交流指針

識の高揚や

、多様な文

す。 

携による多様

市、ドイツ

伝統等にふれ

市・オルドス

日本海諸国と

らしやすく

安心して生活

体制の整備を

民が地域社会

促進します。

員による地域

を図ります。

生のまちづく

国際交流プ

就職支援によ

す。 

観光交流の推

中国、韓国な

の取組を支援

中国、韓国の

官で構成する

再掲） 

織する鳥取市

光客サポート

示による案内

す。（再掲） 

界に開かれ

課題 

主な内容

基本的な

に伴い、外国

の違いを互い

ることが必

」に基づき

相互理解の

化が共生し

様な国際交

ハーナウ市

れる機会を増

ス市・延辺
えんぺん

朝

との交流を進

訪れやすい

活し、訪れる

を図ります。

会の一員とし

 

域や学校での

 

くりを推進す

プラザのさら

よる企業の国

推進   

など環日本海

援・促進し、

のコーディネ

る鳥取市国際

市国際観光推

トセンターに

内標識の設置

れたまちづ

容 

な方向 

2
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国人労働者や

いに理解し合

必要です。

き、姉妹都市

の増進を図り

した活力のあ

交流の展開

市との姉妹都

増加させ、相

朝鮮族自治州

進めます。

い環境づくり

ることができ

 

して、地域と

の国際理解講

するため、鳥

らなる活用促

国際化と競

     

海諸国の交流

本市の経済

ネーターを配

際経済発展協

推進連絡会に

による外国人

置や外国語版

づくり 

3

や留学生が増

合い、外国人

市や交流都市

り、外国人が

あるまち、世

     

都市の取組を

相互理解を深

州、ロシアウ

り     

きるよう多言

との関わりを

講座や交流イ

鳥取県国際交

促進を図りま

争力の強化

     

流都市をはじ

済発展をめざ

配置する鳥取

協議会を中心

により国際観

人観光客の支

版観光サイ

2

増加していく

人にとっても

市を基軸とし

が暮らしやす

世界に開かれ

     

を国際交流の

深め、交流を

ウラジオスト

     

言語による情

を深めていく

イベントによ

交流財団や民

ます。 

化や高度外国

     

じめとする海

ざします。（

取市環日本海

心に、国際経

観光を推進す

支援体制を強

トの充実など

くものと予想

も生活しやす

した交流を進

すく、訪れる

れたまちとな

     

の中核として

を広げます

トク市等の交

     

情報提供、日

くため、地域

より、市民の

民間交流団体

国人人材の定

     

海外への市場

（再掲） 

海経済交流セ

経済観光交流

するととも

強化します

ど、受入体制

想されま

すく訪れ

進め、市

る人が親

なること

     

て、異な

。 

交流都市

     

日本語支

域住民と

の国際理

体と連携

定着化を

     

場開拓や

センター

流を推進

に、鳥取

。（再掲） 

制の整備
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指標名 現状 目標 指標の説明 

国際交流員の国際理解講

座等への派遣回数 

8６回 

（Ｈ26 年度） 

１００回 

（Ｈ3２年度） 

地域や学校等で実施する国

際理解講座や料理教室等へ

の国際交流員の派遣回数。 

【再掲】国際観光客サポ

ートセンター案内件数

（年間） 

5,221 人 

（Ｈ2６年） 

10,000 人 

（Ｈ32 年） 

鳥取駅に設置する「鳥取市

国際観光客サポートセンタ

ー」での外国人案内件数。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関連する個別計画等：鳥取市国際交流指針、第 3 次鳥取市経済再生・雇用創造戦略、鳥取

市若者定住戦略方針 

（４）評価指標 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
○ 高

ざ
可
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体
す

 
○ 鉄

可
す

 
○ 東
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  現

と

コ
 
 
 
 

① 総

・ 

 

② 鉄
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・ 

 

③ 鳥

・ 

 

④ 鳥
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85フリーゲ

の線路を
86鳥取港振

ス、にぎ

施策

（１

（３

（２）

高齢化がよ
ざまな活動
可欠です。

本市の公共
ビス低下が
体系を見直
す。 

鉄道の高速
可欠です。
す。 

東京への定
らず、国際
便性を高め

現状のバス路

とれた、誰も

コナン空港と

総合公共交通

利便性の高

鉄道、タク

鉄道の利便性

ＪＲ山陰本

ます。 

山陰新幹線

鳥取砂丘コナ

官民連携組

鳥取港の利用

関西圏や山

港振興会86

                  
ゲージトレイン

を構成する左右

振興会：市・県

ぎわいイベント

５ 公共

）現状と

）施策の

）施策の基

り一層進展
・交流を行
 

交通の現状
がさらに利用

し、利便性

化は、地域
山陰新幹線

期便が発着
物流や国際
るには搭乗

路線網を再編

もが使いやす

と鳥取港の活

通システム

高い効率的な

クシー、自転

性の向上  

本線・因美線

線やフリーケ

ナン空港の利

組織によるプ

用促進   

山陽圏の企業
6」と連携し

                   
：新幹線と在来線

のレールの間隔

・鳥取商工会議所

の実施等を行い

共交通の確

課題 

主な内容

基本的方

展することが
行うためには

状は、利用者
用者の減少を
性が高く効率

域の経済・文
線やフリーゲ

着する鳥取砂
際観光に対応
乗率の向上や

編し、鉄道、

すく利便性の

活用促進を図

の構築  

な公共交通シ

転車など、他

    

線や智頭急行

ケージトレイ

利用促進

プロモーショ

    

業はもとより

して進め、鳥

線など、異なる

隔）に合わせて変

所・港湾関係業

い、鳥取港の利活

確保 

容 

方向 
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が見込まれる
は、地域内の

者の減少が減
を招くという
率的な総合公

文化の発展や
ゲージトレイ

砂丘コナン空
応できる交通
や取扱貨物量

、タクシー

の高い公共

図ります。

     

システムの構

他の交通手段

     

行、若桜鉄道

インなど高速

     

ョン活動を展

     

り、環日本

鳥取港の利用

る軌間（ゲージ）

変えることができ

業界等によって設

活用による圏域の

3

3

る中、市民が
の路線バスや

減便や廃止等
う悪循環にな
公共交通シス

や住民福祉の
イン85など高

空港や重要港
通拠点です。
量の安定的な

、自転車な

交通の確保

 

     

構築をめざ

段との連携を

     

道の利便性向

速鉄道の整備

     

展開し、空港

     

海諸国に対

用を促進しま

を直通運転でき

きる電車のこと

設立され、船舶

の活性化をめざ

が安心して快
や鉄道等の公

等のサービス
なっています
ステムを構築

の向上など、
高速鉄道の早

港湾である鳥
この拠点機

な確保が必要

など、他の交

保を進めます

     

し、現状の

を図ります。

     

向上を関係機

備を国に求め

     

港の利用促進

     

対するポート

ます。 

きるよう、車輪

。 

・貨物の誘致を

ざす取組を行って

快適に生活し
公共交通の充

ス低下を招き
す。現在の公
築する必要が

地域の活性
早期整備が望

鳥取港は、国
機能を充実さ
要です。 

交通手段との

す。また、鳥

     

のバス路線を

。 

     

機関と連携し

めていきま

     

進を図りま

     

トセールスを

輪の左右間隔を軌

を図るためのポー

ている。 

し、さま
充実が不

き、サー
公共交通
がありま

性化に不
望まれま

国内に限
させ、利

の連携が

鳥取砂丘

    

を再編し、

    

して進め

す。 

     

す。 

    

を「鳥取 

軌間（鉄道 

ートセール 
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指標名 現状 目標 指標の説明 

鉄道、バスなど公共交通の

便利さの満足度 

23.1% 

（Ｈ26 年度）

30％ 

（Ｈ31 年度）

市民アンケート調査で中程度の評価

より高い回答をした市民の割合。 

鳥取砂丘コナン空港の年

間搭乗者数 

28 万人 

（Ｈ22～24

年平均） 

37 万人 

（Ｈ32 年度）

鳥取砂丘コナン空港「鳥取－東京」

便の年間搭乗者数。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関連する個別計画等：鳥取市地域公共交通総合連携計画、鳥取バス路線網再編実施計画 

（４）評価指標 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

○ 文

活

組

 

○ 

活

○ 今

が

○ 文

 

 

 

  本

代

ひ

 

 
 
 

① 市

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

 

② 伝

・ 

・ 

・ 

 

             
87ことるり
88鳥の劇場

招聘、舞

活動を行

施策

（１

（３

（２）

まちづ

地域

 —

文化芸術の

活力と魅力

組は、市民

「ことるり

活動の活発

 

今後も市民

ともに、郷

が必要です

 

文化芸術活

本市特有の自

代的な特徴を

ひとづくりを

市民の文化芸

文化芸術の

市民や文化

支援に努め

文化芸術は

の交流に努

将来を担う

くりを進め

鳥取市文化

取組を行う

伝統文化の保

伝統芸能、

文化芸術を

子どもや青

す。 

                  
り舎：気高町を拠

場：鹿野町の廃校

舞台芸術家との

行っている。 

１ 文化

）現状と

）施策の

）施策の

づくりの目

域に活気が

—政策３ 魅

の振興は、市

を高めてい

民の文化芸術

舎87」、「鳥

発化を図って

民が身近に文

土の伝統芸

す。 

活動の拠点と

自然の豊かさ

を踏まえ、文

を進めるとと

芸術活動の推

の薫りあふれ

化団体等によ

めます。 

は、人と人が

努めます。 

う若者による

めます。 

化芸術振興条

うことにより

保存・継承 

、伝統行事の

を発展させる

青少年の文化

                   
拠点にギャラリ

校になった小学校

交流、他芸術ジ

化芸術の振

課題 

主な内容

基本的方

標３ 

があるまち 

魅力ある鳥取

市民の創造性

いくことにつ

術に親しむ機

鳥の劇場88」、

ています。

文化芸術に親

芸能や文化団

として「県立

さなど地域的

文化芸術を振

ともに、特色

推進   

れるまちづ

よる自主的

が交流する

る文化芸術

条例に基づ

り、文化芸術

    

の保存、継

る担い手と

化芸術体験

ー運営、アート

校と幼稚園を劇

ジャンルとの交流

振興 

容 

3

方向 

取文化づく
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性と豊かな心

つながります

機会の創出や

「鳥取市民

親しみ、自ら

団体等の文化

立美術館」の

的な特徴と

振興するこ

色あるまち

     

づくりを進め

な文化芸術

ことで広ま

術活動の推進

づき、市や市

術の振興を

     

承と活用を

なる人材の

験交流の機会

トイベント企画、

劇場として再生し

流、教育普及活動

り 

心を育み、地

す。さらに、

や交流人口の

民美術展」な

ら参加・創造

化芸術活動の

の建設に向け

、これまで

とにより、

づくりを推

     

め、市民意識

術の振興を推

まり盛んにな

進を図るため

市民、文化芸

より一層推

     

を進めます。

の発掘や育成

会を提供し、

映像制作等を手

し、演劇創作を中

動など、交流人

地域への誇り

文化施設の

の増加につな

など、市民の

造できる環境

の保存、継承

けた取組が必

で長く培われ

ふるさとを

推進します。

     

識の高揚に努

推進するため

なります。さ

め、若者が文

芸術団体が連

推進します。

     

（再掲） 

成を支援しま

感受性豊か

手掛ける芸術団

中心に、国内・

人口を増やし、地

りと連帯感や

の集客力を高

ながります。

の自主的な文

境づくりを進

承と発展を図

必要です。 

れてきた伝統

を愛し、次代

 

     

努めます。 

め、文化団体

さまざまな文

文化に親しむ

連携し、協働

 

     

ます。 

かな人材を育

体。 

海外の優れた舞

地域の魅力を感じ

やまちの

高める取

。 

文化芸術

進めると

図ること

統など時

代を担う

    

体等への

文化芸術

む環境づ

働による

    

育成しま

舞台作品の 

じてもらう
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・ 文化の発展を理解する上で欠かせない地域の歴史的な文化遺産の保存・活用を図り、

次の世代へつなげます。 

 

③ 文化芸術の創造、発表・鑑賞機会の充実                           

・ 埋もれた地域伝統芸能の掘り起こしや新たな文化芸術の創造を支援します。 

・ 鳥取市民会館、鳥取世界おもちゃ館（わらべ館）等の施設の充実を促進します。 

・ 市民美術展や伝統工芸品展、文化芸術講座など、文化芸術を鑑賞、体験する活動を

促進し、市民が文化芸術に親しむ環境の整備を進めます。 

・ 県立美術館の誘致に向け、市内経済団体や文化団体等が行っている取組と連携・協

力し、多くの市民や圏域住民とともに、本市への県立美術館整備の実現をめざしま

す。 

・ 国内外のアーティスト等が地域と関わりながら行う滞在制作・展示活動を促進する

とともに、工芸村を開設し、アーティスト等の移住定住につなげ、地域の活性化を

図ります。（再掲） 

 

 
 

指標名 現状 目標 指標の説明 

主な文化施設への入込数 

 

215,403 人 

（Ｈ26 年度） 

 

237,000 人 

（Ｈ32 年度） 

鳥取市民会館、わらべ館、

高砂屋の入込数の合計を

５年間で約１０％の増加

をめざす。 

市内文化活動団体への加

入団体数 

222 団体 

（Ｈ26 年度） 

２３５団体 

（Ｈ32 年度） 

市内文化活動団体への加

入団体数を５年間で約

５％の増加をめざす。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）評価指標 

3

関連する個別計画等：鳥取市若者定住戦略方針 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 本

表

跡

 

○ 市

造

○ 

化

○ 文

訪

○ 市

体

 

 

 

   歴

成

 

 
 
 

① 文

・ 

・ 

・ 

 

② 文

・ 

 

③ 文

・ 

 

 

 

施策

（１

（３

（２）

本市は、恵

表する都市

跡（国史跡）

をはじめ、

市民が親し

民の郷土愛

造につなが

 

日本遺産制

化財の適切

 

文化財とそ

訪者の魅力

 

市民一人ひ

体となって

歴史と文化の

成を図るとと

文化財の保護

史跡鳥取城

をはじめと

本市にとっ

し、適正な

中核市への

視点に立っ

文化財保護意

文化財の顕

用を推進し

財保護意識

文化施設の整

鳥取市歴史

風閣等の文

２ 文化

）現状と

）施策の

）施策の

まれた自然

市として発展

）、観音院
かんのんいん

庭
てい

民俗文化財

しみをもって

愛や誇りを醸

がります。 

度の創設な

な保存・整

その周辺の歴

となり、交

ひとりが先人

積極的に保

の薫りに満ち

ともに、保護

護と整備  

城跡附太閤

とする本市の

って価値の高

な保存管理に

の移行に伴

った計画的な

意識の醸成 

顕彰と理解を

し、市民自

識の醸成に努

整備    

史博物館（や

文化施設の整

化財の整備

課題 

主な内容

基本的方

然環境のもと

展したまちで

庭園
いえん

（国名勝

財や美術工芸

て文化財に接

醸成するとと

など文化財の

整備と管理・

歴史・文化を

交流人口の増

人から継承し

保護し、活用

ちた活力の

護と活用によ

    

ヶ平、史跡

の貴重な文化

高い文化遺

に努めます。

う権限移譲

な保護と整備

    

を深めてい

らが地域の

努めます。

    

やまびこ館）

整備や展示

備・保存・

容 

方向 
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とで、長い歴

であり、史跡

勝）、仁風閣

芸品など、数

接し、郷土の

ともに、文化

の活用の機運

活用が求め

を生かしたま

増加による地

した多くの貴

用を推進しつ

あるまちづ

より郷土の

     

跡青谷上寺地

化財の保護

遺産を保護す

。 

譲や「歴史文

備を図りま

     

くために、

の歴史と文化

     

）、鳥取市因

内容の充実

・活用 

歴史と伝統文

鳥 取 城 跡 附
とっとりじょうあとつけ

・旧美歎
み た に

水源

数多くの文化

の歴史と文化

化交流が促進

運が高まって

められていま

まちづくりは

地域の活性化

貴重な文化財

つつ後世に引

づくりを進め

誇りである

     

地遺跡、重要

、整備に取

するため、必

文化基本構想

す。 

     

幅広い年齢

化の重要性を

     

因幡万葉歴史

実を図ります

文化に支えら

附
たり

太
たい

閤
こう

ヶ
が

平
なる

源池水道施設

化財が所在し

化への理解を

進され、本市

ており、地域

ます。 

は、市民をは

化が期待され

財の重要性を

引き継ぐこと

め、文化財を

る文化財を次

     

要文化財旧美

取り組みます

必要なものは

想」の策定等

     

齢層に対して

を学習する活

     

史館、鳥取市

す。 

られ、山陰地

平
る

・史跡青谷上
か

設（国重要文

しています。

を深めること

市の魅力や活

域の資産とし

はじめ観光客

れます。 

を認識し、地

とが必要です

を愛護する精

次代へ継承し

     

美歎水源地水

す。 

は文化財とし

等により、長

     

て文化財の公

活動を通して

     

市あおや郷土

地方を代

上
かみ

寺地
じ ち

遺

文化財）

。 

とは、市

活力の創

しての文

客など来

地域が一

す。 

精神の醸

します。 

    

水道施設

して指定

長期的な

    

公開と活

て、文化

    

土館、仁
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指標名 現状 目標 指標の説明 

「文化財が適切に保存管

理されている」と思う市民

の割合 

62.0％ 

（Ｈ2６年度）

65.0％ 

（Ｈ３1 年度）

市民アンケート調査で中程度の

評価より高い回答をした市民の

割合。 

主な文化財関連施設への

入込数 

111,369 人

（Ｈ26 年度）

120,000 人

（Ｈ32 年度）

歴史博物館（やまびこ館）、因幡

万葉歴史館、仁風閣、あおや郷

土館、青谷上寺地遺跡展示館の

入込数の合計。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関連する個別計画等：史跡鳥取城跡附太閤ヶ平保存整備基本計画、重要文化財旧美歎水源 

池水道施設保存活用計画 

（４）評価指標 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 大

危

 

○ 住

災

○ 

○ 災

 

 

 

   頻

す

い

 
 
 
 

① 市

・ 

 

② 防

・ 

・ 

 
③ 自

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

             
89防災コー

管理課に
90とっとり

う方に防

施策

（１

（３

まちづ

安全

 —

（２）

大規模化・

危機管理体

住民一人ひ

災に対する

 

防災行政無

 

災害危険区

まちづくり

頻発する自然

するとともに

いまちづくり

市役所新本庁

平成 31

舎の建設を

防災の拠点と

地域の防災

ます。 

災害時の初

する防災組

自主防災会の

防災リーダ

推進します

防災コーデ

鳥取市総合

市民自らが

します。 

とっとり地

防災資機材

                  
ーディネーター

に設置。 

り地域ぼうさいメ

防災情報等をメー

１ 地域

）現状と

）施策の

づくりの目

全・安心な

—政策１ 暮

）施策の

複雑化する

体制の強化が

ひとりの防災

取組が不可

無線や消防団

区域からの住

が求められ

然災害から

に、「自助

りを進めます

庁舎の建設 

年度の完成

を進めます。

としての総合

災拠点となる

初動対応を迅

組織との連携

の支援   

ダーや防災指

す。 

ディネータ

合防災マップ

が、地域の危

地域ぼうさ

材の整備を支

                   
：自主防災会の活

メール：住民の早

ールで配信する

域防災力の

課題 

主な内容

標４ 

なまち 

暮らしの安全

基本的方

る自然災害や

が求められて

災意識の高揚

可欠です。

団設備・資機

住宅移転や市

れています。

生命を守り

」「共助」

す。 

    

成に向け、市

。 

合支所の機

る施設とし

迅速にする

携を強化し、

    

指導員など

ー89による自

プや防災ハ

危険箇所等

いメール90に

支援します

活動支援、防災

早期避難や安全

もの。 

の向上 

容 

全を守るま

3 

方向 
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や新たな危機

ています。

揚や防災知識

機材等の計画

市有建築物の

 

、被害を軽

「公助」が

     

市民の安全・

機能強化  

して、総合支

ため、近隣

、総合支所

     

、地域の防

自主防災会

ンドブック

等を確認しな

により、迅

。 

災リーダーや防災

全の確保につなげ

ちづくり 

機に対し、迅

識の習得など

画的で効率的

の耐震診断・

軽減していく

が連携し、一

     

安心な暮ら

     

支所庁舎の防

隣の総合支所

所の防災体制

     

防災活動の中

の活動を支

クの作成と全

ながらつくる

速に災害情

災指導員の育成を

げるため、消防団

迅速かつ的確

ど、地域住民

的な配備・更

・改修の促進

くため、防災

一体となって

     

らしを支える

     

防災機能の向

所間の支援や

制の充実を図

     

中核を担う人

支援します。

全戸配布を実

る地区防災マ

情報を提供し

を行うため、平

団や自主防災会

確に対応す

民が主体とな

更新が必要で

進など、災害

災・減災体制

て機能する災

     

る拠点となる

     

向上を計画的

や消防団をは

図ります。 

     

人材の養成、

 

実施するとと

マップの作成

します。 

平成１９年４月か

会等の地域防災の

するため、

なった防

です。 

害に強い

制を強化

災害に強

    

る新本庁

     

的に進め

はじめと

    

配置を

ともに、

成を支援

から市危機 

の中核を担 
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④ 防災設備の整備                                  

・ 防災行政無線のデジタル化の整備を進めるとともに、さまざまな伝達手段を活用し

防災情報伝達体制の強化を図ります。 

・ 消火栓、防火水槽の整備を計画的に実施し、消防水利の確保に努めます。 

・ 消防ポンプ車やポンプ車格納庫等を整備し、地域防災の要である消防団の充実強化

を図ります。 

 

⑤ 危機管理体制の強化                               

・ 災害発生時の優先的業務を定める業務継続計画（ＢＣＰ）91の定期的な見直しを図

ります。 

・ 他の自治体をはじめ、流通業者、福祉施設、建設業者など多角的な災害時応援協定

に基づく災害時の応援体制を強化します。 

・ 中核市移行に伴う保健所の設置により担うこととなる感染症、食の安全等の健康に

対する危機管理や災害時の医療等について、関係機関との連携を充実し、予防・対

処能力を強化します。 
 

⑥ 災害に強いまちづくりの推進                           

・ 大規模自然災害発生時における人命保護や市民の財産、公共施設の被害の最小化、

迅速な復旧復興等の指針となる、鳥取市版「強靭化地域計画」の策定を推進します。 

・ 災害時に物資・要員輸送を円滑に行うための緊急輸送路の整備を進め、災害に強い

道路ネットワークを構築します。 

・ 災害危険区域内や被害発生区域内における浸水対策・土砂災害対策を進めます。 

・ 震災による被害を最小限にとどめ、震災から市民の生命・財産を保護し、生活環境

の保全に資するため、耐震化に関する市民啓発活動、住宅・建築物・消防庁舎の計

画的な耐震化を促進します。 

・ 住宅や民間特定建築物の耐震診断・改修の促進や市有建築物の耐震診断・改修を行 

います。 
 

⑦ 避難行動要支援者支援制度の普及促進                            
・ 障がいのある人や高齢者など、災害時に自力での避難が困難な避難行動要支援者に

対する支援制度を普及・促進し、避難体制の構築や平時からの見守り体制づくりを
進めます。 

 

⑧ 国民保護体制の整備                               

・ 国民保護計画92に基づき、関係機関との連携体制の強化や市民への啓発を目的とし

た国民保護訓練を実施します。 

 

 
 

指標名 現状 目標 指標の説明 

防災行政無線のデジタル

方式を整備した区域数 

2 区域 

（Ｈ26 年度） 

全市域（9 地区）

（Ｈ32 年度） 

アナログ方式からデジタル方

式へ整備した区域の数。 

 

 

 

 

 

                                                  
91業務継続計画（BCP）：災害時の優先業務の実施態勢を確保するため、事前に必要な人員、資機材等の確保・配分を定めて 

おき、災害発生後の業務の立ち上げ時間の短縮や発災後の業務レベルの向上を図る計画。 
92国民保護計画：外国から武力攻撃を受けた場合の国民の避難、救援、必要な物資の備蓄等について各自治体がつくる計画。 

国民保護法に基づく。 

関連する個別計画等：鳥取市地域防災計画 

（４）評価指標   

3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

 

○ 本

 

○ 高

た

 

 

 

   警

交

 

 
 
 

① 自

・ 

・ 

 

② 交

・ 

・ 

・ 

・ 
 

③ 防

・ 

・ 

 

 

 

 

 

 

 

             
93防犯灯：

の申請に

施策

（１

（３

（２）

防犯に対す

本市は、「交

「暴走族追

しています

高齢者の交

た交通弱者

警察、国、県

交通安全活動

自主防犯活動

警察等の関

な提供を進

地区防犯協

交通安全活動

警察、国、

ます。 

交通安全指

を図ります

子どもや高

保育園、学

交通安全対

防犯・交通安

街路灯、防

交通事故の

道路標識や

                  
夜間、不特定多

に基づき市が設

２ 防犯

）現状と

）施策の

）施策の

する啓発や防

交通安全都市

追放都市宣言

す。 

交通安全意識

者を交通事故

県など関係機

動の推進によ

動団体の支援

関係機関と連

進め、地域防

協議会、自主

動の促進  

県など関係

指導員の育成

す。 

高齢者等の交

学校等での交

対策協議会、

安全施設の

防犯灯93等を

の発生を抑止

やガードレー

                   
多数の人が通行す

置する電灯のこ

犯・交通安

課題 

主な内容

基本的方

防犯設備の設

市宣言（昭和

言（昭和５６

識の一層の高

故から守る取

機関との連携

よる安全・安

援    

連携して、防

防犯の取組を

主防犯活動団

    

係機関と連携

成をはじめ、

交通弱者が交

交通安全活動

交通安全指

整備   

を整備し、夜

止するため、

ールなど交通

する生活道路で

こと。設置後は町

安全対策の

容 

方向 
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設置など、防

和３７年）」、

６年）」を行

高揚を図ると

取組を進める

携を強化しな

安心なまち

     

防犯意識の高

を促進します

団体の活動を

     

携を図りなが

地域の交通

交通事故の被

動を促進しま

指導員会、交

     

夜間における

国、県など

通安全施設の

で、暗くて通行に

町内会等が維持管

の充実 

防犯体制整備

「飲酒運転

行い、市民と

とともに、子

る必要があり

ながら、地域

をめざしま

     

高揚に向けた

す。 

を支援します

     

がら、交通安

通安全活動を

被害にあう

ます。 

交通安全保護

     

る安全な通行

ど道路管理者

の計画的な整

に支障がある場所

管理を行う。

備等の一層の

転追放都市宣

とともに交通

子どもや障が

ります。 

域における防

す。 

     

た啓発活動や

す。 

     

安全のための

を促進し、交

ことを防ぐ

護者の会の

     

行を確保しま

者や警察と連

整備を進めま

所や防犯上不安

の推進が必

宣言（昭和４

通安全の取組

がいのある人

防犯体制の充

     

や防犯情報の

     

の各種施策を

交通安全意識

ぐため、地域

活動を支援

     

ます。 

連携・協力し

ます。 

安のある場所に、

必要です。 

４７年）」、

組を推進

人も含め

充実や、

    

の積極的

    

を推進し

識の高揚

域や家庭、

援します。 

     

しながら

町内会等 
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指標名 現状 目標 指標の説明 

交通事故発生件数 
454 件 

（H26 年度）

304 件 

（H32 年度）
市内で発生した交通事故件数。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関連する個別計画等：鳥取市交通安全計画、鳥取市安全で安心なまちづくり基本計画、鳥 

取市通学路交通安全プログラム 

（４）評価指標 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

○ 社

 

○ 市

止

○ 

発

 

 

 

活

な

 

 
 
 

①  

・ 

・ 

・ 

・ 

 

②  

・ 

・ 

 

 

 

 

 

 

 

             
94多重債務

借金が雪
95鳥取市消

的かつ計

施策

（１

（３

（２）

社会生活の

ざまな消費

市民の消費

止等により

 

国、県、消

関する相談

発活動の充

「鳥取市消

活における

な消費生活

消費生活相

市民に身近

国、県、警

適切な対応

地域、福祉

るための

ざします。

鳥取市消費

費者教育の

消費生活に

市民の消費

の啓発事業

ホームペー

の取引情報

                  
務：すでにある借

雪だるま式に増

消費者教育推進計

計画的な推進を

３ 安全

）現状と

）施策の

）施策の

の複雑化や消

費者トラブル

費生活におけ

、その安全

費者団体な

談ができる体

充実が必要で

費生活セン

被害相談や

活を営むこと

相談体制の充

近な相談窓

警察、消費者

応等について

祉団体、事業

「見守りネ

。 

費者教育推進

の推進を図り

に関する情報

費生活に関す

業を積極的に

ージや市報等

報等を積極的

                   
借金の返済に充て

え続ける状態。

計画：市民の消費

図るために策定

全な消費生

課題 

主な内容

基本的方

消費取引の多

ルが発生して

ける被害の実

全を確保する

など関係機関

体制を整備す

です。 

ンターの組織

や情報収集等

とができる社

充実    

口として、

者団体など

て連携強化

業者等と連

ットワーク

進計画（仮

ります。 

報提供   

する知識の

に実施して

等を通じて

的に提供しま

てるために、他

 

費生活の安定と

定する計画。 

生活の確保

容 

方向 
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多様化に伴い

ています。

実態を適正に

ることが重要

関との連携を

するとともに

織及び運営等

等を行う体制

社会の実現を

     

市民総合相

関係機関と

を図ります

連携した高齢

」を構築し

仮称）95を策

     

の普及と情報

いきます。

、日常生活

ます。 

他の金融業者から

と向上をめざし、

保 

い、食品表示

に把握し、新

要です。 

を図り、市民

に、被害等を

等に関する条

制を充実し、

をめざします

     

相談センター

との情報伝達

。 

齢者や障がい

し、被害の未

策定し、学校

     

報提供等を行

 

活に関わりの

ら借り入れる行為

本市における消

示偽装、多重

新たな被害の

民が身近にい

を防止するた

条例」を制定

市民が安全

す。 

    

ーの体制の充

達の迅速化、

いのある人を

未然防止と早

校や消費者団

    

行うため、出

の深い製品や

為を繰り返し、

消費者教育に関

重債務94など

の未然防止や

いつでも消費

ための情報提

定し、市民の

全・安心のも

     

充実を図りま

市民のニー

を消費者被害

早期発見、解

団体等と連携

     

出前講座や講

や食品等の情

利息の支払いも

する取組につい

ど、さま

や拡大阻

費生活に

提供、啓

の消費生

もと豊か

     

ます。 

ーズへの

害から守

解決をめ

携した消

    

講演会等

情報とそ

もかさんで 

いて、体系 
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指標名 現状 目標 指標の説明 

出前講座・講演会等の啓発

活動の年間実施件数 

56 件／年 

（Ｈ26 年度） 

60 件／年 

（Ｈ32 年度） 

出前講座・講演会等の啓発活

動の年間実施件数。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関連する個別計画等：鳥取市消費者教育推進計画（仮称） 

（４）評価指標 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
○ 少

提

公

 

○ 

緑

 

○ 高

で

れ

 

○ 

 

○ 

域

 

 

 

   多

園

の

 

 
 
 

① 多

・ 

・ 

 

② 緑

・ 

・ 

 

 

             
96立地適正

都市機能

施策

（１

（３

まちづ

安全

 —

（２

少子高齢化

提供できる

公共交通で

トワーク型

自然とのふ

緑や憩いの

高速道路ネ

で快適にし

れます。 

いつでも安

さらには老

下水道は、

域の早期解

に努める必

多極ネットワ

園緑地など必

の実現をめざ

多極ネットワ

中心市街地

ネットワー

立地適正化

向けた必要

緑豊かなまち

緑地の適正

かなうるお

都市公園、

                  
正化計画：都市計

能の誘導、公共

１ 生活

）現状と

）施策の

づくりの目

全・安心な

—政策２ 快

）施策の

、人口減少

仕組みを構

有機的に結

型」のコンパ

ふれあいやゆ

の空間の整備

ネットワーク

します。山陰

安全な水道水

老朽化した施

公衆衛生の

解消、浸水・

必要がありま

ワーク型の

必要な社会資

ざします 

ワーク型コ

地と地域生活

ーク型コンパ

化計画96を策

要な施策に取

ちづくりの推

正な保全と緑

おいのあるま

公共空地の

                   
計画マスタープラ

交通の充実等に

活基盤の充

課題 

主な内容

標４ 

なまち 

快適でゆと

基本的方

少社会が進展

構築するには

結ばれ、身近

パクトな都市

ゆとりを求め

備が必要です

クは、地域活

陰自動車道・

水を安定して

施設の更新や

の向上や生活

地震等の災

ます。 

コンパクト

資本を適切

ンパクトシ

活拠点を公共

パクトシティ

策定し、都市

取り組みます

推進   

緑化を計画的

まちづくりを

の芝生化を推

ランの一部とし

について、市町村

充実 

容 

りある生活

3

方向 

- 89 - 

展する中で、

は、中心市街

近なエリアで

市構造に転換

める市民ニー

す。 

活動や経済活

山陰近畿自

て供給するた

や耐震化を計

活環境の改善

災害対策を計

なまちづく

に整備し、

シティの推進

共交通ネッ

ィを計画的に

市機能や居住

す。 

     

的に推進する

を推進します

推進します。

して、コンパクト

村が都市全体の観

環境づくり

持続的に行

街地と日常生

で歩いて暮ら

換していくこ

ーズが高まる

活動の重要な

自動車道等の

ためには、上

計画的に進め

善など市民生

計画的に進め

くりにつなが

持続的に安

進     

トワークで効

に形成します

住の誘導など

     

る「鳥取市緑

す。 

 

トシティ推進のた

観点から包括的

 

3

行政サービス

生活を支える

らせる生活が

ことが必要で

る中、身近な

な基盤であり

の未整備区間

上水道の施設

めることが必

生活を快適に

め、適正な維

がる道路、上

安全で快適に

     

効率良く結び

す。 

ど、コンパク

     

緑の基本計画

ため、居住機能

的に策定する計画

スや生活サー

る地域生活拠

が可能な「多

です。 

な生活環境に

り、市民生活

間の早期整備

設の適正な維

必要です。 

にします。未

維持管理や機

上下水道、住

に暮らせる市

     

び、持続可能

クトシティの

     

画」に基づき

能や医療・福祉・

画。 

ービスを

拠点等が

多極ネッ

における

活を豊か

備が望ま

維持管理、

未普及地

機能向上

住宅、公

市民生活

    

能な多極

の実現に

    

き、緑豊

商業等の 
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③ 高速道路ネットワークの整備                          

・ 鳥取自動車道の４車線化、山陰自動車道・山陰近畿自動車道の早期全線開通、ミッシ

ングリンク97の解消など高速道路ネットワークの一層の充実に向けて、国土交通省を

はじめとする関係機関への要望活動を継続するとともに、国・県・市が連携して必要

な対策を推進します。 

・ 高速道路ネットワークの整備に併せ、関係地域の環境整備を計画的に行います。 
 

④ 幹線道路ネットワークと生活道路環境の整備                   

・ 高速道路整備の進展や市街地の渋滞状況等を考慮の上、必要な幹線道路の整備を検討

します。 

・ 「鳥取市道路アセットマネジメント基本計画98」に基づいて各長寿命化計画を作成し、

道路施設の計画的な修繕、整備を推進します。 
 

⑤ 上水道の整備                                 

・ 平成３０年度を目標に、鉛製給水管の廃止に向けた水道管の更新を進めます。 

・ 水道施設の適正な維持管理に努めるとともに、各施設がその機能を十分発揮できるよ

う、老朽化した施設の更新を計画的に進めます。 

・ 平常時の安定給水の確保と地震など災害時における給水対策を充実するため、水道施

設の整備を計画的に進めます。 

・ 青谷地域における安定した水質を確保するため、平成２９年度の供用開始を目標に浄

水施設の整備を進めます。 

・ 簡易水道施設の統廃合や老朽化した施設の更新等を計画的に進めます。 
 

⑥ 下水道等の整備                                 

・ 市街化区域や水質保全上重要な地域を中心に、下水道整備を推進します。 

・ 下水道機能の浸水対策や地震対策を推進します。 

・ 下水道施設の予防保全により、施設の効率的な維持管理に努めます。 
 

⑦ 住環境の整備                                 

・ 景観保全、景観形成の意識の高揚を図り、街なみの保存や景観の創出を推進します。 

・ 「都市計画法」、「景観法」の制度を活用した統一感のある景観の形成を図ります。 

・ 定期借地権付き土地分譲事業などライフステージに応じた多様な住宅ニーズに対応

する住宅供給を促進します。 

・ 官民連携により老朽空き家の適正管理や遊休不動産の利活用を適切に進め、市民が快

適に暮らせる住環境の創出を図ります。 

・ 市営住宅の老朽化に対する改築・修繕を行い、居住環境の向上を図ります。 

 

⑧ バリアフリー化の推進                              

・ 高齢者や障がい者をはじめ、すべての人が安全・安心に暮らせるよう、公共交通、道

路、住宅、施設等のバリアフリー化を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
97ミッシングリンク：道路網におけるミッシングリンクとは未整備区間で、途中で途切れている区間のこと。 
98鳥取市道路アセットマネジメント基本計画：財源（税金）を道路や橋の整備に投資する際、効率的、効果的に、そして適切 

に配分・執行することで、より良い公共サービスを提供することを目的とした計画。 

3
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指標名 現状 目標 指標の説明 

安全、迅速に移動できる幹

線道路整備（満足度） 

45.6％ 

（Ｈ26 年度） 

50.0％ 

（Ｈ31 年度） 

市民アンケート調査で中程度

の評価より高い回答をした市

民の割合。 

公共下水道普及率 
75.5％ 

（Ｈ26 年度） 

78.5％ 

（Ｈ32 年度） 

鳥取市の行政人口のうち公共

下水道の処理が可能な区域内

の人口の割合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関連する個別計画等：鳥取市都市計画マスタープラン、立地適正化計画、鳥取市緑の基本 

計画、鳥取市道路ビジョン、鳥取市水道事業長期経営構想、鳥取市 

下水道アクションプログラム、鳥取市若者定住戦略方針 

（４）評価指標 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 地

 

○ 近

変

 

○ 本

み

 

○ 稼

組

 

 

 

   市

自

み

 

 
 
 

① 自

・ 

 

② ご

・ 

 

③ 新

・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策

（１

（３

（２

地球温暖化

降水量の変

近年、環境

変化してき

本市は、恵

みの減量化

稼働してい

組合が計画

ます。 

市民や事業者

自然エネルギ

みの排出抑制

自然エネルギ

地域資源を

風力や太陽

ごみ減量化の

市民や事業

ごみの減量

新しい可燃物

「新可燃物

行政管理組

２ 循環

）現状と

）施策の

）施策の

は、人の活動

変化など、気

配慮の意識

ています。

まれた自然

と再資源化

る可燃物処

画している新

者との適切な

ギーの普及促

制に取り組む

ギーの導入促

を有効に利用

陽光について

の推進   

業者との適切

量化と再資源

物処理施設

物処理施設整

組合の新たな

環型社会の

課題 

主な内容

基本的方

動の拡大に

気候や生態系

識が高まる中

 

然環境を次代

化に取り組ん

処理施設は耐

新可燃物処理

な役割分担

促進を図る

むなど、持続

促進   

用し、木質バ

ても、技術進

    

切な役割分担

源化を進めま

の整備  

整備計画」（

な可燃物処理

の形成 

容 

方向 
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伴う人為的

系に幅広く影

中、自然エネ

代に継承する

んでいます。

耐用年限が到

理施設の建設

のもと、二

とともに、

続可能な循

     

バイオマスや

進歩の状況を

     

担のもと、ご

ます。 

     

（平成 25 年

理施設の整備

的な原因によ

影響を与えて

ネルギーの導

るため、環境

 

到来しつつあ

設に向けた

二酸化炭素の

恵まれた環

環型社会の

     

や小水力等の

を確認しなが

     

ごみ問題に対

     

年 12 月改定

備を進めます

よるもので、

ています。 

導入が進むな

境負荷の軽減

あり、鳥取県

た取組を進め

の排出抑制に

環境を次代に

の実現をめざ

     

の自然エネ

がら、さらな

     

対する意識の

     

定）に基づき

す。 

気温や水温

など人々の価

減の一つとし

県東部広域行

めていく必要

に向けたクリ

に継承するた

ざします。 

     

ネルギー活用

なる導入を進

     

の高揚と実践

     

き、鳥取県東

温の上昇、

価値観も

して、ご

行政管理

要があり

リーンな

ため、ご

     

用を進め、

進めます。 

    

践を図り、

    

東部広域
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指標名 現状 目標 指標の説明 

鳥取市の年間ごみ総排出量 
61,181ｔ 

（Ｈ26 年度） 

前年度比の 1％削減

（Ｈ32 年度） 

市内の家庭や事業所から出

される可燃ごみ・不燃ごみ等

すべてのごみの総排出量。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関連する個別計画等：第２期鳥取市環境基本計画、鳥取市地球温暖化対策実行計画、第３ 

次鳥取市経済再生・雇用創造戦略 

（４）評価指標 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

 

○ 市

環

 

○ 森

要

 

○ 湖

6

 

 

 

   豊

近

る

 

 
 
 

① 自

・ 

・ 

・ 

・ 

 

② 水

・ 

 

 

 

 

 

             
99潟湖：湾

できた湖
100COD：

標の一つ

施策

（１

（３

（２

自然保護や

するごみの

市民との協

環境と快適

森林は、二

出防止機能

要がありま

湖山池は、

6.9ｋ㎡あり

回った状態

豊かな自然を

近な生活環境

るおいのある

自然保護意識

本市の豊か

市民活動団

市民活動団

進します。

水質保全機

不法投棄を

対応を進め

水環境の健全

農業生産活

しい農業を

                  
湾口に発達した砂

湖。 

化学的酸素要求

つ。この値が大

３ 環境

）現状と

）施策の

）施策の

や環境保全に

のポイ捨て、

協働により自

適な生活環境

酸化炭素の

能など多様な

す。 

沿岸部の湖

り、自然池で

態が続いてお

を次代へ引き

境はもとよ

る環境先進都

識の高揚と環

かな自然を次

団体等による

団体や地元企

 

機能など多様

を未然に防ぐ

めます。 

全化    

活動による余

を促進します

                   
砂州（海岸線をや

求量。水中の被酸

きいほど水中の

境保全活動

課題 

主な内容

基本的方

に対する市民

不法投棄等

自然保護や環

境を守ること

の吸収効果を

な機能が評価

湖山砂丘の発

では日本一

おり、水質改

き継ぐため

り、森林や

都市をめざ

環境美化活

次代に継承す

る地域の環境

企業による森

様な効果が期

ぐ取組を推進

    

余剰肥料成分

す。 

やや離れて、海

酸素化性物質量

の有機物は多いこ

動の推進

容 

方向 
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民意識は高ま

等の問題に引

環境保全活動

とが必要です

をはじめとす

価されており

発達により形

の面積です

改善への取組

、自然保護

河川・湖沼

します。 

活動の促進

するため、市

境美化活動を

森林整備への

期待される広

進するととも

     

分の河川や湖

海側に細長く砂礫

を酸化するため

ことになり、汚濁

まりつつあり

引き続き取り

動に取り組み

す。 

する環境保全

り、森林の適

形成された潟
せ

す。この湖山

組が必要です

護意識の高揚

沼など生態系

     

市民の自然保

を促進します

の参画など、

広葉樹の植栽

もに、不法投

     

湖沼への流入

礫が堆積してでき

めに必要とする酸

濁の程度も大き

ります。身近

り組む必要が

み、将来にわ

全機能や洪水

適切な管理・

潟
せき

湖
こ

99で、周

山池の COD

す。 

揚や保全活動

系の保全に配

     

保護意識の高

す。 

、環境保全に

栽を進めます

投棄監視員を

     

入を低減する

きた地形）によ

酸素量で示したも

きい傾向がある。

近な市民生活

があります。

わたって豊か

水調整機能、

・保全に取り

周囲 18ｋm

D100は環境基

動の展開を図

配慮した緑豊

     

高揚を図ると

に取り組む活

す。 

を中心とした

     

るため、環境

って外海と切り

もので、代表的

 

活に起因

。 

かな自然

、土砂流

り組む必

m、面積

基準を上

図り、身

豊かでう

     

とともに、

活動を促

た適切な

    

境にやさ

り離されて 

的な水質の指 
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③ 湖山池の水質浄化                               

・ 「第３期湖山池水質管理計画101」に基づき、県と共同して水質浄化対策に取り組み

ます。 

 

 
 

指標名 現状 目標 指標の説明 

湖山池中央部のＣＯＤ 
7.0ｍｇ/L 

（Ｈ26 年度）

5.5ｍｇ/L 

（Ｈ32 年度）

環境基準値 3.0ｍｇ/L の達成をめ

ざす。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
101第３期湖山池水質管理計画：県と市が湖山池の水質浄化対策を総合的、計画的に推進するため、平成３年度に「湖山池水質 

管理計画」（第１期）を、平成１３年度に第２期を、さらに平成２４年度から第３期を策定し、「恵み豊かで、親しみのも 

てる湖山池をめざして」を基本理念として計画されたもの。 

関連する個別計画等：第３期湖山池水質管理計画 

（４）評価指標 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   地

的

解

   本

を

推

   ま

報

れ

   政

聴

 

 

 

① 中

・ 

 
② 基

・ 

・ 

 

③ 国

・ 

 

④ 行

・ 

 
⑤ 政

・ 

・ 

 

 
 
 

             
102権限移譲
103構造改革

に応じた
104地域再生

を受ける

まちづ

まち

方針

（１

（２

地方分権の推

的に担うこと

解決に取り組

本市では、平

を図りながら

推進します。

また、政策や

報のやり取り

れた市政の運

政策や施策の

聴機能を強化

中核市への移

よりきめ細

平成 30 年

基礎自治体と

権限移譲10

の取組を進

国の構造改

る機会を拡

国・県等との

多様化する

ップにより

行政情報に容

あらゆる市

して提供す

政策形成過程

広聴と広報

す。 

政策決定過

                  
譲：県が担って

革特別区域：構

た規制緩和等を

生計画：地域再

ることにより、

づくりの目標

ちづくりを支

１ 中核

）基本的

）具体的

推進は、住

とで、自ら

組むことが重

平成３０年

ら、基礎自

。 

や施策の立

りと、受け

運営が重要

の決定過程

化し、市民の

移行の推進 

細やかな行政

年４月、中核

としての自
02の推進等に

進め、地域の

改革特別区域

拡大し、企業

の連携   

る行政ニーズ

りさまざまな

容易にアク

市民が、必要

する仕組みを

程の公開・透

報機能の一体

過程の市民参

                   
ている権限を市町

構造改革特別区域

特定の地域に限

再生法に基づく制

国の各種支援措

標５ 

支える自立

核市移行に

な考え方

な取組 

民に身近な

の判断と責

重要です。

４月の中核

治体として

案・実施に

取った意見

となります

における市

の意向を政

    

政サービスを

核市への移行

立    

により、本

の実情に合っ

域103や地域再

業やその他法

    

ズに対応する

な分野で連携

セスできる

要とする情報

を検討します

透明性の向

体的な充実を

参画を促進し

町村に移し、移譲

域法に基づく制度

限って認め、地域

制度。地方公共団

措置を利用するこ

立した自治体

による地方

方 
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な行政サービ

責任において

 

核市への移行

ての機能を一

にあたり、市

見・要望を的

。 

市民への情報

策・施策に

     

を提供し、山

行をめざしま

     

市自らの判

った最適なサ

再生計画104

法人等の活動

     

るため、国・

携し、地域の

る環境の整備

報に容易にア

す。 

向上    

を図り、広く

し、市民ニー

譲先の市町村で

度。民間事業者

域の活性化を促進

団体が主体的に地

ことができる仕組

体経営 

方分権の推

ビスを身近な

て、市民のニ

行を見据え、

一層強化し、

市民合意の形

的確に反映さ

報提供を積極

に反映できる

     

山陰東部圏域

ます。 

     

判断と責任に

サービスの提
4等の活用に

動の活性化

     

・県・近隣自

の課題解決に

備     

アクセスでき

     

く分かりやす

ーズに沿った

事務処理を行う

や地方公共団体

進する仕組み。

地域の資源を活

組み。 

推進と開か

な地方自治体

ニーズに応え

国・県・近

より高い次

形成を実現す

させるという

極的に行うと

る仕組みづく

     

域の発展の

     

において自治

提供を実現

により、地域

と地域雇用

     

自治体等と対

に取り組みま

     

きるよう、情

     

すい情報提供

た施策の実施

うことができるよ

体等の自発的な提

 

活用した活性化策

かれた市政

体が自主的か

え、地域の諸

近隣自治体と

次元での地方

するため、的

う透明性の高

とともに、広

くりに努めま

     

の基盤をつく

     

治体運営を行

します。 

域の独自性を

の創造を図

     

対等なパー

ます。 

     

情報を整理

     

供を積極的に

施を図りま

ようにすること。

提案により、地域

策を考え、その計

政の運営

かつ自立

諸課題の

との連携

方分権を

的確な情

高い開か

広報・広

ます。 

    
るため、

    

行うため

を発揮す

図ります。 

    

トナーシ

    

・体系化

    

に行いま

す。 

。 

域の特性 

計画の認定 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

鳥

会

に

を
 
 
 

① 定

・ 

・ 

・ 

 

   

    

 

② 鳥

・ 

 

③ 他

・ 

 

             
105鳥取・岡

16 市町
106因幡・但

観光宣伝
107鳥取道整

月に設立
108鳥取自動

増加を図
109因幡街道

や伝統的

年８月設
110スローラ

により、

方針

（１

（２）

鳥取・因幡定

会議（コリド

に取り組むこ

を図ります。

定住自立圏域

本市は、岩

定住自立圏

化に関して

１市５町の

な発展」に

中核市への

但馬地域な

として中心

度な医療サ

【鳥取・因幡

の将来像】

◆地域で安

◆交流が盛

◆自立した

鳥取県東部

消防、ごみ

な行政課題

他圏域とのネ

山陰海岸ジ

線振興協議

県境連携推

町物語推進

等の取組を

盤整備の充

                  
岡山県境連携推

町村が連携し、関

但馬・丹後観光

伝活動や観光客

整備・沿線振興

立。鳥取県東部

動車道活性化協

図り、民間の視

道交流会議：鳥

的景観等の地域

設立。 

ライフまちづく

、魅力的で個性

２ 自治

）基本的

）具体的

定住自立圏を

ドー２１）な

ことで、圏域

 

域の連携と

岩美町、若桜

圏」の中心市

て中心的な役

の住民、企業

に取り組み、

の移行による

など、より広

心的な役割を

サービスの提

幡定住自立圏

】 

安心して暮ら

盛んでにぎわ

た活力ある圏

１市４町に

み処理等の分

題に対する取

ネットワー

ジオパーク推

議会107、鳥取

推進協議会、

進協議会（HO

を通じて、他

充実を図りま

                   
推進協議会：鳥取

関係機関への要

光協議会：鳥取県

の受入体制の整

興協議会：鳥取自

１市４町、岡山

協議会：県、鳥取

点を生かした地

鳥取自動車道の全

資源を掘り起こ

り全国都市会議

豊かなまちづく

治体間の広

な考え方

な取組 

をはじめ、鳥

など、近隣自

域への人の流

連携中枢都

桜町、智頭町

市として、関

役割を担いま

業、行政が協

定住と自立

る連携中枢都

広域的な地域

を担っていく

提供、高等教

圏共生ビジ

らせる圏域

わいのある圏

圏域 

おける共同

分野において

取組を進めま

クのさらな

推進協議会、

取自動車道活

因但県境自

OT トライア

他圏域とのネ

ます。 

取・岡山県境に位

望、調査研究等

県東部 1 市 4 町

整備を行っている

自動車道の整備

山県西粟倉村・美

取県東部 1 市 4

地域の活性化につ

全線開通による広

こし、魅力的なル

議：「スローライ

くりに寄与するこ

広域的な連

方 
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鳥取・岡山

自治体と連

流れを創出

都市圏の形成

町、八頭町、

関係自治体と

ます。 

協働して「鳥

立、圏域への

都市圏の形成

域間連携を進

くとともに、

教育・研究開

ョン（平成

    

圏域   

同事務処理の

て、鳥取県東

ます。 

なる強化  

、因幡・但馬

活性化協議会

自治体会議

アングル）、

ネットワーク

位置する市町村

等を行う協議会。

町と兵庫県北部、

る。 

・維持管理と沿線

美作市、兵庫県佐

町、民間団体で

つながる活動を行

広域交通圏の形

ルート形成や沿道

イフ」によるま

ことを目的に、全

連携の推進

県境連携推

携し、県境

するととも

成     

兵庫県新温

と連携し、圏

鳥取・因幡圏

の人の流れの

成をめざし、

進め、圏域全

地域資源を

開発の環境整

成 27 年 3 月

◆環境に優

◆若者に魅

の実施   

東部広域行政

     

馬・丹後観

会108、因幡

（コリドー２

スローライ

クを強化しつ

の地場産業の振

 

京都府京丹後市

線や関係市町村

佐用町と沿線の

で構成され、鳥取

行っている。

成を契機に、各

道の空間づくり

ちづくりの方策

全国１４自治体

進 

3

推進協議会10

境を越えたさ

もに、圏域全

     

温泉町と形成

圏域全体に必

圏域の生活基

の創出をめざ

、鳥取県東部

全体が発展す

を活用した地

整備、人材

月策定）に位

優しい圏域 

魅力ある圏域

     

政管理組合と

     

光協議会10

幡街道交流会

２１）、姫路

フまちづく

つつ、交流人

振興と地域開発を

市の行政、民間団

村の振興を図るこ

の各観光協会や道

取自動車道を利用

各地域活動団体等

を連携して進め

策に関し、相互に

体で構成された協

05や因但県境

さまざまな広

全体の持続的

     

成した「鳥取

必要な生活機

基盤の充実と

ざします。

部はもとより

するためのけ

地域経済の拡

育成等を進

位置づけられ

域 

     

と連携して、

     
06、鳥取道整

会議109、鳥取

路・岡山・鳥

くり全国都市

人口の増加、

を促進するため、

団体で構成され

ことを目的に平成

道の駅で構成。 

用する県外から

等が古道・街道の

めることを目的に

に研究・意見交換

協議会。 

境自治体

広域連携

的な発展

    
取・因幡

機能の強

と一体的

 

り兵庫県

けん引役

拡大や高

進めます。 

れた圏域 

    

、広域的

    

整備・沿

取・岡山

鳥取城下

市会議110

、社会基

、関係する 

れ、広域的な 

成２５年５ 

の観光客の 

の歴史文化 

に平成２２

換すること 
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④ 国内姉妹都市との交流の推進                            

・ 姉妹都市提携を結んでいる釧路市、姫路市、岩国市、郡山市と行政、観光、経済、文

化等のさまざまな分野で市民が主体となった交流を進め、友好と協力関係を深めつつ

互いの発展を図ります。 
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ー

を

盤
 
 
 
 

① 戦
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・ 

 

② 挑

・ 

・ 

 

③ 新
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・ 

・ 

 

④ 健

・ 

・ 

・ 
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111ネーミン

とにより

露出する
112PFI：P

設・改修

方針

（１

（２）

本市固有の財

ービスの維持

をかけるため

盤を築いてい

戦略的な施策

組織や職階

調査、行政

政運営を進

今まで以上

画を、毎年

各種計画等

しの機会の

挑戦し続ける

変動する行

合わせる人

す。 

職員のもて

事異動を実

新たな財源の

市有施設等

本市の魅力

への寄附者

PFI112やク

健全財政の堅

サービスの

当初の目的

を徹底しま

債権の適正

に努めます

定員適正化

職員配置を

                  
ングライツ：命

り収入が得られ

る機会を得られ

Private－Finan

修・更新や維持

３ 財政

）基本的

）具体的

財政事情で、

持・向上を両

め、人、モノ

いきます。 

策等の展開 

階を越えて本

政評価等を通

進めます。 

上に歳入増加

年見直し実行

等の進行管理

の明確化に努

るマネジメ

行政ニーズに

人事管理に努

てる能力を最

実践します。

の確保・充

等のネーミン

力を生かした

者と寄附金額

クラウドファ

堅持    

の内容に見合

的を達成した

ます。 

正な管理と的

す。 

化計画に基づ

を進めます。

                   
命名権。施設等に

れるメリットがあ

、宣伝効果が見

ce－Initiative の

管理・運営を行

政基盤の強

な考え方

な取組 

、普通交付

両立し、警

ノ、カネ、

    

本市が直面す

通じて、施策

加の視点を強

行することで

理において、

努めるととも

ントの確立

に柔軟に対応

努めるととも

最大限に発揮

 

実    

ングライツ1

た全国への情

額の増加を図

ァンデング等

    

合った使用料

た補助金の適

的確な滞納整

づき、職員の

 

に名称をつけるこ

あり、命名権を購

見込まれる。 

の略。民間の資

行う公共事業の手

強化 

方 
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付税が確実に

鐘を鳴らさ

時間の「選

     

する課題へ

策等の「選択

強めた第６

で、将来にわ

目標管理の

もに、市民へ

立     

応するため、

もに、簡素で

揮させるため

     
11（命名権

情報発信を強

図ります。

等の手法を用

     

料や手数料な

適正化を進め

整理を推進し

の適正な定員

ことのできる権利

購入する企業に

資金と経営能力・

手法。 

に減少してい

された急速な

選択と集中」

     

の対応を検

択と集中」を

次鳥取市行

わたる安定

の手法を積極

への説明責任

     

さまざまな

で効率的な組

め、職員がや

     

）の適用範

強化し、ふる

用いた新たな

     

など、受益者

めるとともに

し、市税をは

員管理を図る

利。施設等の管

にとっては、スポ

技術力（ノウハ

いく中で、経

な人口減少社

を一層強化

     

検討していく

を図り、効率

行財政改革大

した税財源

極的に取り入

任を果たしま

     

な任用形態の

組織・機構の

やりがいを感

     

範囲の拡大を

るさと寄附金

な資金調達を

     

者負担の見直

に、市場原理

はじめとする

るとともに、

管理者にとっては

ポーツ中継やニュ

ハウ）を活用し、

経費の縮減と

社会の進行に

化し、強固な

     

く取組や市民

率的かつ効果

大綱に基づく

源の確保に努

入れ、施策等

ます。 

     

の職員を最適

の見直しを推

感じる人材育

     

を進めます。

金制度を通じ

を研究します

     

直しを進め

理が働く委託

る財源の未収

、業務量に見

は、命名権を販売

ュース等で命名

、公共施設等の

と市民サ

に歯止め

な財政基

    

民ニーズ

果的な財

く実施計

努めます。 

等の見直

    

適に組み

推進しま

育成と人

    
 

じた本市

す。 

    

ます。 

託の実施

収金解消

見合った

売するこ 

した名称が

の設計・建 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

近

の

面

て

平

つ

添

固

共

用

ま

内

Ｅ

の
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113地理情報

視覚的に

住民公開
114双方向
115自治体ク
116オープン

たな価値

方針

（１

（２）

近年のインタ

の進展は、情

面において、

ていくことが

平成 28 年

ついては、新

添付書類の省

固定資産情報

共有できる統

用するのでは

ます。 

内閣官房（ま

ＥＳＡＳ）」

の効率的かつ

市民生活の向

誰もが必要

もに、双方

ＣＡＴV・

ンターネッ

ＣＴ）を活

社会保障・

市民サービ

統合型地理情

学校等の公

わかりやす

オープンデー

市が保有す

活用し、デ

大学等と連

プンデータ

                  
報システム：地

に表示し、高度

開型は市民向け

：情報伝達の方

クラウド：複数

ンデータ：行政

値を創造していこ

４ 情報

）基本的

）具体的な

ターネット利

情報収集活動

、ビッグデー

が必要です。

1 月からの

新本庁舎の建

省略といった

報管理や道路

統合型地理情

はなく、市民

まち・ひと・

など客観的

つ効果的な立

向上に向け

要な時に必要

方向114によ

公衆無線 L

ットを通じた

活用した市民

・税番号制度

ビスの向上と

情報システ

公共施設の位

すく視覚化し

ータ116・ビ

するデータや

データに基づ

連携し、市が

タの取組を進

                   
地理的位置を手が

度な分析や迅速な

に情報提供する

方向が一方向でな

数の地方自治体の

政が保有するデー

こうとするもの

報通信技術

な考え方

な取組 

利用年代の

動やネット

ータの可能

。 

の社会保障・

建設に合わ

た市民等の申

路台帳管理

情報システム

民に積極的

・しごと創生

的データに基

立案・展開を

た情報通信

要な情報の収

る活用を進

LAN（Wi-F

た行政手続き

民の利便性向

度の導入に伴

と事務の効率

ム（住民公

位置情報やハ

し、情報発信

ビックデータ

や、地域経済

づいた施策展

が保有する

進めます。

がかりに、位置に

な判断を可能にす

ることを目的とし

なく、受信側から

の情報システムを

ータを、誰もが二

。 

術・ビッグ

方 
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広がりや、

ショッピン

性をさらに

税番号制度

せ総合窓口

申請手続き

など、現在

ム113（統合

に公開する

生本部）が供

基づき、地域

を進めます

信技術（ＩC

収集や情報

進めます。

Fi）等の情報

きや自治体ク

向上に取り組

伴うシステ

率化を図りま

公開型ＧＩＳ

ハザードマ

信することに

タの活用の推

済分析シス

展開を進めま

データを誰

に関する情報を

するシステム。

したシステムであ

らも発信できる方

を一つに集約し、

二次利用できる形

グデータの

スマートフ

ング等のイン

に大きなもの

度の導入に伴

口の「プッシ

の負担軽減

在各課が整備

合型 GIS）に

ることにより

供用している

域の現状や課

。 

T）の活用

報発信ができ

報インフラの

クラウド115

組みます。

テム再構築（

ます。 

Ｓ）の活用

マップ、ＡＥ

により、市民

推進    

ステム「ＲＥ

ます。 

誰もが二次利

もったデータ（

統合型は庁内で

ある。 

方式。 

、通信ネットワ

形式で公開し、

の活用 

フォンをはじ

ンターネット

のとしており

伴う、各業務

シュ型サービ

減と事務の効

備している地

に集約し、市

り、市民サー

る「地域経済

課題、特性に

     

きる仕組みづ

の適正な整備
5等を推進し

（最適化）等

     

ＥＤ設置マッ

民サービスの

     

ＥＳＡＳ」な

利用しやすい

（空間データ）を

で複数課が同じシ

ワークを通じて共

社会が効果的に

3

じめとする携

ト上のさまざ

り、積極的に

務システムの

ビス」を充実

効率化を図り

地図情報を全

市役所内部の

ービスの向上

済分析システ

に応じた政策

     

づくりを進め

備・管理に努

し、情報通信

等により、さ

     

ップ等の地図

の向上を図り

     

などビッグデ

い形に提供す

を総合的に管理

システムを共有

共同利用するシス

に活用することに

携帯端末

ざまな場

に活用し

の整備に

実させ、

ります。 

全庁的に

のみで活

上を図り

テム（Ｒ

策・施策

    

めるとと

努め、イ

信技術（Ｉ

さらなる

     

図情報を

ります。 

    

データを

するオー

・加工し、 

有するもので、 

ステム。 
により、新 
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④ 地方税電子化の推進                                

・ インターネットを通じた地方税の電子申告システムの運用により、納税者等の利便

性の向上を図ります。 

 

 

 

 
指標名 基準値 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

公開 GIS の情報数 
0 件 

（H27 年度）
5 件 10 件 15 件 20 件 25 件 

 （指標の説明）公開型 GIS において市民に情報提供する種類の数。 

 
指標名 基準値 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度

オープンデータ公開数 
1 件 

（H27 年度）
4 件 8 件 12 件 16 件 20 件 

（指標の説明）オープンデータとして提供するデータの目録数。（「5 Star Open Date117」で３つ星以上のデ 

ータ） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
1175 Star Open Date：Web の創設者が提唱した 5 段階の指標で、3 つ星は非独占の標準化された形式で公開されている CSV 

等のデータを示す。 

（３）管理指標 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

公共

マネ

進め

 

 

 

① 公

・ 

・ 

・ 

 

② 公

・ 

・ 

 

 

 

 

 

方針

（１

（２）

（３）

共施設の更新

ネジメント

めます。 

公共施設の総

施設の複合

等を推進し

今後の人口

共施設の効

多極ネット

設の配置を

公共施設の計

修繕優先度

切な点検等

計画的な施

し、将来に

指標

「公共施設の

に関する認知

５ ファ

）基本的

）具体的な

）管理指標

新問題に対応

（公共施設経

総量縮減・

合化による機

し、市が保有

口減少や財政

効果的な更新

トワーク型の

を図ります。

計画的保全

度判定の仕組

等を推進し、

施設更新や修

にわたり財政

標名 

の更新問題」

知度 

シリティ

な考え方

な取組 

標 

応し、長期

経営）の推

再配置の推

機能向上、公

有する財産

政規模をふ

新を行い、施

のコンパク

 

の推進  

組み等を構築

修繕費の抑

修繕等によ

政負担の軽減

現状

７２％

（H26 年

ィマネジメ

方 
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的に安定し

推進体制を充

推進    

公民連携に

（施設）を最

まえ、公共

施設の総量や

トなまちづ

    

築・運用す

抑制を図りま

り、修繕費

減を図ります

状 

％ 

年度） 

メントの推

した自治体経

充実強化し、

     

による施設の

最大限に生

共サービスの

や生涯経費

づくりに併せ

     

することによ

ます。 

費の抑制や更

す。 

目標 

１００％ 

（H32 年度）

推進 

経営を行うた

全市を挙げ

     

の整備・活用

かします。

の維持・向上

の縮減を図

せ、中長期的

     

よって、より

更新経費の年

 

「公共施

っている

（インタ

対象とし

ため、ファシ

げて積極的に

     

用、遊休資産

 

上に努めなが

図ります。 

的な視点から

     

り効果的な修

年度間較差を

指標の説明 

施設の更新問題

る方の割合 

ターネットモニ

したアンケート

シリティ

に取組を

    

産の売却

がら、公

ら公共施

    

修繕や適

を平準化

題」を知

ニターを

ト調査）


